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総務委員会会議録 

 

平成２７年３月１２日 木曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 ７時５０分閉議（実時間４５８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第５０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第１２号（関係分） 

１．議案第６号・平成２７年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第１３号・平成２７年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計予算 

１．議案第２０号・専決処分の報告及びその承

認について 

１．議案第２１号・専決処分の報告及びその承

認について 

１．議案第２２号・定住自立圏形成協定の締結

について 

１．議案第２３号・新市建設計画の変更につい

て 

１．議案第２４号・財産の無償譲渡について 

１．議案第５１号・公有水面埋立免許に対する

意見を述べることについて 

１．議案第２８号・八代市移動通信用鉄塔条例

の一部改正について 

１．議案第２９号・八代市移動通信用鉄塔施設

整備事業分担金徴収条例の一部改正につい

て 

１．議案第３０号・八代市行政手続条例の一部

改正について 

１．議案第３１号・八代市個人情報保護条例及

び八代市情報公開条例の一部改正について 

１．議案第３２号・八代市行政財産使用料条例

の一部改正について 

１．陳情第１号・裁判官訴追委員会（委員長）

森英介の（国会政府）証人喚問について 

１．平成２６年度陳情第６号・八代地域人権オ

ンブズパーソン制度に係る抜本的見直しに

ついて 

１．平成２６年度陳情第７号・八代地域人権オ

ンブズパーソン制度の見直しについて 

１．所管事務調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

  （八代市総合計画（後期基本計画）平成２

７～２９年度実施計画について） 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

  （八代市地域公共交通網形成計画（案）に

ついて） 

  （八代市住民自治によるまちづくり行動計

画（後期）について） 

  （財政計画について） 

  （市の歌について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  福 嶋 安 徳 君 

副委員長  鈴木田 幸 一 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  島 田 一 已 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務部長       木 本 博 明 君 

  総務部次長     岩 本 博 文 君 

  財政課長      佐 藤 圭 太 君 



 

－2－ 

  財政課長補佐    谷 脇 信 博 君 

  市民課長      山 中 美紀代 君 

  納税課長      辻 本 士 誠 君 

  文書統計課長    橋 口 幸 雄 君 

 市民協働部長     池 田 孝 則 君 

  市民協働部次長   堀   泰 彦 君 

  市民協働部次長   脇 坂   裕 君 

  防災安全課長    東 坂   宰 君 

  いきいきスポーツ課長 稲 本 俊 一 君 

  文化まちづくり課長 和久田 敬 史 君 
 
  人権政策課長 
            坂 口 孝 幸 君 
  （人権啓発センター所長兼務） 
 
 
  市民活動支援課長 
            澤 田 宗 順 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

 企画振興部長     坂 本 正 治 君 

  広報広聴課長    上 田 真 二 君 
 
  企画政策課長 
            宮 川 武 晴 君 
  （政策審議監担当兼務） 
 

  情報政策課長    松 村   浩 君 

  秘書課長      松 川 由 美 君 

 商工観光部                

  国際港湾振興課長  桑 原 真 澄 君 

 部局外 

  議会事務局長    桑 崎 雅 介 君 
 
  議会事務局理事兼 
            國 岡 雄 幸 君 
  事務局次長 
 
 
  選挙管理委員会事務局長 
            中 川 勝 俊 君 
  （公平委員会事務局長併任） 
 

                              

○記録担当書記     寺 原 哲 也 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

○委員長（福嶋安徳君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり定足数に達しましたので、ただい

まから総務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成２６年度八代市一般会計補

正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、予算議案

の審査に入ります。 

 まず、議案第１号・平成２６年度八代市一般

会計補正予算・第１１号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 総務委員会に付託されました議案につきまし

て、総務委員会審査案件に従いまして説明をさ

せていただきます。 

 各予算案件での全体の歳入と歳出での総務費

関係分を岩本総務部次長が、また、歳出の議会

費関係分を國岡議会事務局次長が、消防費、教

育費の市民協働部関係分を堀、脇坂市民協働部

の両次長が説明いたします。 

 そのほか、議案第１３号の平成２７年度のケ

ーブルテレビ事業特別会計当初予算のほか、議

案第２２号以降の事件議案、条例議案の総務委

員会関係分につきましては、それぞれの担当課

長が説明いたします。 

 例年長時間に及びまして、大変お疲れになら

れると思いますが、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○総務部次長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）総務部次長の岩本でございます。よろ

しくお願いします。説明は座らせていただきま

して、説明をさせていただきます。よろしくお

願いします。 

 それでは、別冊となっております議案第１号
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・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第１

１号をお願いいたします。 

 それでは、総務委員会付託分について御説明

いたします。 

 それでは、まず、１ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ５億６４２５万３０

００円を追加し、補正後の総額を、歳入歳出そ

れぞれ５６６億７４２８万７０００円としてお

ります。 

 次に、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で債務負担行為の補正を、第４条で地方債の補

正をしておりますが、内容につきましては、４

ページ、５ページの表で説明いたします。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費補正では、本年度内の事

業完了が見込めない事業について、繰越限度額

の設定の追加を行っております。 

 まず、款５・農林水産業費、項２・林業費の

有害鳥獣被害対策事業で２６０万９０００円の

限度額設定を行っておりますが、これは、捕獲

した有害鳥獣を食材として有効利用し、新たな

特産品として加工するためのジビエ解体処理施

設整備に要する経費の一部を補助するもので、

本年度内の完了が見込めないことによるもので

ございます。 

 また、同項の木質バイオマスエネルギー利活

用事業で１９９８万円の限度額設定を行ってお

りますが、これは、さかもと温泉センターに設

置予定の太陽光パネルの材料の調達が難しく、

本年度内の完了が見込めないことによるもので

ございます。 

 また、同項の市内一円林道新設改良事業で２

６９３万６０００円の限度額設定を行っており

ますが、主には、林業専用道八竜山線開設事業

で、残土処理場の確保に不測の日数を要したこ

となどから、本年度内の完了が見込めなくなっ

たことによるものでございます。 

 続きまして、款６・商工費、項１・商工費の

東陽交流センター「せせらぎ」施設整備事業で

４７４万２０００円の限度額設定を行っており

ますが、これは、１２月補正予算で計上した東

陽交流センターせせらぎへ設置予定の木質バイ

オマスボイラー等の実施設計委託が、設計担当

部署との協議の結果、本年度内の完了が見込め

ないことによるものでございます。 

 続きまして、款７・土木費、項２・道路橋梁

費の市内一円道路改良事業で１億５９３万３０

００円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、簡易水道工事との同時施工で、水道管の埋

設位置及び工事期間中の仮設等の協議に不測の

日数を要したことなどのため、本年度内の完了

が見込めないことによるものでございます。 

 次に、項５・都市計画費の西片西宮線道路整

備事業で１８３３万２０００円の限度額設定を

行っておりますが、これは、地権者の移転先に

おいて農地転用や建築確認、建物移転補償の契

約に不測の日数を要したため、本年度内の完了

が見込めないことによるものでございます。 

 また、八千把地区土地区画整理事業で２２５

０万円の限度額設定を行っておりますが、これ

は地権者との建物移転補償契約が平成２６年１

２月であったため、本年度内の移転完了が見込

めないことによるものでございます。 

 続きまして、款８・消防費、項１・消防費の

広域行政事務組合負担金事業で４億５７２５万

２０００円の限度額設定を行っておりますが、

これは、八代広域行政事務組合が実施する消防

救急無線デジタル化及び高機能消防指令センタ

ー事業の繰り越しが行われることから、これに

伴う市の負担金も繰り越すことになったもので

ございます。 

 続きまして、款９・教育費、項２・小学校費

の金剛小学校校舎改築事業で２０７３万６００

０円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、解体工事の日程調整の都合で、駐車場整備
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工事の年度内発注が困難となり、本年度内の完

了が見込めないことによるものでございます。 

 次に、款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費で、林道施設災害復旧事業３

００万円の限度額設定を行っておりますが、こ

れは、林道泉五木線において、同一箇所で実施

予定の県営治山事業とあわせて林道災害復旧工

事を行う必要があることから、年度内完成が見

込めなくなったことによるものでございます。 

 また、項２・公共土木施設災害復旧費で、河

川施設災害復旧事業４８３万９０００円の限度

額設定を行っておりますが、これは袈裟堂川の

河川災害復旧工事において、２回にわたる入札

不調で業者選定がおくれたことから、本年度内

の完了が見込めないことによるものでございま

す。 

 それでは、次に５ページをお願いします。 

 第３表、債務負担行為補正で、今回、債務負

担行為の変更で、収納支援システムリースでご

ざいますが、これは、新収納支援システムの導

入時期が、新基幹システムとの導入時期と重な

り、リンクする詳細な仕様調整が予定より時間

を要し、平成２６年６月導入予定が、４カ月お

くれの１０月となりました。これによりまして、

平成２６年度の支出が４カ月分減り、最終年度、

平成３１年度の支出が４カ月分ふえることとな

ったため、限度額の変更を行ったものでござい

ます。 

 次に、第４表、地方債補正では、変更を行っ

ておりますが、詳しい内容は、１２ページの歳

入、款２１・市債で説明します。なお、起債の

方法、利率、償還の方法につきましては、補正

前と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明します。 

 ９ページをお願いします。 

 まず、款１０、項１、目１、節１・地方交付

税で１３８万１０００円を計上しておりますが、

これが今回の補正予算の一般財源でございます。 

 次に、款１２・分担金及び負担金、項２・負

担金、目２・民生費負担金、節２・児童福祉費

負担金で６１万４０００円を計上しております

が、保育単価の改定による保育料の増加でござ

います。 

 次に、款１４・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・民生費国庫負担金、節１・社会福祉

費負担金で５７８７万５０００円を計上してお

りますが、サービス利用件数の増加に伴う障害

者自立支援給付費負担金でございます。次に、

節２・児童福祉費負担金２８４４万８０００円

は、保育単価の改定による保育所運営費負担金

の増加でございます。次に、節３・生活保護費

負担金３２１０万円は、生活保護世帯数の増加

に加え、医療扶助１件当たりの単価の伸びなど

による生活保護費負担金の増加でございます。 

 次に、１０ページをお願いします。 

 項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助

金、節１・総務管理費補助金で１億２６０３万

５０００円を計上しておりますが、これは平成

２５年度の国の経済対策において創設された、

がんばる地域交付金でございます。この交付金

の決定を昨年１２月１５日に受けましたので、

市内一円道路改良事業の財源として、当初予定

していた市債及び一般財源との組み替えを行っ

ております。 

 次に、款１５・県支出金、項１・県負担金、

目１・民生費県負担金、節１・社会福祉費負担

金で２８９３万７０００円を計上しております

が、これは、サービス利用件数の増加に伴う障

害者自立支援給付費負担金でございます。次

に、節２・児童福祉費負担金で１４２２万４０

００円を計上しておりますが、これは、保育単

価の改定による保育所運営費負担金の増加でご

ざいます。 

 続きまして、項２・県補助金、目１・総務費

県補助金、節１・総務管理費補助金で１２８３

万５０００円を計上しておりますが、これは、
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地方バス路線維持に係る熊本県生活交通維持・

活性化総合交付金でございます。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金、節１・

農業費補助金の７１万５０００円は、土地改良

区が管理する農業水利施設の突発事故に対応し

た整備費の一部について補助する熊本県農業農

村整備事業補助金でございます。次に、１１ペ

ージに移りまして、節２・林業費補助金７７０

万円は、森林・林業・木材産業基盤整備交付金

でございます。この交付金の決定を昨年１２月

１０日に受けましたので、市内一円林道新設改

良事業として、林道八竜山線外１路線の林道開

設に係る一部の財源を、市債から交付金へ歳入

の組み替えを行っております。 

 次に、款１７、項１・寄附金、目１・総務費

寄附金、節１・総務管理費寄附金で２６０万円

を計上しておりますが、ふるさと納税制度によ

るふるさと元気づくり応援寄附金への寄附があ

ったことによる増額でございます。 

 次に、款１９、項１、目１、節１・繰越金の

４億３１６８万９０００円は、本補正予算の一

般財源でございます。 

 次に、１２ページになりますが、款２１、項

１・市債、目２・農林水産業債、節２・林業

債、林業専用道開設事業は、先ほど県補助金で

説明しました、森林・林業・木材産業基盤整備

交付金が交付されたことに伴い、財源の組み替

えを行ったことによる７７０万円の減額でござ

います。 

 次に、目４・土木債、節１・道路橋梁債、市

内一円道路整備事業の１億１３４０万円の減額

も、がんばる地域交付金が交付されたことに伴

い、財源の組み替えを行ったことによる減額で

ございます。 

 次に、目５・消防債、節１・消防債、広域デ

ジタル化整備事業の５９８０万円の減額は、八

代広域行政事務組合が実施する消防救急無線デ

ジタル化及び高機能消防指令センター整備事業

において入札残が生じ、その入札残に相当する

市の負担金の減額に伴う市債の減額でございま

す。 

 以上、今回補正の歳入の説明といたします。 

 引き続き、歳出を説明いたします。 

 １３ページをお願いします。 

 款２・総務費でございます。項１・総務管理

費。目１・一般管理費では６７０４万円を計上

しておりますが、退職者４人の増加による退職

手当の不足分でございます。 

 目７・交通防犯対策費では、生活交通確保維

持事業で１億７６４７万２０００円を計上して

おります。これは地方バス路線の維持費に係る

補助金で、産交バス株式会社及び株式会社麻生

交通に対しまして、平成２５年１０月から平成

２６年９月までの１年間の決算額がまとまりま

したことから、補助するものでございます。な

お、特定財源として、県補助金がございます。 

 次に、目の１０・諸費では１億２７５５万２

０００円を計上しております。まず、市税還付

金事業の３１００万円は、主に法人市民税にお

いて高額の還付が生じましたことから、還付金

に不足が見込まれ、補正するものでございま

す。次に、国県支出金等返還金事業９６５５万

２０００円は、生活保護費国庫負担金など過年

度に交付された国県支出金の精算に伴い、超過

交付分を返還するものでございます。 

 続きまして、１６ページをお願いします。 

 款１２・諸支出金、項１・基金費、目５・ふ

るさと八代元気づくり応援基金費、節２５・積

立金で２６０万円を計上しております。これ

は、ふるさと納税による寄附申し込みが、当初

見込みより多くなったため、積立金の不足額を

補正するものでございます。 

 以上、歳出の説明といたします。 

 これで、平成２６年度八代市一般会計補正予

算・第１１号の総務委員会付託分の説明といた

します。御審議、よろしくお願いいたします。 



 

－6－ 

○市民協働部次長（堀 泰彦君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、堀市民協働部

次長。 

○市民協働部次長（堀 泰彦君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）市民協働部の堀でございます。本

日はよろしくお願い申し上げます。座らせてい

ただき、説明を続けさせていただきます。 

 同じ書類になりますが、議案第１号・平成２

６年度八代市一般会計補正予算・第１１号のう

ち、市民協働部が所管いたします第８款・消防

費につきまして御説明申し上げます。 

 まず、３ページをお願いいたします。 

 歳出の部でございますが、款の見出し中、款

の８・消防費では、補正額６２９７万５０００

円を減額し、補正後の予算額を２７億５８１３

万８０００円といたしております。 

 次に、補正予算書の１５ページをお願いいた

します。 

 下段の表でございます。款の８・消防費、項

の１・消防費、目の１・常備消防費に、補正額

といたしまして６２９７万５０００円を減額

し、補正後を２４億１５８１万円といたしてお

ります。財源内訳の特定財源ですが、地方債、

すなわち市債が５９８０万円、その他として、

一般財源を３１７万５０００円減額しておりま

す。節は１９・負担金補助及び交付金でござい

まして、説明欄にて広域行政事務組合負担金事

業といたしております。 

 減額しました理由でございますが、歳入のほ

うでも御説明ありましたように、３月議会での

一般質問でもありましたが、平成２８年５月ま

でに広域消防無線のデジタル化を進めるため、

アナログ無線からデジタル無線へ切りかえるた

めの予算を計上し、広域消防本部に対して、負

担金として支出いたしておりましたが、広域消

防本部において、デジタル無線機器と高機能消

防指令センターについての入札を行われました

ところ、入札差金が生じ、その差額となる６２

９７万５０００円を、２６年度において減額い

たすものでございます。 

 以上が、市民協働部が所管いたします補正予

算の内容でございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、一般会計

補正予算・第１１号中の、以上の部分について

質疑を行います。何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようでございま

す。ないようでございますので、以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・平成２６年度八代市一般会計補

正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５０号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第５０号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第１

２号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

○総務部次長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。それで

は、引き続き座らせていただきまして、説明を

いたします。 

 では、これも別冊となっております、議案第
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５０号・平成２６年度八代市一般会計補正予算

・第１２号をお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） しばらくお待ちくだ

さい。 

 小会します。 

（午前１０時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２６分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。それで

は、議案第５０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第１２号をお願いいたします。 

 この補正予算につきましては、国の第１次補

正予算として取りまとめられました、地方への

好循環拡大に向けた緊急経済対策に基づく地域

住民生活等緊急支援のための交付金の活用事業

が主な内容となっております。総務委員会付託

分について、御説明いたします。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正でござい

ますが、歳入歳出それぞれ２２億５２１４万４

０００円を追加し、補正後の総額を歳入歳出そ

れぞれ５８９億２６４３万１０００円としてお

ります。 

 次に、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で地方債の補正をしておりますが、内容につき

ましては、４ページからの表で説明します。 

 それでは、４ページをお願いします。 

 第２表、繰越明許費補正では、本年度内の事

業完了が見込めない事業について、繰越限度額

の設定の追加を行っております。事業名に括弧

書きで創生先行、それから、５ページには、消

費喚起と出てまいりますけれども、それぞれ地

域住民生活等緊急支援のための交付金事業で、

具体的に説明いたしますと、創生先行は地方版

総合戦略の策定を支援し、しごととひとの好循

環確立を目的とした、地方創生先行型交付金事

業のことで、消費喚起は、回復のおくれる地方

の消費喚起や生活支援を目的とした消費喚起・

生活支援型交付金事業のことでございます。括

弧書きがないものは交付金以外の国の１次補正

予算でございます。 

 それでは、款２・総務費、項１・総務管理費

で、まず、外国人支援事業（創生先行）で１９

５万円の限度額設定を行っておりますが、これ

は、本市在住の外国人に対するアンケート調査

の実施や、外国人の行政窓口等での言語不安を

解消するため、市役所内に外国語対応可能な人

材を配置するものでございます。 

 次の定住促進情報発信事業（創生先行）で、

１２６９万円の限度額設定を行っております

が、これは、市のホームページをリニューアル

して、定住促進に寄与する情報ツールを目指す

ものでございます。 

 次の新幹線定期券購入補助事業（創生先行）

の２１０万円の限度額設定は、本市への転入者

や居住者の定住化を図るため、新幹線利用の通

勤・通学者に対して、新幹線定期券の購入費用

の一部を補助するものでございます。 

 次の地方版総合戦略策定事業（創生先行）の

１０００万円の限度額設定は、本市の人口動態

を踏まえた産業構造及び将来見通しなどを調査

し、地方版総合戦略の策定に取り組むものでご

ざいます。 

 次に、款５・農林水産業費、項１・農業費

で、まず、農業振興事業（創生先行）で２０９

１万５０００円の限度額設定を行っております

が、これは、２つの事業を含んでおります。内

容は、東南アジア地域等への農林水産物の輸出

や販路拡大を目指すフードバレー事業、及び本

市の農産物の生産環境の改善のための地域特産

物支援事業でございます。 

 次の経営体育成支援事業の９９１０万３００

０円の限度額設定は、人・農地プランに位置づ

けられた中心経営体等の経営規模拡大などに必

要となる農業用機械等の導入などについて補助
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するものでございます。 

 次に、項２・林業費の八代産材利用促進事業

（創生先行）で１０６０万円の限度額設定を行

っておりますが、これは、八代市木の駅プロジ

ェクト実行委員会に助成を行い、八代産材の利

用を促進し、林業及び木材関連産業の活性化を

図るものでございます。 

 次に、項３・水産費の水産業振興事業（創生

先行）で３７４万１０００円の限度額設定を行

っておりますが、これは、２つの事業を含んで

おります。内容は、水産物の高付加価値化、６

次産業化を支援する地域水産業活性化支援事

業、及びアサリ不漁の要因となるナルトビエイ

の駆除等に対して補助する漁業環境保全事業で

ございます。 

 次に、款６・商工費、項１・商工費で、ま

ず、八代港利用促進事業（創生先行）で２４１

２万５０００円の限度額設定を行っております

が、これは、３つの事業を含んでおります。内

容は、冷蔵・冷凍機能つきのコンテナであるリ

ーファーコンテナの取り扱い時に、通常コンテ

ナ助成金に上乗せして助成するリーファーコン

テナ利用拡大助成検証事業、及び港運業者の機

器設備導入費用の一部を助成する荷役機械導入

支援事業、並びに有名なクルーズ船社や旅行代

理店が訪れるクルーズ・シッピング・マイアミ

という世界最大のクルーズコンベンションで、

八代港及び周辺観光地を世界に向けてＰＲする

海外クルーズ商談会事業でございます。 

 次の公衆無線ＬＡＮ設置事業（創生先行）の

５００万円の限度額設定は、中心商店街が実施

する無料ＷｉＦｉ機器設置に対して、補助する

ものでございます。 

 次の中小企業振興補助助成事業（創生先行）

の５００万円の限度額設定は、市内の中小企業

が自社技術や製品の販路拡大のため、展示会や

商談会に出店する際に必要な経費の一部を補助

するものでございます。 

 引き続き、５ページになりますが、地域人材

マッチング事業（創生先行）の１７４万８００

０円の限度額設定は、求人の多い製造や介護・

福祉等の分野で、本市に潜在する労働者を積極

的に掘り起こし、求職者と企業とのマッチング

を行うものでございます。 

 次のプレミアム付商品券発行事業（消費喚

起）の１４億２７３４万円の限度額設定は、額

面より２割お得な八代市プレミアムつき商品券

を発行するものでございます。 

 次のふるさと名産品販売促進事業（消費喚

起）の４７５万円の限度額設定は、ふるさと直

送便等の名産品セットを通年で企画販売し、３

割引きで購入できるよう補助を行うものでござ

います。 

 次の多言語による観光情報発信事業（創生先

行）の２５００万円の限度額設定は、国内外観

光客の受け入れ環境整備を図るため、多言語対

応の観光情報ＷＥＢコンテンツの作成、観光施

設や拠点等における多言語案内板の設置などを

行うものでございます。 

 続きまして、款７・土木費、項２・道路橋梁

費の道路維持事業で５８５０万円の限度額設定

を行っておりますが、これは坂本地区、泉地区

の災害防除工事に係るものでございます。 

 次の橋梁長寿命化修繕事業の３１６５万５０

００円の限度額設定は、日奈久大坪町１号橋外

６橋梁の補修工事に係る経費でございます。 

 続きまして、款８・消防費、項１・消防費の

防災行政無線整備事業（創生先行）で２６５万

２０００円の限度額設定を行っておりますが、

これは防災行政無線システムで放送した内容を

正確に伝えるため、固定電話や携帯電話で聞き

直しができるシステムを導入するものでござい

ます。 

 続きまして、款９・教育費、項３・中学校費

の第六中学校体育館改築事業で４億７７７２万

３０００円の限度額設定を行っておりますが、
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これは築４９年経過し、老朽化が進む体育館の

改築を行うものでございます。 

 次に、項７・社会教育費で、多言語案内板整

備事業（創生先行）２０５万２０００円の限度

額設定を行っておりますが、これは外国人観光

客に対する文化財の普及のため、多言語化に対

応したパンフレット作成や文化財案内板の整備

を図るものでございます。 

 それでは、次に６ページをお願いします。 

 第３表、地方債補正では、変更を行っており

ますが、詳しい内容は、１１ページの歳入、款

２１・市債で説明いたします。なお、起債の方

法、利率、償還の方法につきましては、補正前

と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 まず、款１０、項１、目１、節１・地方交付

税で４８５０万２０００円を計上しております

が、これが今回の補正予算の一般財源でござい

ます。 

 次に、款１４・国庫支出金、項２・国庫補助

金、目１・総務費国庫補助金、節１・総務管理

費補助金で３億６８１３万９０００円を計上し

ております。まず、地域住民生活等緊急支援交

付金（創生先行）の１億２４７７万３０００円

は、先ほど、繰越明許費で説明いたしました外

国人支援事業外１３事業に対する交付金でござ

います。また、同じ交付金で、消費喚起分２億

４３３６万６０００円は、プレミアム付商品券

発行事業外１事業に対する交付金でございます。 

 次に、目５・土木費国庫補助金、節１・道路

橋梁費補助金で４４３６万円を計上しておりま

すが、まず、災害防除事業２６９５万円は、道

路維持事業で、坂本地区の市ノ俣線外２路線、

及び泉地区の朴の木線に係る災害防除工事の補

助でございます。次の橋梁長寿命化修繕事業１

７４１万円は、日奈久大坪町１号橋外１橋梁、

千丁地区の太新線１１号橋外１橋梁、鏡地区の

三番割３号橋、東陽地区の陣内橋、泉地区の八

八重～四方田７号橋の７つの橋梁の補修工事を

行うための補助でございます。 

 次に、目６・教育費国庫補助金、節３・中学

校費補助金８４９９万６０００円は、第六中学

校体育館改築事業補助金でございます。 

 次に、款１５・県支出金、項２・県補助金、

目４・農林水産業費県補助金、節１・農業費補

助金で１億２４５４万７０００円を計上してお

りますが、まず、青年就農給付金（経営開始

型）事業補助金２５５０万円は、４５歳未満の

新規就農者に対して、就農直後の不安定な所得

を確保するための給付金でございます。 

 次の経営体育成支援事業補助金９９０４万７

０００円は、人・農地プランに位置づけられた

中心経営体等の経営規模拡大などに必要となる

農業用機械等の導入などに対する補助でござい

ます。 

 次に、１１ページになりますが、款２０・諸

収入、項４、目５、節８・雑入で１１億７２５

０万円を計上しておりますが、これは、プレミ

アムつき商品券販売収入でございます。内容

は、額面１万２０００円の商品券を１万円で販

売いたしますが、その数量が１１万７２５０冊

でございますので、その販売による収入でござ

います。 

 次に、款２１、項１・市債でございます。事

業内容は、先ほど国庫補助金で説明いたしたも

のと重なりますが、まず、目４・土木債、節１

・道路橋梁債の３６２０万円でございますが、

市内一円道路整備事業は、坂本地区及び泉地区

の災害防除工事の市債で、起債対象事業費から

国庫補助金を除いた額の１００％、２２００万

円でございます。次の橋梁長寿命化修繕事業

は、橋梁補修工事に係る市債で、起債対象事業

費から国庫補助金を除いた額の１００％、１４

２０万円でございます。 

 次に、目６・教育債、節２・中学校債は、第
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六中学校体育館改築事業に係るもので、起債対

象事業費から国庫補助金を除いた額の９５％、

３億７２９０万円でございます。 

 以上、今回補正の歳入の説明でございます。 

 続きまして、歳出を説明します。 

 １２ページをお願いいたします。 

 款２・総務費でございます。項１・総務管理

費、目１・一般管理費で、外国人支援事業（創

生先行）に１９５万円を計上しております。こ

れは、外国人にとって住みやすいまちづくりを

進めることで、本市への定住化や交流人口の増

加を目的とする事業でございます。具体的に

は、本市在住の外国籍住民に対し、生活上の困

り事などのアンケート調査を実施するほか、外

国人の窓口での言語不安解消のため、市役所本

庁舎に外国語対応可能な人材を配置するもので

ございます。なお、特定財源には、同額の国庫

支出金を計上しております。 

 次に、目２・文書広報費では、定住促進情報

発信事業（創生先行）で１２６９万円を計上し

ております。本事業につきましても、本市への

定住促進を図るとともに、企業誘致や外部から

の移住、観光客や交流人口の増加を目的とする

もので、具体的には、市の魅力と最新の情報を

内外に広く発信するツールである公式ホームペ

ージをリニューアルするものでございます。な

お、特定財源には、同額の国庫支出金を計上し

ております。 

 次に、目５・企画費で１２１０万円を計上し

ております。まず、新幹線定期券購入補助事業

（創生先行）の２１０万円は、本市への転入者

や居住者の定住化を図るため、新幹線利用の通

勤・通学者に対して、新幹線定期券の購入費用

の一部として、通勤の場合は月に１万円、通学

の場合は月に５０００円を補助するものでござ

います。 

 次に、地方版総合戦略策定事業（創生先行）

の１０００万円は、良質な雇用の創出と地方へ

の新たな人の流れにより、地域の活性化という

好循環を生み出す地方版総合戦略を策定するた

めの調査を実施するものでございます。特定財

源には、同額の国庫支出金を計上しておりま

す。 

 以上、総務費の説明といたします。 

 引き続き、担当かわりまして、消防、教育費

の説明をお願いいたします。 

○市民協働部次長（堀 泰彦君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、堀市民協働部

次長。 

○市民協働部次長（堀 泰彦君） はい。引き

続き、説明させていただきます。座らせていた

だきまして、説明をさせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○市民協働部次長（堀 泰彦君） 書類は、同

じ書類になりますけれども、議案第５０号・平

成２６年度八代市一般会計補正予算・第１２号

のうち、市民協働部が所管いたします補正予算

につきまして御説明いたします。 

 まず、３ページをお願いいたします。 

 歳出の部でございますが、款の見出し中、款

の８・消防費では、補正額２６５万２０００円

を追加し、補正後の予算額を２７億６０７９万

円といたしております。 

 次に、款の９・教育費の項の７の社会教育費

でございますが、補正額に２０５万２０００円

を追加し、補正後の予算額を９億７９０６万７

０００円といたしております。 

 次に、補正予算書の１５ページをお願いいた

します。 

 内容を御説明いたします。市民協働部補正分

も、岩本総務部次長が先ほど説明申し上げまし

たように、国の緊急経済対策に基づく地域住民

生活等緊急支援のための交付金事業として計上

いたしているものでございます。 

 まず、款の８、中段の表でございますが、款
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の８・消防費、項の１・消防費、目の４・防災

管理費に、補正額といたしまして２６５万２０

００円を追加して、補正後を７２２０万１００

０円といたしております。財源内訳の特定財源

ですが、全額国庫支出金でございます。 

 節は１３・委託料でございまして、説明欄に

て創生先行事業の防災行政無線整備事業といた

しております。事業の内容ですが、これまで風

雨が強い悪天候のときや、二重窓などの気密性

の高い住宅や高層の建物からは、防災無線の放

送内容が聞き取りにくいという課題がありまし

た。放送内容を聞き逃したときに、放送した内

容を確認するため、固定電話や携帯電話によ

り、記録された自動音声で聞き直しができるシ

ステムを導入するものでございます。回線は６

回線を準備し、市民からの聞き直しについて

は、無料電話といたす予定でございます。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 款の９・教育費、項の７・社会教育費、目の

６・文化財保護費に、補正額といたしまして２

０５万２０００円を追加し、補正後を１億１２

１５万５０００円といたしております。財源内

訳の特定財源は、全額国庫支出金でございます。 

 節は１１・需用費に８６万４０００円、節の

１２・役務費に１１８万８０００円でございま

す。説明欄にて創生先行事業の多言語案内板整

備事業といたしております。事業の内容でござ

いますが、外国船クルーズ受け入れや、山鉾屋

台行事のユネスコ登録以降において、ますます

増加することが予想されます外国人観光客に対

応するため、本市にございます国・県・市の指

定文化財について、英語、中国語、韓国語によ

る多言語化に対応しました案内板を設置し、外

国人観光客に対しまして、本市文化財情報の浸

透と、さらなる集客を図るものでございます。

また、山鉾屋台行事につきまして、ユネスコ登

録が期待されますため、妙見祭について、多言

語化パンフレットを１万部作成し、外国人観光

客がよく訪れられます場所や関係機関の窓口に

設置をするものでございます。 

 以上、市民協働部が所管いたします補正予算

の内容でございます。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、補正予算第１

２号中の部分について、質疑を行います。何か

質疑ありませんか。 

○委員（上村哲三君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。消防費の防災無

線管理費、――防災管理費の、先ほど説明あっ

た行政無線の整備事業ですが、これはハード整

備の２６５万２０００円でいいですか。 

○市民協働部次長（堀 泰彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 堀市民協働部次長。 

○市民協働部次長（堀 泰彦君） はい。御指

摘のとおりでございます。 

○委員（上村哲三君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。ハード整備は済

んだものの、市民への通知というのは、どのよ

うな関係で行いますか。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。防災安

全課の東坂でございます。 

 市民の方への通知、周知につきましては、こ

れから整備していくことになるんですけれど

も、まず、広報紙、あるいは地域の皆さんたち

が集まられるですね、場を利用し、それから、

あとインターネット、ホームページであるとか

ですね、そういう部分で市民の皆様方へは周知

をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○委員（上村哲三君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。金額的にね、２
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６５万２０００円、これでどれぐらいのエリア

がね、できるのかなという部分が、ちょっとわ

からないんだけれど。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。今回の

補正につきましては、先ほど次長が説明いたし

ましたとおり、防災行政無線で流した部分をで

すね、聞き取れなかった、あるいは聞こえにく

かったというところでですね、聞き返しをして

いただく、再度確認をしていただくという形の

部分でございまして、どこかに新しいスピーカ

ーを設置するとか、そういうものではございま

せん。防災安全課内にですね、電話をしていた

だければ、同じ、先ほど聞き逃した、同じ放送

内容が聞けると、例えば、あってはならないん

でしょうけれども、私たちのほうから避難指示

を出したとかですね、いう場合に、それを聞き

逃した場合等に、もう一度、その決められた電

話番号に電話をしていただきますと、その内容

がテープで、同じ放送が流れるというような、

今回の装置といいますか、ものでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、じゃあ、関連

しまして、地域ごととかはどうされるんですか

ね。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。地域ご

とという話がございました。まず、今回の補正

と、ちょっと切り離して考えていただきたいん

ですけども、地域ごとの放送ももちろん防災行

政無線ではできます。ですから、災害等に関し

ましても、市内一円が被災をするような場合、

考えられる場合、あるいは地域的にそういうこ

とが考えられる場合ですと、一斉放送をやった

り、あるいは特定地域だけに放送をすることが

できます。これは現在でも、そういう形ができ

るようになっております。 

 ですから、その放送につきまして、例えば、

Ａという地区でですね、放送が流れた場合です

と、聞き返しは、そのＡ以外の地域の方からで

もですね、もちろんできるんですが、地域に限

ってはＡ地区ですよという形で、市民の皆様に

放送いたしますんで、そういう形での聞き返し

は、地域に限ってもできますし、全体でもでき

るというようなことでございます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 無料になるということなんですけど、それは

電話代のほうは。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、電話代

につきましてはですね、現在私たち、防災安全

課が所管しております通常のですね、予算の中

から出していくと。件数につきましては、現在

私たちが放送、防災行政無線で大雨ですとか、

放送した場合に、数十件はかかってくる、聞き

返しがかかってくることはございます、現在で

も。件数につきましては、それぐらいで推移し

ていくのかなというふうに思っておりますの

で、現在の現計予算の中でのですね、取り組み

をしていきたいというふうには考えているとこ

ろです。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） １２ページの定住促進

情報発信事業、ホームページのリニューアルと

いうことですが、具体的にどういう定住促進の

ための情報発信をやるか。それから、大体いつ
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からそういうリニューアルできるのかというこ

とを、もうちょっと具体的な説明をお願いした

いと思います。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） こんにちは。

広報広聴課、上田でございます。 

 ホームページのリニューアルということでご

ざいますけれども、デザインや機能を充実し、

定住促進に寄与できるように、また本市の魅力

をより効果的に伝え、観光客や交流人口の増

加、企業誘致や移住促進にも寄与できるものに

したいというふうに考えております。 

 ホームページにおきましては、見やすさ、あ

るいは使いやすさ、情報の見つけやすさという

のが前提として求められます。そのために、ま

ず一つは、幅広い年齢層の利用者や障害者、あ

るいは外国の方など、誰でもが支障なく利用で

きるようにということで、例えば、音声の読み

上げ機能、あるいは外国語への自動翻訳機能な

どを追加したいというふうに考えております。 

 それから、画面タッチで操作ができる、スマ

ートフォンとかができますけれども、画面タッ

チで操作ができたり、あるいはボタンのです

ね、ワンクリックで、ページの印刷ができるな

ど、操作性の向上を図りたいというふうに考え

ております。 

 それと、欲しい情報にスムーズにたどり着け

るようにということで、情報の分類や配置を見

直したいと考えております。 

 それと、若者を中心にですね、増加しており

ますスマートフォンやタブレット端末でも快適

に閲覧できるように改修する必要があるという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。（広報広

聴課長上田真二君「済みません、時期につきま

しては」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） 時期につきま

しては、６月あたりにですね、これは専門の事

業者のほうに外部委託を予定しておりまして、

６月ぐらいに事業者の選定を行いまして、それ

から、作業といたしましては、事業者のほうで

のですね、作業が、恐らく半年近くはかかるだ

ろうと。その前の打ち合わせ、それから、完成

しました後に、今、各課の職員が情報の入力、

あるいは更新を行っておりますけれども、その

操作が変わりますので、職員研修あたりも、リ

ニューアルホームページの立ち上げの前にはで

すね、行う必要がございますので、期間といた

しましては、来年度いっぱいぐらいかかるとい

うふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 定住促進だから、イメ

ージとして、結局対外的に入ってこられる方々

に対しての部分の、私、ホームページのリニュ

ーアルかなと思って、全体的に、ホームページ

自体をやりかえると、そういうことの認識でよ

ろしいわけですね。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい、委員さ

んおっしゃるとおり、大幅な改修を行いたいと

いうふうに考えております。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 私たちは定住、できる

だけ人口減を食いとめるということは、本当に

重要な施策と思っております。今回空き家バン

ク等もございますから、ぜひ、その辺のです

ね、部分も定住促進につながるような部分も、
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ぜひ入れていただいてですね、これはもう要望

で結構です。 

○委員（上村哲三君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい、関連してなんで

すが、内容の更新というのは、どのような形で

やられますか。例えば、今度半年ぐらいかかる

だろうというような話が、今ありましたよね、

リニューアルするには。この間にも、事業が、

今度は平成２７年度の事業がどんどん入ってい

きますよね。そういう中で、内容の更新という

のは、随時、これは担当課でやっていくんです

か。この委託の中じゃできないでしょう。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報課長課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。新しい

ホームページがですね、でき上がりますまで

は、現在のホームページのほうで情報更新をし

ていってもらいます。 

 現在のデータにつきましては、新しいホーム

ページのほうに順次移行をしていきまして、最

終的に、例えば、２８年の４月からということ

になりますときには、それに合わせて、最新の

情報が新しいホームページのほうに移行すると

いうような形で作業を進めたいというふうに考

えております。 

 ですから、２７年度につきましては、現在の

ホームページのほうで、情報の更新はしていく

というような形になります。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） １２ページの新幹線定

期券購入補助金ですけども、転入者、転出者の

把握はどうされるんですか。そして、また期限

があるのか。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、宮川企画政策

課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。おはようございます。（｢お

はようございます」と呼ぶ者あり）企画政策

課、宮川でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 新幹線定期の確認でございますけれども、転

入の確認につきましては、申請書のほうにです

ね、その旨記載をいただくようにしたいという

ことで、把握をしたいと思っております。 

 期限につきましては、通勤のほうが、定住化

促進が移住、お越しいただく方、それと定住、

こっちが通学定期のほうを考えておりまして、

通勤のほうは、八代に新規で転入してきていた

だく方を対象と考えておりまして、こちらの方

は１年限りということで、月１万円を上限とし

て補助のほうを考えてございます。 

 それから、通学のほうは、できるだけ、この

市内から出て行かれないようにということで、

既に八代に在住されている学生さんがですね、

通学をされる場合に、定期補助と考えてござい

まして、こちらのほうは月額上限５０００円で

ですね、この制度が続く限り支給のほうは差し

上げたいと、かように考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） ちなみに、八代新駅か

ら、通勤、定期券はどのくらい、人数は何人ぐ

らいおらすか、わかるかな。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい、この件につきましては、実



 

－15－ 

は、私どもも大変興味がありまして、ＪＲのほ

うにお問い合わせをさせていただいているんで

すけども、公式な数字はですね、残念ながらお

教えいただいておりません。 

 以上でございます。（委員矢本善彦君「は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第５０号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第６号

・平成２７年度八代市一般会計予算中、当委

員会関係分を議題とし、説明を求めます。 

 それでは、まず歳入等について、総務部か

ら説明願います。 

○総務部次長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。総務部、

岩本でございます。引き続き、説明をさせてい

ただきます。座っての説明とさせていただきま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○総務部次長（岩本博文君） それでは、これ

も別冊でございますが、議案第６号・平成２７

年度八代市一般会計予算をお願いします。総務

委員会付託分について説明をいたします。 

 歳入などを説明いたします。少々時間が長く

なりますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、一般会計の予算書の、まず、３ペ

ージをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算でございますが、

今回、予算総額を歳入歳出それぞれ５６９億３

６６０万円と定めております。 

 第２条は債務負担行為、第３条は地方債でご

ざいますが、内容につきましては、９ページか

ら１１ページの表で説明いたします。 

 次に、第４条、一時借入金でございますが、

本市の歳計現金に不足が生じた場合に、その支

払いの資金を補うために、一時的に金融機関か

ら借り入れを行いますが、その借り入れ分の最

高額を８５億円と定めております。 

 第５条、歳出予算の流用でございますが、各

項の経費の金額を流用することができる場合を

定めております。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 第２表、債務負担行為でございます。まず、

マイナンバー対応福祉総合システム更新経費で

ございます。期間を平成２８年度から３３年度

まで、限度額を１億１７８２万１０００円に設

定しております。 

 次に、土量計算システムリース経費でござい

ます。期間を平成２８年度から３１年度まで、

限度額を１２６万円に設定しております。 

 次に、市県民税納税通知書作成等業務委託

（コンビニ収納対応）でございます。期間を平

成２８年度まで、限度額を５２２万８０００円

に設定しております。 

 次に、軽自動車納税通知書作成等業務委託

（コンビニ収納対応）でございます。期間を平

成２８年度まで、限度額を３２２万１０００円
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に設定しております。 

 次に、固定資産税納税通知書作成等業務委託

（コンビニ収納対応）でございます。期間を平

成２８年度まで、限度額を６１８万円に設定し

ております。 

 次に、市税等コンビニ収納事務委託でござい

ます。期間を平成２８年度から３０年度まで、

限度額を、１件当たり６６円に収納取り扱い件

数を乗じて得た額及び基本料月額に設定してお

ります。 

 次に、証明書コンビニ交付システム機器使用

料でございます。期間を平成２８年度から３２

年度まで、限度額を１１９０万円に設定してお

ります。 

 次に、不動産鑑定業務委託でございます。期

間を平成２８年度から２９年度まで、限度額を

３５７３万円に設定しております。 

 次に、ファイルサーバ更新経費でございま

す。期間を平成２８年度から３２年度まで、限

度額を８１０万円に設定しております。 

 次に、地理情報システム更新経費でございま

す。期間を平成２８年度から３２年度まで、限

度額を９０８万９０００円に設定しておりま

す。 

 次に、公共施設等総合管理計画策定業務委託

でございます。期間を平成２８年度まで、限度

額を４５９万円に設定しております。 

 次に、固定資産台帳システム整備業務委託で

ございます。期間を平成２８年度まで、限度額

を６４１万４０００円に設定しております。 

 最後に、南川橋梁上部工建設工事でございま

す。期間を平成２８年度まで、限度額を３億９

０００万円に設定しております。 

 次に、１０ページをお願いします。 

 第３表、地方債でございます。それぞれ起債

の目的、限度額、起債の方法などを定めている

ものでございます。詳細は、５０ページの歳

入、款２１・市債のところで説明をいたしま

す。 

 続きまして、１７ページをお願いします。 

 歳入でございます。歳入につきましては、こ

こから５３ページまでと相当なページ数となり

ますので、国県の支出金など、事業に伴う特定

財源については、主なものを説明いたします。 

 それでは、款１・市税でございます。まず、

項１・市民税、目１・個人で４５億７９３０万

円を計上しております。前年度と比較します

と、１億１７７０万円の減でございますが、農

業所得等の動向も考慮し、前年度の決算見込み

から算出したものでございます。 

 次に、目２・法人で１０億４７００万円を計

上しております。前年度と比較しますと、７４

００万円の減でございますが、税率改正などを

考慮し、前年度の決算見込みから算出したもの

でございます。 

 続きまして、項２・固定資産税、目１・固定

資産税では、土地、家屋、償却資産に係るもの

で７１億７３１８万４０００円を計上しており

ます。前年度と比較しますと、３億９８１６万

１０００円の増でございますが、評価がえに伴

います減少の影響はございますが、主には税率

を１.５％から１.６％に変更したことによる増

で、土地、家屋、償却資産のそれぞれに増額を

見込んでおります。 

 次に、目２・国有資産等所在市交付金は４５

７８万３０００円を計上しております。これ

は、国県の施設が所在する市町村に交付される

ものでございます。 

 続きまして、１８ページをお願いします。 

 項３・軽自動車税は、前年度の決算見込み及

び国の見込みを参考に、前年度より１７９０万

円増の３億２８４０万円を計上しております。 

 続きまして、項４・市たばこ税は、前年度の

決算見込みなどから、前年度より１６００万円

増の８億８８００万円を計上しております。 

 また、項５・入湯税では、前年度の決算見込
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みから１３３０万円を計上しております。 

 続きまして、１９ページをお願いします。 

 款２・地方譲与税でございます。項１、目１

・地方揮発油譲与税でございますが、１億３５

００万円を計上しております。これは国税であ

る地方揮発油税の４２％が、市道の延長及び面

積に応じ市町村に交付されるものでございま

す。 

 続きまして、項２、目１の自動車重量譲与税

でございますが、国の見込みを参考に３億１０

００万円を計上しております。これは国税とし

て徴収されます自動車重量税の１０００分の４

０７が市町村道の延長、面積に応じ、市町村に

交付されるものでございます。 

 続きまして、項３・特別とん譲与税でござい

ますが、前年度と同額の２３８０万円を計上し

ております。これは外国貿易船の入港に際し、

船の純トン数に応じ、港の所在市町村に譲与さ

れるものでございます。 

 続きまして、２０ページをお願いします。 

 款３・利子割交付金では１８５０万円を計上

しております。これは、県が徴収した県民税利

子割収入のうち、個人に係る利子相当分の５分

の３の額が、個人県民税の収入割合に応じて県

から市町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、款４・配当割交付金で４４００

万円を計上しております。これは県に納入され

た配当割合に相当する額に、政令で定める率を

乗じて得た額の５分の３に相当する額が、個人

県民税の収入割合に応じて県から市町村に交付

されるものでございます。 

 続きまして、款５・株式等譲渡所得割交付金

では、国の見込みを参考に２３９０万円を計上

しております。これは県に納付された株式等譲

渡所得割額に相当する額に、政令で定められる

率を乗じて得た額の５分の３に相当する額が、

個人県民税の収入割合に応じて県から市町村に

交付されるものでございます。 

 続きまして、２１ページをお願いします。 

 款６・地方消費税交付金で２１億円を計上し

ております。これは県の地方消費税収入額の２

分の１の相当額が、国勢調査の人口及び事業所

・企業統計調査の従業者数などに応じて市町村

に交付されるものでございますが、消費税が５

％から８％に引き上げられたことで、これまで

の金額の１.７倍相当の金額を見込んでおりま

すので、大幅な増額となっております。 

 続きまして、款７・ゴルフ場利用税交付金で

７００万円を計上しております。これは、県に

納められたゴルフ場利用税の１０分の７に相当

する額が、ゴルフ場設置に伴い、市町村の財政

需要が増加することなどに配慮し、ゴルフ場所

在の市町村に交付されるものでございます。 

 続きまして、款８・自動車取得税交付金でご

ざいますが、４２００万円を計上しておりま

す。これは県に納められた自動車取得税に９５

％を乗じた額の１０分の７に相当する額が、市

町村道路の延長及び面積に応じて市町村に交付

されるものでございます。 

 続きまして、２２ページをお願いします。 

 款９、項１・地方特例交付金、目１・減収補

てん特例交付金で、前年度の決算見込みから３

９００万円を計上しております。これは個人住

民税における住宅ローン控除による減収分を補

塡するもので、国から交付されるものでござい

ます。 

 続きまして、款１０・地方交付税では、前年

度の決算見込みや国の見込みに基づいて算出し

ました結果、１６５億８５００万円を計上して

おります。これは国から交付されるもので、基

準財政需要額と基準財政収入額の差額に対し交

付される普通交付税、及び特別な財政需要を考

慮して交付される特別交付税でございます。 

 続きまして、款１１・交通安全対策特別交付

金では２３００万円を計上しております。これ

は道路交通法違反で納付される反則金が、交通
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事故の発生件数等をもとに、国から交付される

ものでございます。 

 続きまして、２３ページをお願いします。 

 款１２・分担金及び負担金でございます。ま

ず、項１・分担金、目１・農林水産業費分担金

で９４５０万円を計上しております。主なもの

は、節１・農業費分担金の市内一円の排水路改

修工事の事業分担金９２００万円でございます。 

 次に、項２・負担金、目１・総務費負担金９

５５万２０００円は、八代地域イントラネット

運用に係る氷川町負担金でございます。 

 次に、目２・民生費負担金で７億６９６５万

円を計上しております。節１・社会福祉費負担

金２９８６万３０００円は、主には、老人福祉

施設入所者負担金でございます。節２・児童福

祉費負担金７億３９７８万７０００円の主なも

のは、説明欄の最後に記載しております施設型

給付公立保育所保育料と、次の２４ページの最

初に記載しております施設型給付私立保育所保

育料などでございます。 

 では、そのまま、続きまして、下の表の款１

３・使用料及び手数料でございます。項１・使

用料、目１の総務使用料で１７５５万２０００

円を計上しております。市営の中央駐車場及び

新八代駅東口駐車場の使用料が主なものでござ

います。 

 続いて、２５ページになりますが、目３・衛

生使用料２４６７万２０００円は、主には斎場

使用料及びパトリア千丁の温泉入館料である地

福祉保健センター使用料などでございます。 

 続きまして、２６ページをお願いいたしま

す。 

 目の６・土木使用料でございますが、２億６

３１５万６０００円を計上しております。節の

１・道路橋梁使用料４１１０万円は、電柱など

の道路占用料などが主なものでございます。次

に、節４・住宅使用料２億１８６８万２０００

円は、市営住宅全３１団地分の公営住宅使用料

などでございます。 

 次に、目８・教育使用料で６１２３万３００

０円を計上しております。主なものは、節２の

幼稚園使用料１４８４万４０００円、及び節３

・社会教育施設使用料３２６０万円での公民館

や厚生会館などの使用料、それから、２７ペー

ジになりますが、節４・社会体育施設使用料９

３２万８０００円での夜間照明使用料などでご

ざいます。 

 続きまして、２８ページをお願いします。 

 項２・手数料、目１・総務手数料で７３３９

万８０００円を計上しておりますが、主なもの

は、住民票や印鑑証明などの発行に係る、節３

の戸籍住民基本台帳手数料５８０２万円でござ

います。 

 次に、目３・衛生手数料３億２８５８万１０

００円でございます。主なものは、節２・生活

環境手数料での清掃センターへの搬入ごみ処理

手数料や、ごみの有料指定袋（ごみ）の処理手

数料でございます。 

 続きまして、２９ページをお願いします。 

 下の表で、款１４・国庫支出金でございま

す。項１・国庫負担金、目１・民生費国庫負担

金は７０億９４４７万９０００円で、前年度よ

り６億６９５３万２０００円の増となっており

ますが、その要因は、節１に記載しております

障害者自立支援給付費負担金、及び節２に記載

しております保育所運営費負担金の増加による

ものでございます。 

 それではまず、節１の社会福祉費負担金１６

億９３８４万４０００円で、主なものは、説明

欄２つ目の障害者の生活介護等に係る障害者自

立支援給付費負担金でございます。次に、節２

・児童福祉費負担金３３億４３１４万５０００

円でございますが、私立の保育所運営費負担

金、中学生まで支給される児童手当負担金、３

０ページをお願いします。３０ページのひとり

親家庭等に児童を養育する手当を支給する児童
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扶養手当負担金、これが主なものでございま

す。次の、節３の生活保護費負担金は、前年度

に比べわずかな伸びでございます。 

 引き続き、３０ページでございます。 

 項の２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助

金では１億１９３０万３０００円を計上してお

ります。前年度に比べ８５２２万１０００円の

増となっておりますが、主には社会保障と税の

共通番号制度、いわゆるマイナンバー制度事業

の制度開始に伴う、全市民への個人番号通知及

び希望者への番号カード交付などに対する社会

保障・税番号制度システム整備費補助金、及び

通知カード・個人番号カード関連事務補助金が

新たに生じたためでございます。また、合併し

た市町村に交付されます市町村合併推進体制整

備費補助金は、本市には総額７億５０００万円

が交付され、本年度が交付の最終年度となりま

すが、本年度は鏡支所の外壁改修や東陽支所の

屋根防水といった庁舎施設整備工事及び固定資

産台帳システム整備事業などに予定しておりま

す。 

 次に、目２・民生費国庫補助金では４億２１

４３万９０００円を計上しております。前年度

に比べ５億３６７７万２０００円の減でござい

ますが、これは、昨年に引き続いて実施する臨

時福祉給付金事業補助金及び子育て世帯臨時特

例給付金事業補助金の給付額の見直しによる減

額によるものでございます。 

 節１・社会福祉費補助金３億１００１万６０

００円の主なものは、まず、地域生活支援事業

補助金で、これは障害者や障害児が自立した日

常生活、社会生活を営むために行われる地域活

動支援センターや日常生活用具給付事業などに

対して補助するものでございます。次に、臨時

福祉給付金事業補助金で、これは昨年４月から

消費税が５％から８％に増税されたことに伴う

低所得者対策で、昨年度は市民税非課税者に１

万円の給付でしたが、本年度は６０００円の給

付となり、また加算措置がなくなっておりま

す。 

 次に、３１ページでございます。 

 節２・児童福祉費補助金１億７２１万５００

０円の主なものは、子育て世帯臨時特例給付金

事業補助金で、これも昨年度からの消費税増税

対策の継続事業分で、児童手当受給対象となる

児童を基本に、昨年度１万円の給付が本年度は

３０００円の給付になります。また、保育緊急

確保事業費補助金は、子ども・子育て支援新制

度における子育て援助活動支援事業や放課後児

童クラブ開所時間延長支援事業などの地域子ど

も・子育て支援事業等に補助するものでござい

ます。 

 次に、目３・衛生費国庫補助金１億４５８２

万５０００円でございます。前年度と比べ、１

億２４７万２０００円の増加は、主には、節２

・生活環境費補助金の中に記載しております、

循環型社会形成推進交付金の増によるもので、

環境センター建設事業に要する補助金でござい

ます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金７億６５５９

万８０００円でございます。前年度と比べ１億

７０８６万８０００円の増加は、主には、橋梁

長寿命化修繕事業や八の字線道路整備事業など

の増によるものでございます。 

 まず、節１・道路橋梁費補助金２億６６９７

万４０００円の主なものは、瀬戸石鎌瀬線改良

事業や野津橋小路長溝線改良事業、橋梁長寿命

化修繕事業などでございます。節２・都市計画

費補助金４億５６９８万８０００円は、南部幹

線や西片西宮線、八の字線の道路整備事業、次

の３２ページに移りまして、３２ページ、上か

ら２番目記載の八千把地区土地区画整理事業な

どでございます。節３・住宅費補助金４１６３

万６０００円は、公営住宅ストック総合改善事

業補助金や老朽危険空き家等除却促進事業補助

金などでございます。 



 

－20－ 

 次に、目５・教育費国庫補助金２億８００１

万７０００円は、前年度と比べ１億１０７６万

５０００円の増加は、主には、節２・小学校費

補助金、及び節３・中学校費補助金の小中学校

校舎などの耐震改修事業によるものでございま

す。 

 続きまして、３３ページの下の表をお願いし

ます。 

 項３・委託金でございます。これは、続いて

３４ページに移りまして、目２・民生費委託金

２９２４万２０００円は、節１・社会福祉費委

託金の基礎年金等事務費交付金が主なものでご

ざいます。 

 続きまして、款１５・県支出金でございま

す。項１・県負担金、目１・民生費県負担金で

２７億８６６５万４０００円を計上しておりま

す。前年度に比べ２億９９０５万３０００円の

増加ですが、障害者自立支援給付費負担金や保

育所運営費負担金などの増加によるものでござ

います。 

 まず、節１・社会福祉費負担金１６億２３３

１万３０００円でございますが、これは説明欄

一番上の国民健康保険基盤安定保険税軽減分負

担金、１つ飛んで、後期高齢者医療保険基盤安

定負担金、これも同様に保険料軽減分に係るも

のでございます。また、次の障害者の生活介護

等に係る障害者自立支援給付費負担金などが主

なものでございます。次に３５ページに移りま

して、節２・児童福祉費負担金１１億４４３４

万１０００円でございますが、これは私立の保

育所運営費負担金、児童手当負担金が主なもの

でございます。 

 次に、下の表で、項２・県補助金、目１・総

務費県補助金１８２０万２０００円は、坂本町

の大平発電所及び泉町の五家荘発電所２カ所分

の熊本県電源立地地域対策交付金、及び空き家

バンク事業に取り組むための地域づくりチャレ

ンジ推進補助金が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費県補助金では３億６３９

４万５０００円を計上しております。前年度に

比べ２億２２５０万９０００円の減少ですが、

前年度の保育士等処遇改善臨時特例事業補助金

がないこと、また、子ども・子育て支援新制度

によって、私立保育所の特別保育事業の一部で

ある休日保育及び夜間保育事業の補助が、私立

保育所運営委託費に加算されることとなったた

め、特別保育事業費補助金が縮小されたことな

どによるものでございます。 

 節１・社会福祉費補助金の主なものは、上か

ら３番目の重度心身障がい者医療費助成事業費

補助金や、３６ページに移りまして、上から２

つ目の地域生活支援事業補助金、及び最後に記

載の地域包括ケアシステム体制づくりに向け

て、医療と介護の連携モデルの構築を推進する

在宅医療介護連携推進モデル事業補助金でござ

います。次に、節２・児童福祉費補助金の主な

ものは、小学生の放課後児童クラブに対する放

課後児童健全育成事業費補助金や、その下３つ

目、私立保育所での延長保育事業に対する特別

保育事業費補助金、また、４つ飛ばしまして、

新制度における子ども・子育て支援事業等に補

助する保育緊急確保事業費補助金でございま

す。 

 次に、目の３・衛生費県補助金では９２９１

万７０００円を計上しております。昨年度に比

べ３７０４万３０００円の減でございますが、

主には、前年度実施の千丁支所の太陽光発電設

備に係る約３０００万円の補助金が不要になっ

たことによるものでございます。 

 節１・保健衛生費補助金６９２８万円では、

乳幼児医療費助成事業費補助金が主なものでご

ざいます。 

 次に、３７ページをお願いします。 

 節２・生活環境費補助金２３６３万７０００

円は、小型合併処理浄化槽設置事業費補助金が

主なものでございます。 
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 次に、目４・農林水産業費県補助金では９億

１９６６万８０００円を計上しております。前

年度と比べ４億２４５１万９０００円の増加で

ございますが、多面的機能支払交付金事業補助

金や農業基盤整備促進事業補助金の増が主なも

のでございます。 

 節１・農業費補助金８億３１３万９０００円

でございますが、主なものは、３つ目のイグサ

の優良品種や高品質な畳表を生産する組織の育

成、及び畳表トレーサビリティ導入などに対す

る、いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業補

助金、説明欄の下のほうの地籍調査事業費補助

金、それから、３８ページに移りまして、中ほ

どにございます多面的機能支払交付金事業補助

金、この事業は農地や農業用水等を保全管理す

る活動や、水路等の軽微な補修など、地域資源

の質的向上を図る活動などに対する補助でござ

います。また次、２つ目に、土地改良区が行い

ます暗渠排水等の整備に対する農業基盤整備促

進事業補助金などがございます。節２・林業費

補助金１億６０２万９０００円でございます

が、主なものは、林道の舗装整備に係る道整備

交付金や森林・林業・木材産業基盤整備交付

金、及び林道八竜山線と菖蒲谷線の開設に対す

る林道専用道開設事業補助金がございます。次

に、節３・水産業費補助金１０５０万円の主な

ものは、水産物供給基盤機能保全事業交付金

で、これは漁港施設の老朽化が進んでいる大鞘

漁港と植柳漁港の機能を保全し、長寿命化を図

るものでございます。 

 続きまして、３９ページは飛ばしまして、４

０ページをお願いいたします。 

 項３・委託金、目１・総務費委託金で３億４

３２１万８０００円を計上しておりますが、前

年度に比べ１億２０６８万３０００円の増とな

っております。これは平成２７年度に県知事及

び県議会議員選挙、並びに５年に一度の国勢調

査が実施されるためでございます。なお、主な

ものは、節２・徴税費委託金の県民税徴収事務

委託金でございまして、また、節４・選挙費委

託金に県議会議員選挙委託金と県知事選挙委託

金、節５・統計調査費委託金に国勢調査委託金

がございます。 

 続きまして、４１ページをお願いします。 

 下の表で、款１６・財産収入でございます。

まず、項１・財産運用収入、目１・財産貸付収

入１８０５万６０００円は、土地建物貸付収入

や日奈久埋立地メガソーラー貸付収入が主なも

のでございます。 

 次に、目２・利子及び配当金１５６４万１０

００円は、次の４２ページにかけて記載してお

ります各基金の利子が主なものでございます。 

 引き続き、４２ページ下の、項２・財産売払

収入、目１・不動産売払収入５４０５万１００

０円は、八千把地区土地区画整理事業保留地の

売払収入などでございます。 

 続きまして、４３ページをお願いします。 

 下の表で、款１７・寄附金でございます。項

１・寄附金、目１・総務費寄附金４１１４万円

を計上しておりますが、前年度に比べ２８３２

万円の増となっております。内訳は、ふるさと

納税に伴うふるさと元気づくり応援寄附金と、

ウインズ八代の立地に伴います日本中央競馬会

事業所周辺環境整備寄附金でございまして、増

額要因は、ふるさと元気づくり応援寄附金の増

加によるものでございます。 

 続きまして、４４ページの下の表をお願いし

ます。 

 款１８・繰入金でございます。項１・基金繰

入金の主なものは、４５ページでございますが、

目の５・八千把地区土地区画整理事業基金繰入

金８１００万円、目９・減債基金繰入金３３５

０万円でございます。減債基金につきましては、

平成２２年度に第二中学校校舎改築などの建設

資金として市民から募りました２億円の市場公

募債の５年満期を迎え、本年度返済することに
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なりますが、ルールにより５年間減債基金に積

み立てたものを、今回取り崩すものでございま

す。 

 続きまして、４６ページをお願いします。 

 款の１９・繰越金でございます。平成２６年

度からの繰越金を前年度同額の１０億円計上し

ております。 

 続きまして、款２０・諸収入でございます。

まず、項１・延滞金加算金及び過料でございま

すが、目１・延滞金で、前年度の決算見込みか

ら５００万円を計上しております。 

 続きまして、４７ページをお願いします。 

 項３・貸付金元利収入の目１・総務費貸付金

元利収入で２３１６万２０００円を計上してお

ります。市が地域総合整備財団の支援を得て民

間事業者に無利子の貸し付けを行っているもの

に対しての元金返済分である地域総合整備資金

貸付金元金収入が主なものでございます。 

 次に、目４・商工費貸付金元利収入で５億円

を計上しております。中小企業経営安定特別融

資預託金元金収入を初めとする各預託金の元金

収入でございます。 

 次に、項４・雑入でございます。 

 ４８ページをお願いいたします。 

 目の５・雑入では３億４６５２万４０００円

を計上しております。前年度に比べ４３０５万

２０００円の増加でございますが、これは主に

は、４９ページ、節８・雑入の最初にあります

団体営農業農村整備事業返還金が、本年度新た

に生じたことによるものでございます。 

 それでは、主なものとしまして、４８ページ

に戻りまして、まず、節２・消防団員等公務災

害補償等共済基金収入で、消防団員退職報償

金、次の節３・公益住宅共益費などでございま

す。そのほか、４９ページの節８・雑入で２億

４４６４万５０００円を計上しておりますが、

主なものは説明欄の上から順に、平成２４年度

の農業基盤整備促進事業など土地改良区の団体

営事業に伴う事業費返還金で、団体営農業農村

整備事業返還金、それから、次の県企業局の瀬

戸石鎌瀬線改良事業に対する負担金、宝くじを

財源とする熊本県市町村振興協会市町村交付

金、生活保護費返還金、清掃センターにおける

アルミニウム等再資源化物販売代金納付金、熊

本県後期高齢者医療広域連合派遣職員の給与負

担金、人事交流で県に派遣している職員に対す

る県からの熊本県交流職員給与負担金などでご

ざいます。 

 最後に、５０ページ、下の表になりますが、

款２１・市債でございます。まず、項１・市

債、目１・総務債は、地方財源の不足分を補塡

します臨時財政対策債２０億４５１０万円でご

ざいます。 

 次に、５１ページの目２・衛生債は、環境セ

ンター建設事業で、環境センター建設事業費か

ら国庫補助金を除く９５％の３億５４９０万円

でございます。 

 次に、目３・農林水産業債は３億３４３０万

円でございまして、節１・農業債で、主なもの

は、上から順に、昭和地区等の県営経営体育成

基盤整備事業負担金の９０％の５７６０万円、

第二郡築地区の県営地域水田農業支援排水対策

特別事業負担金の９０％の２０９０万円、文政

地区等の県営海岸保全事業負担金の９０％の２

７４０万円、２つ飛ばして、郡築地区等の基幹

水利ストックマネジメント事業負担金の９０％

の５３６０万円、農業基盤整備促進事業では、

事業費３５％のうち９０％の６０３０万円でご

ざいます。次に、節２・林業債の主なもので

は、２つ目の林道の舗装整備に係る道整備交付

金事業の５２８０万円、これは林道の開設、改

良などの事業費から県補助金を除く９０％の７

２０万円と１００％の４５６０万円の合計分で

ございます。１つ飛ばしまして、林道八竜山線

及び菖蒲谷線の開設事業費から県補助金を除く

１００％の林業専用道開設事業１９２０万円が
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ございます。 

 次に、目の４・土木債は１６億１８０万円で

ございます。節１・道路橋梁債の主なものは、

市内一円道路整備事業で、歩行空間バリアフリ

ー化推進事業費、道路新設改良事業費、橋梁改

修事業費の９０％分、坂本・東陽地域の災害防

除事業費の１００％分、坂本・東陽・泉地域の

道路新設改良事業費の１００％分などを合わせ

た６億１９８０万円でございます。次に、節３

・港湾費は、八代港の国直轄事業及び重要港湾

改修事業に係る県営事業負担金の９０％の２億

３６２０万円でございます。節４・都市計画債

の主なものは、南部幹線道路整備事業費から国

庫補助金を除く９５％の１億８８１０万円、西

片西宮線道路整備事業費から国庫補助金を除く

９５％の５６５０万円、八の字線道路整備事業

費から国庫補助金を除く９５％の４２００万

円、５２ページになりますが、４つ目、龍峯地

区公園整備事業費の９５％の１億５３４０万円

が主なものでございます。 

 次に、目５・消防債は４億４５０万円でござ

います。主なものは、八代広域行政事務組合の

消防本部が実施します消防無線デジタル化に対

する広域デジタル化整備事業負担金の９５％の

３億６６８０万円でございます。 

 次に、目６・教育債は１４億７５８０万円で

ございます。節１・小学校債の９億５０００万

円は、主には、金剛小学校ほか８つの小学校の

校舎や体育館などの増改築や耐震改修工事費か

ら国庫補助金を除く１００％、または９５％分

でございます。また、郡築小学校体育館改築分

の借換債は、市民公募債で調達した２７３０万

円から減債基金へ積み立てた４６０万円を除い

た２２７０万円でございます。節２・中学校債

４億６５４０万円は、主には、第一中学校ほか

４つの中学校の校舎などの耐震改修工事費など

から国庫補助金を除く１００％、または９５％

分でございます。また、第二中学校校舎改築分

の借換債は、市民公募債で調達した１億４３６

０万円から減債基金へ積み立てた２４００万円

を除いた１億１９６０万円、及び千丁中学校校

舎耐震改修分の借換債は、市民公募債で調達し

た２９１０万円から減債基金へ積み立てた４９

０万円を除いた２４２０万円でございます。節

３・社会体育債６０４０万円はスポーツコミュ

ニティ広場施設整備事業費の９５％分でござい

ます。 

 以上、平成２７年度八代市一般会計予算に係

る歳入の説明といたします。御審議、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、２７年度

の一般会計予算について質疑を行います。 

 それでは、切りがいいように、午前中の審査

を終了し、しばらく休憩いたします。 

 午後は１時から再開いたします。 

（午前１１時５０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、休憩前に

引き続き、総務委員会を再開いたします。 

 一応説明は済んでおります。平成２７年度八

代市一般会計予算について、質疑を行います。 

○委員（矢本善彦君） はい。委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 今度新規で、番号制度

導入事業を予算化しておられますけど、私、こ

んなカードを持っているんですよね。がめさん

カードと住基カード、この取り扱いはどうなる

んかなと思って、聞かれたもんですけんで、こ

れから。（｢それは歳出で」と呼ぶ者あり） 

○総務部次長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい、歳出で説

明します。（委員矢本善彦君「あっそうですか。

済みません」と呼ぶ）お願いいたします。 

○委員（鈴木田幸一君） 委員長、１つだけよ
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かですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。１つだけです

ね、４７ページのですね、諸収入の中で、いろ

んな貸し付けがありますけれども、これについ

ては、回収率というとがあって思いますが、わ

かる範囲で、回収率というとを少し教えていた

だきいと思います。わかりますかね。 

○総務部次長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） 貸付金の回収率

ということでしょうか。（委員鈴木田幸一君

「そうです」と呼ぶ） 

 はい。じゃあ、ちょっと調べまして、後で報

告させていただきます。いいでしょうか。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっと、よかです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） そうしたらですね、

わかる範囲ということで、今言いましたけど

も、大体全体のですね、回収率をですね、資料

請求ということで、後でよございますので、そ

れぞれの委員さんにお配りしていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま鈴木田委員

から、資料請求がありました。 

 それについて、お諮りいたします。 

 委員会として資料を請求することに御異議あ

りませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 ほかに意見はありませんか。 

○委員（橋本幸一君） １つよろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ４９ページの雑収入で

ですね、再資源化物販売代金納付金、これはア

ルミとかペットボトル、ああいう類いですね。 

○総務部次長（岩本博文君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい、そうでご

ざいます。 

○委員（橋本幸一君） 最近住民自治になっ

て、地域の資金づくりのために、非常に、有価

物を地域で販売したりというケースをよく見る

んですが、この傾向として、今、この金額は、

確かに価格の上下はあると思いますが、大体減

りつつあるんですか、納付金というのは。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、佐藤財政課

長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい、財政課、佐

藤でございます。 

 質問が、再資源化物の納付金の件ですけど

も、平成２６年度当初予算がですね、１６６０

万４０００円、平成２７年度の当初予算が１７

３５万３０００円ということで、増加傾向にあ

るというふうに思っております。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい、わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。（｢ちょっと待ってください」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（上村哲三君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。４１ページの財

産運用収入でですね、財産貸付収入の中で、自

動販売機設置料、これが４５３万７０００円予

定してありますが、これは、既存の貸し付けて

あった自動販売機の分ですか。それとも、新規

の分ですか。 

 それと、市の貸し付け分に関しては、他市の

事例ですが、入札をかけて、財産収入に寄与し

ている自治体があるという事例が出ております

が、市のほうでは、全体的なこととしてどのよ

うに考えておりますかね、この件に関しては。
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恐らく、数千万単位での違いが出てくると思い

ますが、そこのところは、ちゃんとした財政課

での指針あたりができているのか、そこも含め

て聞かせてください。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。まずは、こ

こに挙げております自動販売機設置料につきま

しては、従来分の、去年の実績で上げておりま

す。 

 また、今後の自動販売機の設置につきまして

は、ことしのですね、１月に、全庁的に要綱を

つくってですね、これは平成１８年度から、今

まで使用許可であったものが、財産貸し付けを

やっていいということで、その要綱の作成を行

っておりまして、ただしですね、その要綱にで

すね、いろんな、ちょっと不備がありましたの

で、今、要綱の見直しを含めて検討中でござい

ます。 

○委員（上村哲三君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。一昨年、市有資

産の活用ということでですね、いろんな状況の

中で、市がダイレクトに貸し付けをしてなくて

というような状況もあったと思います。 

 それと、各契約が個々に違っているというこ

とで、恐らく契約が、まだ残っているやつ、そ

れから、終わったやつというようなこともある

と思います。 

 それから、防災の関係からですね、協定を結

ばれた自動販売機の設置というのも出てくると

思います。 

 この４点から、じゃあ、まだ具体的には、最

終的な詰めは終わっていないということで考え

てよろしいですか。今後は、そのような形が進

んでいくというふうに思っていいですか。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。議員御案内

のとおり、いろんなケースがございまして、防

災協定を結んでいるところとか、中には、母子

寡婦会とかが占有している部分もございまし

て、その後ですね、今、全ての自動販売機の洗

い出しを行ってですね、どういう要綱でいくの

かというのを、ただいま検討中でございます。 

○委員（上村哲三君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。検討される中で

ですね、過去の合併前の市町村のいろんな経緯

からですね、心情的なもので、いろいろ、間接

的に貸与されたとか、いろいろありますよね。

心情的なものはわかるんですが、市有財産ので

すね、又貸しは、本来いけないものというふう

に定められとるですね。だから、その件も含め

ですね、逆に、どのようなやり方をしたらいい

のか、今まで、二重貸しみたいになってた部分

はですね、市でまとめてやる中でですね、そこ

で出てきた利益の運用というような形で、その

団体あたりなりに、私は還付すればいいんじゃ

ないかなというふうに思っておりますので、そ

っちのほうが、うんとね、逆に補助だろうが、

運営補助だろうが、何だろうがですね、出して

やりやすいし、金額も大きくなるんではないか

というふうなことも考えられますんでですね、

その辺のことも加味しながら、今まで契約をし

ていた、いろんな方、また、その団体の方にで

すね、心情を害さないような対応がですね、今

からは重要だなというふうに思っておりますの

で、そのことも含めてですね、単に今までのや

つはやめますよじゃなくてですね、これで、全

体的なやつで、市でやった場合には、これぐら

いの含みが見られますぐらいの計算はしてです

ね、そして、その団体への新たなる補助の追加

とか、そういうふうな形で考えていただければ

ですね、私は、この問題はすんなりいくと思い

ますし、これぐらいの金額ではね、やっぱり全
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市の場合には終わらないというふうに思ってお

りますんで、そのあたりはですね、十分加味し

て、今後は対応していただきたいなというふう

に、意見として、済みません、言っときますの

で、よろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。自動車の充電

器を使用、設置されてますけど、その使用料と

いうのは、どこか載っているんでしょうか。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、佐藤財政課

長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。電気自動車

の収入ですけども、雑入のほうに入っておりま

す。 

 ２６年度の実績が２５００円ということで、

この雑入の中には、数字としては載っておりま

せん。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 確認ですけど、５台

ということでよろしかったですか。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。今での利用

は、現在のところ５台ということでございま

す。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） しっかりＰＲのほ

う、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） １つだけよかですか

ね。４９ページの一番上段ですけど、指定ごみ

袋のですね、諸収入、雑入がですね、１０００

円ということで上がっておりますけど、指定ご

み袋の場合は、入札して、販売価格に、たしか

相当な差があったふうに、私感じておりますけ

ど、この、ちょっと根拠がわからんとですが。

わかりますかね。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 谷脇財政課長補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） 谷脇でござい

ます。よろしくお願いします。 

 指定袋に対します広告収入でございまして、

まだ、ごみ袋に広告を出したいという事業所が

決まっておりませんことから、１０００円の頭

出しだけをしております。 

○委員長（福嶋安徳君） どうですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい、わかりまし

た。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） ちょっとお尋ねいたし

ます。４９ページ、市民課窓口ディスプレイ、

これは何社ぐらい応募しなさったのか。わから

んば、後でよか。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。１社でご

ざいました。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 啓発とか、そういう周

知は、どんなふうにしているの。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 
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○総務部次長（岩本博文君） 一応、公募をか

けてますので、通常の一定の期間をとってか

ら、募集期間をかけて、それから、申し込みが

あったのが１社だけだったということでござい

ます。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） もう少しね、せっかく

設置してるんだから、やはり、どんどん、いろ

んな企業に声かけて、みんな知らっさんと思う

とたいな。あそこは目立たぬもんなあ。真正面

なら目立つばってんが。そういうことです。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で、歳入等につ

いてを終了します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明願います。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事

務局、桑崎でございます。よろしくお願いいた

します。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算中、議会費の審議をお願いするに当たりまし

て、その概要について御説明申し上げます。済

みませんが、座りまして説明申し上げます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） それでは、予

算書５４ページをごらんいただきたいと思いま

す。平成２７年度予算の議会費総額は４億３９

４５万２０００円で、前年度と比べまして２５

７万６０００円、０.５８％減の歳出予算とな

っております。 

 この議会費につきましては、義務的経費の占

める割合が大きく、節区分１・報酬から節区分

４・共済費までの経費を合計いたしますと、議

会費の９割近くを占めているところでございま

す。 

 このような中、平成２７年度の予算編成の考

え方といたしましては、需用費、委託料等の経

常的経費につきましては、前年度実績を踏ま

え、可能な限り節減、抑制し、予算計上をいた

しておりまして、これまでと同様に効率的かつ

効果的な事務事業の推進、並びに目的にかなっ

た予算執行が行われるよう取り組んでまいりた

いと考えます。 

 また、議会事務局として、今後の事務執行を

行うに当たっては、３２名の議員の職務を補助

する組織として十分な情報収集力を高め、質の

高い職務環境を議員に提供することをみずから

の責務であるとの認識を、さらに深める必要が

あるものと思っております。 

 以上が、平成２７年度八代市一般会計予算

中、議会費を御審議いただくに当たっての概要

説明とさせていただきます。 

 この後、予算の節別及び詳細につきまして

は、國岡次長より御説明申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

○議会事務局理事兼事務局次長（國岡雄幸君）

 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 國岡議会事務局次

長。 

○議会事務局理事兼事務局次長（國岡雄幸君）

 はい。皆さん、こんにちは。（｢こんにち

は」と呼ぶ者あり）議会事務局の國岡でござい

ます。済みません、着座して説明させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 
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○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○議会事務局理事兼事務局次長（國岡雄幸君） 

 引き続き、５４ページの議会費のほうをごら

んいただきたいと思います。款１・議会費、項

１・議会費、目１・議会費におきまして、平成

２７年度予算といたしまして４億３９４５万２

０００円を計上いたしております。前年度に比

べまして、議会費全体で、トータルといたしま

しては、マイナス０.５８％、２５７万６００

０円の減額となっておりますが、その中身につ

きましては、増額の部分、減額の部分、それぞ

れございます。 

 まず、対前年比増額の要因といたしまして

は、議員各位に係る共済費給付費負担分とし

て、平成２６年度分が８５１５万６０００円か

ら、平成２７年度分といたしまして１億２７３

万６０００円となりまして、１７５８万円の

増、並びに議員さんの期末手当及び職員の人事

異動等による増が主なものでございます。 

 一方、減額の要因といたしまして、平成２６

年度当初で予算措置いたしました議会中継シス

テム改修費２３６０万円、及び議長車購入費４

７０万円の減が、主なものでございます。 

 以上の理由により、議会費といたしまして

は、昨年度より２６０万円程度の減額となって

おります。 

 それでは、説明欄に基づき、節区分とあわせ

ながら説明をさせていただきます。 

 まず、議員３２人、一般職１０人に係る予算

といたしましては、説明欄に記載のとおり、３

億９３３３万８０００円を計上いたしておりま

す。議員報酬につきましては２６年度と同額と

なっております。 

 次に、議会運営事務事業についてでございま

すが、議会運営の円滑な遂行を図ることを目的

といたしまして、定例会、委員会の開催などの

議会運営全般のこれらに係る事務処理及び議会

運営における費用弁償などなどの会計処理の実

施に伴う事業がその概要でございまして、その

額は３４５９万４０００円で、節４・共済費１

億１８３５万円のうち非常勤職員２名に係る経

費５４万円と、以降の節区分の賃金から使用料

及び賃借料までの金額、それに、負担金補助及

び交付金１２７６万１０００円のうち政務活動

費１１５２万円を除いた額１２４万１０００円

が、本事業に係る予算となっております。本事

業に係る平成２６年度予算は６３０８万円でご

ざいましたので、２７年度は２８４８万６００

０円の減額となっているところでございます

が、先ほど申しましたように、減額の要因は、

議会中継システムの改修費及び議長車更新経費

の減によるものでございます。 

 それでは、議会運営事務事業における主なも

のを申し上げます。節７・賃金の３２０万３０

００円は、公用車の運転管理業務及び議会事務

局の事務補助に係る嘱託職員２名分の人件費で

ございます。節９・旅費の１４１３万７０００

円は、行政視察として常任委員会並びに議会運

営委員会の国内行政視察旅費６００万円のほ

か、この節の中には会議出席費用弁償５３３万

３０００円などが含まれております。節１０・

交際費の６０万円は、各種総会の会費などに支

出するものでございます。節１１・需用費の６

１３万円は、市議会だより４万８８９０部の年

４回分の印刷経費３９７万円、八代市政の概要

１４０部の印刷経費１０９万５０００円のほ

か、法令追録代１２万６０００円などでござい

まして、昨年度より１.１％の増額となってお

ります。主な理由といたしましては、議会だよ

りのさらなる充実の一環として、表裏表紙のフ

ルカラー化に伴うものでございます。節１２・

役務費の１３万６０００円は、経済企業委員会

の海面調査に伴うクローニーベイハイ号の操船

料、委員会室の椅子カバーのクリーニング代等

でございます。節１３・委託料の７２６万６０

００円は、常任委員会や議会運営委員会などの
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委員会記録等作成業務委託に要します経費２１

５万８０００円、本会議での手話通訳委託とし

ての３９万４０００円、本会議の速記並びに会

議録作成の業務委託に要します経費４１６万７

０００円のほか、会議録検索システムの保守点

検委託料５３万などでございます。昨年度より

３.９％の削減となっておりますが、これは、

これまでの実績を勘案した、速記等の時間数、

会議録ページ数の減が、主なものでございま

す。節１４・使用料及び賃借料１３４万１００

０円は、会議録検索システムリース料といたし

まして、ソフトウエアリース料８９万５０００

円などが主なものでございます。 

 以上が議会運営事務事業に伴う予算でござい

ます。 

 次に、政務活動交付事業についてですが、節

１９・負担金補助及び交付金１２７６万１００

０円におきまして、各会派に交付いたします政

務活動費といたしまして、昨年と同額の１１５

２万円を計上いたしております。なお、この節

においては、ほかに、全国市議会議長会や熊本

県議長会及び各種協議会等にかかわります負担

金１２４万１０００円を含みました内容となっ

ております。 

 以上が平成２７年度の議会費の予算概要でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、それでは、以

上の部分について質疑を行います。何かありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で、第１款・議

会費についてを終了します。 

 小会します。 

（午後１時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２９分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費、第１１款・公債費、

第１２款・諸支出金及び第１３款・予備費につ

いて、総務部から一括して説明願います。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画振興部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。それで

は、総務費の詳細な説明に先立ちまして、それ

ぞれの部より、部としての当初予算の考え方に

つきまして、総括をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、企画振興部のほうから説明をさせてい

ただきたいと思いますけども、座りまして、説

明をさせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○企画振興部長（坂本正治君） 本議会の冒

頭、市長の所信表明にもありましたように、２

７年度は、市長八策実現の年と位置づけをされ

ました。 

 企画振興部といたしましても、特に、この八

策のうち、部と関連性の深い地域振興、若者定

住、そして行財政改革の３つの項目を大きな柱

に据えまして取り組むことといたしたところで

ございます。 

 御承知のように、２７年度は合併から１０周

年の節目の年となりますが、地方創生に向けて

大きく動き出す年でもございます。こうした動

きに合わせまして、各課で工夫をしながら事業

を進めてまいりたいと考えております。 

 まず最初に、地域振興と若者定住に向けた取

り組みでございますが、地方創生の狙いの一つ

であります定住促進のための雇用対策や地域公

共交通対策など、地域の特性を生かしながら、
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定住や雇用につながるような個別の事業を着実

に実施してまいりたいと考えております。 

 特に、地域振興の拠点として位置づけをいた

しました支所につきましては、昨年７月に、部

としての考え方を取りまとめ、支所のあり方と

方向性につきまして、機能や役割などを整理を

させていただきましたので、その考え方に沿い

まして、役割を果たしていきたいと考えており

ます。 

 また、各支所には、半年間をかけまして、そ

れぞれの地域の課題を整理をし、今後のあるべ

き姿や目指す方向性を盛り込んだ支所振興ビジ

ョンを、全支所に策定をしていただきました。

このビジョンは、今後、各住民自治協議会が取

り組みますまちづくり計画策定の際のたたき台

として活用していけたらと考えております。 

 さて、２７年度は、地方創生のエンジンとな

ります八代版総合戦略プランや人口ビジョンの

ほか、定住自立圏の共生ビジョンの策定に取り

かかります。これらの計画は、八代市の１０年

後、２０年後を見据えた大変大事な計画になり

ます。すぐに効果があらわれるような即効性の

ある計画というより、しっかりと将来像を見据

えたプランとなるよう、市民や議会の御意見を

お伺いしながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、３つ目の柱でございます行財政改革の

推進でございますが、本年４月から大幅な組織

改革を予定しておりますが、全体では９部６２

課１５９係となり、９つの課と１１の係が減る

ことになります。企画振興部におきましても、

これまで支所を合わせまして１６課３２係でご

ざいましたが、新年度から半分の８課１５係の

体制でスタートいたします。これまでは、課、

係の統廃合や職員採用などを抑制することで、

組織のスリム化と職員数の削減を図ってまいり

ましたが、合併後１０年が経過をし、合併当時

一時的に増加をしました職員数も平準化をされ

てきましたので、その数に見合った行政サービ

スの量や質を検証した上で、新たな組織のあり

方や事務の効率化を図っていきたいと考えてお

ります。 

 さらに、新年度からの人事管理制度の導入に

合わせまして、目標管理制度をスタートさせま

す。部や課としての設定した目標を達成するた

めに、各職員がより具体的な個人目標を掲げ、

実践することになりますので、より体系化され

た取り組みになると思っております。 

 このほか、合併１０周年となります２７年度

は、８月の記念式典のほか、１０周年記念の冠

をつけたイベントも数多く予定をいたしており

ます。 

 また、マイナンバー制度の導入という大きな

事務の変革も予定をされております。 

 こうした動きを踏まえまして、部といたしま

しても、市長八策の実現に向けて積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 なお、課ごとの詳細な個別の事業につきまし

ては、後ほど御説明申し上げたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いをいたします。 

 以上、企画振興部の総括とさせていただきま

す。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまして

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

総務部関係について、座って説明させていただ

きます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○総務部長（木本博明君） 総務部の主な事業

について説明いたします。 

 まず、人事課関係で、行財政改革の一環とし

まして、職員数の定数化に取り組んでおりまし

て、平成２６年度から６名削減をいたしまし

て、平成２７年４月１日現在で１０８１名と見

込んでおります。アクションプランの目標であ
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ります、平成２７年４月に１０８０名を、ほぼ

達成する見込みでございます。 

 職員の資質向上につきましては、総合計画の

実施計画の中にも位置づけられておりまして、

職員の意識啓発、能力開発に引き続き取り組ん

でまいります。 

 これまでも、八代市人財育成基本方針に基づ

きまして、職員研修の充実など、人材育成のた

めの環境づくりを進めているところでございま

すが、平成２７年度は、特に、将来の女性管理

監督職の養成を目的とする派遣研修を計画いた

しております。 

 それから、財政課関係では、ふるさと納税に

つきましては、近年多くの自治体が力を入れて

いるのに加えまして、平成２７年度からは制度

改正によりまして、本市においてもポータルサ

イトの活用など、八代市の魅力発信を行いなが

ら、自主財源の確保に向け、事業を拡充し、取

り組んでまいります。 

 また、新庁舎建設に向けた取り組みといたし

ましては、老朽化が進んでおります市本庁舎の

建てかえにつきまして、合併特例債の発行期限

である平成３２年度の竣工を目指し、市民を交

えた検討委員会などを立ち上げ、基本構想の策

定に取り組み、市民の皆様が利用しやすい庁舎

の建設を目指してまいります。 

 それから、公共施設等管理基本計画の策定に

つきましては、総務省のほうから要請を受けま

して、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化な

ど、本市の公共施設等の管理に関する基本的な

考えを記載した計画を策定しまして、財政負担

を軽減、平準化するとともに、公共施設等の最

適な配置の実現を図ります。 

 そこで、固定資産台帳の整備としまして、公

共施設等総合管理計画策定とあわせまして、総

務省から要請がなされたもので、平成２９年度

から新基準によりまして、財務書類の報告が必

要となったため、その際に必要な固定資産台帳

の整備もあわせて行います。 

 それから、固定資産税での１.５％から１.６

％への税率改定につきましては、エフエムやつ

しろ、ホームページ掲載のほか、今後は、４月

１日号、５月１日号の市報で、また、納付書に

は税率改定の通知文をあわせて送付し、広報を

行います。 

 それからまた、４月１日から５月末までの縦

覧、閲覧期間には、市民からの問い合せが多く

予想されますが、丁寧な説明に努めてまいりま

す。 

 それから、総合窓口事業とまして、便利・や

さしい・わかりやすい・早い窓口を目指しまし

て、第１段階として住民票、印鑑証明、税証明

などの複数の証明を市民課の１つの窓口で取得

できるよう平成２７年８月開始を予定いたして

おります。 

 なお、受付カウンターにつきましては、八代

産材を利用し、市内の高校の作製協力を得まし

て設置する予定といたしております。 

 それからまた、関係機関との情報連携が可能

となり、添付書類の削減、照会事務業務などの

行政事務の効率化が図られ、市民サービスの向

上につながりますところの社会保障・税番号制

度、いわゆるマイナンバー制度の、平成２７年

１０月に通知開始、平成２８年１月、個人番号

利用開始に向けて、関係システムの整備などの

準備を進めてまいります。 

 それからまた、そのマイナンバーを利用しま

して、全国のコンビニエンスストアから利用で

きるコンビニ交付事業について、平成２８年６

月から住民票、印鑑証明書、所得証明書、平成

２８年１０月からは戸籍謄抄本、戸籍附票の各

種証明書の申請、交付ができるよう、市民サー

ビスの向上を図ります。 

 マイナンバー制度とは、直接の関係、関連は

ございませんけれども、納税者の利便性向上を

図るため、市内の約４５店舗のコンビニエンス
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ストアで、土曜日、日曜日、祝日、２４時間納

付が可能となる税などのコンビニ収納を、平成

２８年４月からの導入に向けまして、２７年度

では、その準備作業を行います。 

 その他といたしましては、平成２７年度は１

０月１日を基準日としまして、５年に一度の国

勢調査が行われ、調査員は約６５０人程度を予

定いたしております。今回の調査の特徴としま

しては、パソコンやスマートフォンでの回答が

可能となったという点がございます。 

 以上、総務部の説明とさせていただきます。 

○市民協働部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 池田市民協働部長。 

○市民協働部長（池田孝則君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、引き続きまして、市民協働部が所

管をいたしております当初予算の主な事業をも

とに、総括及び方針の一端を述べさせていただ

きます。済みません、座って御説明いたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○市民協働部長（池田孝則君） まず、住民自

治でございますが、平成２６年４月末には、全

校区に２１の地域協議会が設置され、いよいよ

本格的な運営が始まっております。 

 しかしながら、まだまだ地域協議会の設置か

ら間もないことや、新しい取り組みであること

から、今後の財源不足や人材育成等、さまざま

な問題、課題が見えてきているところでもござ

います。 

 地域協議会も、言うまでなく運営組織体であ

り、一定の人、物、金、情報といった運営資源

は必要であると認識いたしております。地域の

きずなと活力を高めるため、行政としまして

は、現在策定いたしております住民自治による

まちづくり行動計画（後期）に基づき、認識の

共有化を図るとともに、これらの運営資源を初

めとする地域に合わせた支援策等を検討し、ま

ちづくりのパートナーとしてしっかりと支援を

行っていきたいと考えているところでもござい

ます。 

 次に、人権政策につきましては、人権が尊重

される平等なまちづくりの実現のために、市民

一人一人の人権意識の高揚を図りながら、人権

教育、人権啓発の推進に取り組むとともに、女

性の意欲や行動力を高めるための支援や、ワー

ク・ライフ・バランスの推進を図りながら、男

女共同参画推進を行ってまいりたいと思いま

す。 

 また、明るい社会を築くために、八代の未来

を担う人づくりの観点から、街頭指導やヤング

テレフォンなどの充実を図り、青少年健全育成

を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、第８款の消防費について御説明いたし

ます。 

 消防防災関係では、平成２６年度に引き続き

まして、消防救急無線デジタル化に伴う広域行

政事務組合への負担金を増額いたしておりま

す。 

 また、防災行政無線の音声が聞き取りにくい

地域を対象に、屋外拡声器の増設を計画的に行

います。 

 さらに、消防団関係につきましては、消防団

を中核とした地域防災力の充実強化に関する法

律の公布、施行をもとに、消防団の装備の基準

が改正されたことを受けまして、団員の安全確

保用の物品、情報通信機器、救助用資機材等の

充実強化を図ってまいります。 

 あわせて、自主防災組織の組織化促進と組織

力の強化を行ってまいりたいと思います。 

 次に、第９款・教育費のうち、市民協働部が

所管いたしております事業について御説明いた

します。 

 まず、文化財の保存管理関係では、昨年３月

に国指定史跡となりました八代城跡群につい

て、今年度から３カ年をかけまして、保存整備

及び活用に関する保存管理計画を策定してまい
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ります。 

 また、八代妙見祭でございますが、昨年ユネ

スコ無形文化遺産登録に向け提案されました

が、審査が１年先送りとなりましたことから、

この３月中に八代妙見祭の神幸行事を含む３３

の山鉾屋台行事の提案書が、ユネスコに再提案

され、来年の秋ごろには、ユネスコ無形文化遺

産に登録されるものと期待いたしているところ

でもございます。 

 今後、より一層八代妙見祭の保存、継承に努

めていくとともに、ユネスコ支援応援隊を初

め、関係機関と連携し、市内外に向けて八代妙

見祭のＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、体育施設関係ですが、近年の体育施

設の管理運営につきましては、競技スポーツ

の多様化と利用者のニーズに適応した施策が

求められております。そのため、それらに対

応した施設運営とともに、スポーツの普及促

進を図るため、計画的な施設整備や維持管理

を行ってまいりたいと思います。 

 また、スポーツ振興関係につきましては、

２０２０年東京オリンピックの開催を契機と

しまして、オリンピックや世界大会への本市

出身選手の出場を目標に、トップアスリート

の育成強化を図るため、ＮＰＯ法人八代市体

育協会が行うトップアスリート育成事業への

補助を拡充し、スポーツによるまちづくりを

促進してまいります。 

 以上が市民協働部が所管いたしております

当初予算に関する総括及び方針の一端でござ

います。 

 市民協働部は御案内のとおり、４月から一

部所管が変わりますが、今後も市議会を初め

市民の皆様の御意見をお聞きしながら、改善

すべきところは改善し、事業の着実な遂行に

努めてまいりたいと考えております。 

 この後、各事業の内容につきましては、担

当次長から御説明をいたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○総務部次長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。総務部次

長の岩本でございます。 

 ただいまより、平成２７年度八代市一般会計

補正予算の歳出部分についての説明をさせてい

ただきます。座っての説明とさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、午前中歳入に使いました、この一

般会計予算書の部分で、私のほうからは、款２

の総務費と、款の１１・公債費、それから、款

の１２・諸支出金、款１３・予備費について説

明をいたします。 

 それでは、この予算書の５４ページをお願

いいたします。 

 ５４ページの、この下の表でございます

が、款２・総務費でございます。説明欄に事

業名を記載しておりますが、主なものについ

て説明をいたします。 

 まず、項１・総務管理費、目１・一般管理

費で２１億７２７８万８０００円を計上して

おります。前年度に比べ１億９４８５万４０

００円の増でございますが、退職者数の増

や、ふるさと納税事業の増が主な要因でござ

います。なお、特定財源としまして、国県支

出金に県の消費者行政活性化事業補助金、ま

た、その他に、熊本県交流職員給与負担金、

県の後期高齢者医療広域連合派遣職員給与負

担金などがございます。 

 まず、特別職２人、一般職１６０人分で１

８億８９３９万９０００円を計上しておりま

す。これは、給与のほか２７名分の退職手当

でございます。 

 次に、秘書課一般事務事業の１２９１万６

０００円は、市長等の旅費３３０万円、市交
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際費１００万円、市長車リース料８０万１０

００円、副市長車の購入費３５０万円が主な

ものでございます。 

 引き続き、５５ページになりますが、中段

にあります消費者被害救済事業６３３万３０

００円は、常時２名体制の消費生活相談員の

報酬５０３万９０００円、毎月２回実施の無

料法律相談の弁護士謝礼６６万７０００円が

主なものでございます。 

 次に、電子入札システム事業５４３万円

は、熊本県・市町村電子自治体共同運営協議

会に対する電子入札システム負担金５４２万

３０００円が主なものでございます。 

 次に、出張所関係事業１６２８万６０００

円は、出張所に勤務する非常勤職員１０名の

賃金１２５５万８０００円、社会保険料２０

６万６０００円が主なものでございます。 

 次に、安全衛生・職員の健康管理事業１０

２５万３０００円は、職員の各種健康診断委

託料９１３万３０００円が主なものでござい

ます。 

 次に、臨時職員関係等事業２９１３万４０

００円は、産休代替等緊急対応臨時職員賃金

２２００万円、社会保険料４３２万９０００

円が主なものでございます。 

 次に、職員派遣事業２３０５万５０００円

は、熊本県市長会東京事務所、熊本県大阪事務

所などに派遣している職員４人の帰庁報告、赴

任、帰任などの旅費１６１万４０００円や派遣

職員の住宅借り上げ料３３７万３０００円、県

人事交流職員給与等負担金１８００万円などで

ございます。 

 次に、職員研修事業１４６９万１０００円

は、市町村職員中央研修所、全国建設研修セン

ター、自治大学校や専門実務などの派遣旅費４

３７万６０００円、新規採用職員、新任課長メ

ンタルヘルス研修などの事業委託料５７２万１

０００円、それと自治大学校、通信教育、専門

実務などの研修負担金３５１万４０００円が主

なものでございます。 

 次に、ふるさと納税事業１９１１万２０００

円は、ふるさと納税謝礼の報償費１５５０万

円、ふるさと納税業務委託２７０万円が主なも

のでございます。 

 続きまして、５６ページをお願いします。 

 北海市交流事業の派遣分の１６７万９０００

円は、本市友好派遣団の派遣旅費１５３万４０

００円などでございます。同じく、受け入れ分

の１１０万２０００円は、北海市教育文化代表

団の受け入れに伴う歓迎会などの食糧費４５万

４０００円、同代表団の部屋借り上げ料４６万

４０００円が主なものでございます。 

 次に、新市誕生１０周年記念式典事業１１２

万円は、８月１日の市制施行日に合わせて開催

予定の記念式典に係る経費であり、市内小学生

から募集する作文、図画等に対する謝礼や、市

政功労者への記念品代４９万２０００円、式典

会場の借り上げ料２１万円が主なものでござい

ます。 

 次に、市政協力員関係事業１億２００５万９

０００円は、市政協力員３７９人の報酬１億１

２０４万９０００円と、市政協力員事務費４５

４万８０００円が主なものでございます。 

 続きまして、目の２・文書広報費で２億５７

８７万２０００円を計上しております。前年度

に比べ３３３万２０００円の増でございます

が、ケーブルテレビ事業特別会計繰出金が、や

やふえております。なお、特定財源としまし

て、その他に市広報紙及びホームページへの広

告掲載料がございます。 

 まず、本庁の文書管理事務事業４３７６万１

０００円は、浄書印刷室のパフォーマンスチャ

ージ料４５５万円、ＰＰＣ用紙代５２７万５０

００円、郵便料３０００万円などでございま

す。 

 次に、記者室業務事業１６６万５０００円
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は、記者室非常勤職員１人分賃金１２３万８０

００円と社会保険料２０万６０００円、新聞購

読料１９万円が主なものでございます。 

 次に、広報広聴活動事業３２６６万８０００

円は、広報やつしろ印刷費３０１０万３０００

円、広報紙編集用ＤＴＰ機材リース料８８万５

０００円が主なものでございます。 

 続きまして、目３・会計管理費で７８１万９

０００円を計上しております。会計管理事務事

業の主なものは、一般会計及び特別会計の決算

書などの印刷費１２９万８０００円、公金振替

手数料１９１万１０００円、ＯＣＲ読み取り作

業委託料３４５万６０００円でございます。 

 続きまして、５７ページをお願いします。 

 目４・財産管理費で８億１１４８万８０００

円を計上しております。昨年度に比べ１億７９

３９万４０００円の増でございますが、市庁舎

建設基金に、昨年度より２億円増の５億円を積

み立てることが主な原因でございます。なお、

特定財源としまして、国県支出金に、国の市町

村合併推進体制整備費補助金が、その他に土地

建物貸付収入、自動車損害保険などの保険金収

入、庁舎案内板広告料収入などがございます。 

 まず、本庁の市庁舎管理運営事業１億２２４

６万７０００円は、守衛、それと庁舎案内員の

賃金２２７７万６０００円及び社会保険料３２

５万４０００円、電気料、水道料、下水道使用

料などの光熱水費３９０８万３０００円、電話

料８１２万２０００円、清掃業務、コントロー

ル業務、エレベーター保守点検業務などの委託

料３１９８万９０００円、電話交換機リース料

５４５万６０００円が主なものでございます。 

 次に、５つ飛ばしまして、鏡支所の市庁舎施

設整備事業２１９４万２０００円は、庁舎南側

の外壁改修工事費でございます。 

 次に、東陽支所の市庁舎施設整備事業９７６

万円は、庁舎屋上の防水改修工事費でございま

す。 

 次に、本庁の市有財産管理事業１０６８万９

０００円は、所管の公用車の燃料費１７５万５

０００円、市全体の公用車の自動車重量税５１

０万９０００円が主なものでございます。 

 １つ飛びまして、各種損害保険加入事業３２

０４万８０００円は、市有施設の火災保険料１

０８４万６０００円、市全体の公用車の自賠責

保険料及び任意保険料１１１１万５０００円、

市有林の森林保険料２５６万円が主なものでご

ざいます。 

 次に、市庁舎建設基金事業５億円は、本庁舎

建設に備えての積立金でございます。 

 次に、市庁舎建設事業９４７万３０００円

は、基本構想策定業務委託７５４万５０００

円、先進地研修旅費１２９万３０００円が主な

ものでございます。 

 次に、公共施設等総合管理計画策定事業５２

２万５０００円は、総務省からの要請を受け、

公共施設等の更新、統廃合、長寿命化など、本

市の公共施設等の管理に関する基本的な考えを

記載した計画を策定するため、業務委託４９０

万４０００円、これが主なものでございます。

あわせて、債務負担行為の限度額４５９万円の

設定を行っております。 

 次に、固定資産台帳システム整備事業７９０

万円は、公共施設等総合管理計画策定とあわせ

て、総務省から要請がなされたもので、平成２

９年度より新基準による財務書類の報告が必要

となったため、その際に必要な固定資産台帳の

整備を行うための業務委託費でございます。あ

わせて、債務負担行為の限度額６４１万４００

０円の設定を行っております。 

 次に、廃校施設管理運営事業及び廃校施設管

理事業、合わせた９９４万７０００円は、学校

の統廃合に伴って廃校となった宮地東小や河俣

小のほか４校の維持管理経費で、電気料、水道

料、下水道使用料などの光熱水費３１７万６０

００円、警備、浄化槽、給水設備などの保守点
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検業務などの委託料３８４万４０００円が主な

ものでございます。 

 続きまして、５８ページをお願いいたしま

す。 

 目５・企画費で８９３７万２０００円を計上

しております。前年度に比べ４１９万１０００

円の減でございますが、住民自治の地域協議会

活動交付金の減が主な要因でございます。な

お、特定財源としまして、国県支出金に国の市

町村合併推進体制整備費補助金がございます。

また、その他はまちづくり交流基金繰入金など

でございます。 

 まず、上から４つ目の定住促進対策事業８９

万８０００円は、まち・ひと・しごと創生法に

基づく地方版総合戦略策定に当たって、広く関

係者の意見を反映するために設置する推進会議

委員の報償費２６万円や移住相談会等への出展

費用３２万８０００円が主なものでございま

す。 

 次に、並行在来線経営分離対策事業６４万３

０００円は、肥薩おれんじ鉄道活性化協議会の

負担金６１万７０００円が主なものでございま

す。 

 次に、下段にあります、住民自治推進事業７

０６３万３０００円は、市内地域協議会のコミ

ュニティ活動活性化補助金６３０万円及び地域

協議会活動交付金６３５２万４０００円が主な

ものでございます。 

 次に、協働の推進に関する条例研究事業３６

万６０００円は、市民参加や市民との協働の仕

組みを整えるための条例について考える研究会

を設けるもので、ファシリテーター役の講師謝

礼１４万円、公募を含む研究会委員１６名分の

委員謝礼１９万２０００円が、主なものでござ

います。 

 次に、定住自立圏構想推進事業１５万６００

０円は、定住自立圏構想に基づく共生ビジョン

を策定するために設置する懇談会の経費でござ

います。 

 次に、新市誕生１０周年記念補助金事業１０

０万円は、新市誕生１０周年を市内全域で盛り

上げることを目的に実施するもので、各種団体

等によります提案事業に対しまして、１団体２

０万円を上限として補助を行うものでございま

す。 

 続きまして、５９ページになりますが、目６

・情報推進費で２億６０１９万２０００円を計

上しております。前年度に比べ８９４５万６０

００円の減でございますが、基幹業務システム

更新に係る業務が完了したことによる減が主な

ものでございます。なお、特定財源としまし

て、国県支出金に社会保障・税番号制度システ

ム整備費補助金がございます。また、その他は

八代地域イントラネット運用に係る氷川町の負

担金などでございます。 

 まず、上から３つ目、基幹システム運用事業

１億２００万８０００円は、住民基本台帳、税

情報などの基幹業務システム使用料７２５２万

２０００円、社会保障・税番号制度整備負担金

８２９万６０００円、コンビニ収納に対応する

ためのＯＣＲ読み取りプログラム改修業務委託

料１７２万８０００円が主なものでございま

す。 

 次に、八代地域イントラネット運用事業６４

４５万６０００円は、通信回線使用料２５７２

万５０００円、ネットワーク設備使用料３５２

１万９０００円が主なものでございます。 

 次に、情報化端末等運用事業３０４６万２０

００円は、職員に配備しているパソコンのリー

ス料でございます。 

 次に、内部情報システム運用事業２７７５万

円は、財務会計、人事給与など内部業務のシス

テム運用管理及びシステム保守を行うもので、

システム機器リース料等でございます。 

 次に、サーバ管理運用事業８７９万４０００

円は、インターネットや行政ネットワークの庁
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内共通サーバーの管理を行うもので、各種サー

バーシステム運用支援及びサーバー保守の委託

料２６８万４０００円、サーバー等の機器リー

ス料４４７万７０００円が主なものでございま

す。 

 続きまして、目の７・交通防犯対策費で８３

０５万２０００円を計上しております。前年度

に比べ１１０７万９０００円の減でございます

が、主には、地域公共交通調査事業補助金が、

本年度は不要になるためでございます。なお、

特定財源としまして、国県支出金に国の市町村

合併推進体制整備費補助金などがございます。

また、その他は中央駐車場、新八代駅東口駐車

場の使用料などがございます。 

 まず、３つ目の防犯活動推進事業７９７万３

０００円は、八代地区防犯協会負担金４８５万

円、氷川地区防犯協会連合会負担金２１５万８

０００円が主なものでございます。 

 次に、防犯灯設置事業５９５万７０００円

は、坂本、千丁、鏡、東陽地域の市管理の防犯

灯の電気料１２０万８０００円、ＬＥＤ防犯灯

など防犯灯設置補助金４００万円が主なもので

ございます。 

 次に、交通安全運動事業４３３万９０００円

は、交通安全啓発グッズ購入費９１万６０００

円、交通安全ポスター、チラシの印刷製本費２

４万８０００円、八代地区交通安全協会負担金

２１１万円が主なものでございます。 

 次に、交通安全指導員関係事業６００万７０

００円は、交通安全指導員７８人の報酬３５１

万円、非常勤職員の交通安全教育講習員１人の

賃金１３７万円及び社会保険料２１万８０００

円、交通指導員の被服購入費４６万８０００円

が主なものでございます。 

 続きまして、６０ページをお願いいたしま

す。 

 上から３つ目、生活交通確保維持事業２５０

１万１０００円は、坂本、東陽、泉地域の乗合

タクシー運行業務委託料２４５０万円が主なも

のでございます。 

 次に、目８・人権啓発費で１億１５６６万円

を計上しております。前年度に比べ５２７万７

０００円の増でございますが、職員給与費の増

が主なものでございます。なお、特定財源とし

まして、国県支出金に県の人権の花運動委託金

などがございます。また、その他はふるさと八

代元気づくり応援基金繰入金でございます。 

 まず、人権啓発推進事業６８６万円は、八代

地域人権教育のための推進会議分担金１９６万

６０００円、市人権問題啓発推進協議会交付金

４１０万円が主なものでございます。八代地域

人権教育のための推進会議分担金の内訳としま

しては、オンブズパーソン制度が、平成２６年

度より休止となっておりますことから、その分

の経費につきましては減額しておりますが、現

地研修会などの講師謝礼を計上しております。

結果、当分担金は、前年比５５万８０００円の

減となっております。 

 次に、青少年健全育成事業９５６万７０００

円は、街頭指導などに当たる青少年指導員の報

酬４２２万５０００円、青少年相談員２人の報

酬３２４万３０００円が主なものでございま

す。 

 続きまして、目９・公平委員会費で、前年度

とほぼ同額の事務事業経費１２６万２０００円

を計上しております。 

 引き続き、６１ページでございます。 

 目１０・諸費で６３８４万６０００円を計上

しております。前年度とほぼ同額でございま

す。なお、特定財源としまして、国県支出金に

国の自衛官募集事務委託金、その他に経営構造

対策事業費補助金返還金などがございます。 

 まず、中段の国県支出金等返還金事業１００

０万円は、前年度分の国県支出金の精算に伴う

返還金の準備金でございます。 

 次に、市税還付金事業５０００万円は、前年
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度の法人市民税などの精算に伴う還付金の準備

金でございます。 

 続きまして、項２・徴税費、目１・税務総務

費で５億４３６８万３０００円を計上しており

ますが、前年度とほぼ同程度でございます。な

お、特定財源としまして、国県支出金に県の県

民税徴収事務委託金があります。 

 続きまして、６２ページをお願いします。 

 目の２・賦課徴収費で８９６１万５０００円

を計上しております。昨年度と比べ１６３０万

４０００円の減でございますが、これは前年度

に実施した、３年に一度の固定資産評価がえに

向けた航空写真撮影が、平成２７年度は不要で

あるためでございます。なお、特定財源としま

して、その他に徴税手数料、督促手数料がござ

います。 

 まず、市民税賦課徴収事務事業１７０９万４

０００円は、納税通知書などの印刷製本費５２

２万６０００円、ｅＬＴＡＸなどのシステム使

用料６１５万４０００円、地方税電子化協議会

負担金１７４万円が主なものでございます。 

 次に、資産税賦課徴収事務事業２５３４万９

０００円は、地番現況図等作成業務委託料３８

１万３０００円、不動産鑑定業務委託料１２１

７万１０００円、地籍情報異動更新業務委託料

１９７万７０００円、家屋評価システム使用料

１７６万６０００円が主なものでございます。 

 次に、滞納整理事務事業４７１７万２０００

円は、納税相談員１２人の報酬１９４２万円及

び社会保険料２９６万１０００円、納付書つき

督促状などの印刷製本費３７６万４０００円、

コンビニ収納並びにマイナンバー制度に伴う収

納支援システム改修費７０２万円が主なもので

ございます。 

 続きまして、６３ページでございます。 

 項３、目１・戸籍住民基本台帳費で２億７６

４８万２０００円を計上しております。前年度

と比べ５３０１万円の増でございますが、マイ

ナンバー制度などの新規事業によるものでござ

います。なお、特定財源としまして、国県支出

金に国の通知カード・個人番号カード関連事務

補助金や市町村合併推進体制整備費補助金及び

県の旅券の申請受付や交付等に関する事務委託

金などがあります。また、その他に住民票、戸

籍謄本などの発行手数料などがあります。 

 まず、戸籍住民基本台帳事務事業２５２８万

８０００円は、窓口対応の非常勤職員及び臨時

職員の賃金１２７４万４０００円及び社会保険

料２１０万３０００円、住民基本台帳ネットワ

ークシステムなど機器保守委託料２７９万８０

００円、坂本支所と百済来郵便局間及び泉支所

と五家荘郵便局間の郵便局窓口証明書ファクシ

ミリリース料１８１万９０００円が主なもので

ございます。 

 次に、新規事業である番号制度導入事業４６

０５万５０００円は、社会保障と税の共通番号

制度、いわゆるマイナンバー制度事業の制度開

始に伴う全市民への個人番号の通知、及び希望

者への番号カードを交付するための経費とし

て、地方公共団体情報システム機構への事務交

付金４５６９万３０００円、番号カードのＩＣ

チップの情報読み取り機や暗証番号の入力装置

の機器リース料３６万２０００円が主なもので

ございます。 

 次に、住民票などのコンビニ交付事業８７８

万４０００円は、コンビニ交付システム対応費

８３１万６０００円、システム確認と証明書の

発行検証のための旅費３７万８０００円などが

主なものでございます。 

 次に、総合窓口事業の１８２万５０００円

は、総合窓口用レジスターのリース料として６

４万２０００円、窓口カウンターの撤去及び設

置の委託料として５１万９０００円、カウンタ

ー製作原材料として３０万円などが主なもので

ございます。 

 続きまして、項４・選挙費、目１・選挙管理
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委員会費で４９６６万２０００円を計上してお

りますが、前年度とほぼ同程度でございます。

なお、特定財源としまして、国県支出金に県の

在外選挙特別経費委託金があります。 

 選挙管理委員会事務事業は、選挙管理委員４

人の報酬１３３万円が主なものでございます。 

 続きまして、６４ページでございます。 

 目の２・県議会議員選挙費で４４９７万２０

００円を計上しております。これは４月１２日

執行の県議会議員選挙における前年度の準備経

費を除いた経費でございます。なお、特定財源

としまして、全額県委託金でございます。 

 県議会議員選挙事業の主なものは、投票立会

人や投票管理者などの報酬４４８万８０００

円、ポスター掲示場の維持、撤去の業務委託料

２０５万８０００円、期日前投票所や当日投票

所などの会場使用料など施設使用料１３０万５

０００円などでございます。 

 次に、目３・県知事選挙費で６５７７万１０

００円を計上しております。この選挙は、平成

２８年４月１５日の任期満了に伴い執行される

ものでございます。なお、特定財源としまし

て、全額県委託金でございます。 

 県知事選挙事業の主なものは、投票立会人や

投票管理者などの報酬５８５万１０００円、ポ

スター掲示場作製、設置、維持、撤去業務委託

料６５３万２０００円、期日前投票所や当日投

票所などの会場使用料など施設使用料１６４万

３０００円などでございます。 

 次に、６５ページでございます。 

 目４・八代市農業委員会委員一般選挙費で１

１５６万１０００円を計上しております。この

選挙は、７月３１日の任期満了に伴い執行され

るものでございます。八代市農業委員会委員一

般選挙事業の主なものは、投票立会人や投票管

理者などの報酬２００万４０００円でございま

す。 

 続きまして、６６ページをお願いします。 

 項５・統計調査費、目１・統計調査総務費で

２７３２万８０００円を計上しております。前

年度に比べ４８３万２０００円の増でございま

すが、職員給与費の増が主なものでございま

す。なお、特定財源としまして、国県支出金に

県の統計調査員確保対策事業委託金、その他に

市民手帳の販売実績分がございます。 

 続きまして、目２・基幹統計費で５３６７万

６０００円を計上しております。前年度に比べ

３００２万６０００円の増でございますが、国

勢調査が行われることによるものでございま

す。特定財源としまして、国県支出金に県の国

勢調査委託金などがございます。 

 説明欄の最後の国勢調査事業５０４４万５０

００円は、国の最も重要な統計調査として、５

年に一度、人口及び世帯の実態を調査するもの

で、統計調査員、指導員の報酬４２４７万４０

００円が主なものでございます。 

 続きまして、６７ページでございます。 

 項６、目１・監査委員費で５４７４万５００

０円を計上しております。前年度に比べ１１９

万７０００円の増でございますが、職員給与費

の増が主なものでございます。 

 監査事務事業２６５万４０００円は、非常勤

監査委員２人の報酬１５９万２０００円が主な

ものでございます。 

 以上で総務費を終わります。 

 続きまして、１２１ページをお願いします。 

 款の１１・公債費でございます。 

 １２１ページ、款１１・公債費、項１・公債

費、目１・元金で５９億４９１５万９０００円

を計上しております。前年度と比べ５８９１万

９０００円の減でございますが、平成１６年度

に借りかえを行いました減税補てん債や、平成

６年度に借り入れた臨時地方道整備事業債な

ど、利率の高い事業債の償還が終了したためで

ございます。なお、特定財源としまして、国県

支出金に県の新幹線沿線道路整備事業費補助
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金、地方債に借換債、その他に公営住宅使用料

などがございます。 

 長期債償還元金事業は、学校改築や道路整備

など建設事業などの財源として、市が金融機関

から長期に借り入れた長期債の返済の元金分で

ございます。 

 続きまして、目２・利子で７億４５１４万４

０００円を計上しております。前年度と比べ１

億１６０万３０００円の減でございます。低金

利の継続見込みから、昨年より低い金利による

予算計上としたためでございます。なお、特定

財源としまして、その他に公営住宅使用料がご

ざいます。 

 まず、長期債償還利子事業７億４５０４万４

０００円は、建設事業などの財源として、市が

金融機関から長期に借り入れた長期債の返済の

利子分でございます。 

 次に、一時借入金利子事業１０万円は、一時

的な資金不足を補うために、市が金融機関から

借り入れる際の利子分でございます。 

 続きまして、目３・公債諸費で２１万８００

０円を計上しております。前年度とほぼ同額で

ございます。平成２２年度に第二中学校校舎改

築などの資金として、市民から募った市場公募

債２億円の５年満期を迎え、一括償還をする際

の事務手数料を、引き受け金融機関に支払う必

要があるためでございます。 

 次に、款１２・諸支出金でございます。項１

・基金費、目１・財政調整基金費３６６万５０

００円、目２・土地開発基金費１２１万９００

０円、目３・市有施設整備基金費６０２万７０

００円は、特定財源としまして、その他に基金

運用で発生する利子があり、それを積み立てる

ものでございます。 

 目４・減債基金費７５８万７０００円は、特

定財源としまして、その他に基金運用利子８８

万７０００円のほか、平成２２年度発行の市場

公募債に係る元金償還相当分の６７０万円を積

み立てるものでございます。 

 目５・ふるさと八代元気づくり応援基金費３

１０１万１０００円は、特定財源としまして、

国県支出金に県を通じてのふるさと納税寄附金

１００万円、その他に本市へ直接のふるさと納

税寄附金３０００万円のほかに基金運用利子１

万１０００円があり、それを積み立てるもので

ございます。 

 目６・まちづくり交流基金費１５９万８００

０円は、特定財源としまして、その他に基金運

用利子があり、それを積み立てるものでござい

ます。 

 最後に、１２２ページになりますが、款１３

・予備費でございます。予算執行における緊急

対応分としまして、予備費２０００万円を計上

しております。 

 以上、款の２・総務費、款の１１・公債費、

款の１２・諸支出金、款の１３・予備費につい

ての歳出の説明といたします。御審議よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、以上の部

分について一括して質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。６３ページの

マイナンバー制の分なんですけど、コンビニの

交付に変わるということで、現状ですけど、ど

のくらいぐらい割合的に、コンビニのほうで使

われるというようなことを検討していらっしゃ

るんでしょうか。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山中市民課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。市民課の

山中です。よろしくお願いします。 

 まず、コンビニ交付をするためには、マイナ

ンバーカードに、済みません、番号制度が普及

した以降、個人番号カードをとっていただい
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て、その個人番号カードを利用して、コンビニ

の交付ということになりますので、今現在、住

基カードというのがありますが、その住基カー

ドが随時個人番号カードに変わっていくんです

が、住基カードのほうの普及というのが、今、

３０００枚足らずなものですから、それを普及

するよりも、守衛室の前にあります自動交付機

によって、印鑑証明とかをとれる自動交付機の

八代市証明書交付カードというのがあるんです

けれども、それが今、５万件程度、５万枚程度

出ておりますので、そちらを随時個人番号カー

ドにとっていただきたいと思っていますので、

それが普及すると、約、今窓口で取得されてい

る分の３割程度にはなるのではないかと思って

おります。まだ始まってみないと、どのくらい

の方が番号カードのほうをとっていただくかわ

からないものですから、それをなるだけ多くの

人にとってもらうために、方法とか啓発してい

く必要があると思っております。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 それによってですね、窓口の事業ですね、の

ほうが、ちょっと変更になってくるということ

を予想されると思うんですけど、そこについて

は、方針としてはどのように考えられてますで

しょうか。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山中市民課長。 

○市民課長（山中美紀代君） それによって、

業務が少なくなるということは考えておりませ

んが、総合窓口なども導入されておりますの

で、市民課としては、ますますいろんな面で事

業としては複雑になっていきますので、そちら

で減った分の人員を充てていけるのではないか

と思っております。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、ありがとうご

ざいます。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 済みません、先ほど申

し上げましたけど、関連でですね、住基カード

の件数が、今３０００件ぐらいあるというよう

なことで、それに、がめさんカードもですね、

私、こんなにしてつくっているんですけど、こ

れはどんななんですかね。廃止するんですか

ね。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山中市民課長。 

○市民課長（山中美紀代君） 住基カードのほ

うは、発行が、個人番号カードが始まります

と、発行が中止されますので、来年の２８年１

月以降は、個人番号カードに変わります。その

前の２７年１２月に住基カードを取得された方

は、それから１０年間の有効期限があります。 

 がめのついておりますがめさんカードは、印

鑑証明書としての役目もしておりますので、そ

れはそのままずっと有効ということになりま

す。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） このような段階になっ

た、マイナンバーによる市民への周知、啓発は

どのように考えておられますでしょうか。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山中市民課長。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。３月９日

より、マイナンバーのコマーシャルが、テレビ

のほうでも放映されております。上戸彩さんと

マイナちゃんというマスコットのですね、見ら

れた方もおられるかと思いますけれども、国の

事業でありますので、全国的にそういったテレ
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ビ等を使いまして、広報はされているんです

が、市のほうでも、ホームページとか広報紙な

どを用いまして、多くの方に呼びかけましてマ

イナンバーの制度とは別に、カードのほうも、

個人番号カードのほうをとっていただいて、コ

ンビニ交付のほうも大いに啓発、広報していき

たいと思っております。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） なかなかですね、市民

にはわかりにくいと思うんですよね。介護保険

の、平成１２年のときもそうだったんですけ

ど、やはり、いろんな、今回はもう住民自治が

できましたから、そういう場でもですね、いろ

んな説明なんかしていただくと、市民は助かる

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかに。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、市内に４

７のコンビニの店舗が利用できると、今非常に

コンビニの、何といいますか、新規とか、廃止

とか多いですね。あの辺はどうなっているんで

すか。対応されるんですか。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山中市民課

長。 

○市民課長（山中美紀代君） 四十幾つと言わ

れたのは、市内のコンビニだと思いますので、

今の収納のほうと、交付のほうとありますの

で、交付のほうは、コンビニの店舗がファミリ

ーマートとローソンとセブンイレブンというふ

うに限られておりますので、現在、一番最新の

情報でコンビニの交付をできるコンビニは、八

代市は３５店舗でございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今のコンビニというの

は、ＡＴＭの利用できるところじゃないんです

ね。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山中市民課長。 

○市民課長（山中美紀代君） そういうことで

はなくて、地方公共団体情報システム機構とい

うところに加入といいますか、そこを通しての

コンビニ交付ということになりますので、そこ

に、何というんですかね、そこにキオスク端末

というのがあるんですけれども、そのキオスク

端末というのを設置しているコンビニというこ

とです。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） わかりました。 

 今、収納の場合、１回の収納で、経費的には

どのくらいかかるんですか。 

○納税課長（辻本士誠君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、辻本納税課

長。（委員橋本幸一君「入金で」と呼ぶ） 

○納税課長（辻本士誠君） 納税課の辻本でご

ざいます。 

 １回の収納でといいますと、手数料。（委員

橋本幸一君「経費的に、ただじゃないでしょう

から、恐らく」と呼ぶ） 

 はい、１件当たり、現在県下の先進、１４市

の中で６市がコンビニ収納を導入しておりまし

て、５５円から５７円、税別でですね。（委員

橋本幸一君「金額によって変わるんですか」と

呼ぶ） 

 そうですね、手数料が。（委員橋本幸一君

「何％ちゅうことですか」と呼ぶ） 

 はい、５５円から５７円という状況でござい

ます。 

 以上です。 
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○委員長（福嶋安徳君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。５７ページの財

産管理なんですが、まず、損害保険加入事業に

ついては、これは幾つかの施設を一括して入札

をかけて契約をするわけでしょうか。損害保険

加入事業。それとも、個別におのおのの施設

で、保険を、入札かなんかかけてやるんです

か。どっちですか。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。全ての公共

施設において、財政課のほうで一括して保険に

加入しております。 

 契約の方法は随意契約によって加入しており

ます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい、随契の理由は。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。保険の名前

が、全国市長会というところで、――全国所有

物件というところでございまして、よその保険

よりも大変有利な保険となりますので、そこと

随契をしているところでございます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。じゃあ、ほかの

民間の保険会社との、一応検討はされたわけで

すね。その中で、そちらのほうが有利だという

ことで、随契になっているというわけですね。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。議員さんお

っしゃるとおり、ほかの民間の保険と比較して

ということでございます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。じゃあ、関連し

てなんですが、ほかのですね、施設ではなくて

ですね、市有財産に関してもですね、ばらばら

に保険加入があってると思います、現在。特

に、合併前の旧市町村のですね、市有財産に関

して、保険があったり、なかったり、それか

ら、額が小さかったり、大きかったりというの

が、いろいろ散見されるようですので、そこん

ところも、ちょっとまとめられたがいいんじゃ

ないかなというふうに思っておりますので、一

応検討をお願いしたいと思います。 

 委員長、もう１個、よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 同じページの廃校施設

管理運営事業なんですが、この前も、いわゆる

役目を終えた学校関係の、いわゆる普通財産の

分において、このような予算がですね、立てら

れていると。２事業で９００万ちょっとです

ね、ということなんですが、いろいろ学校教育

課のほうでも、生涯学習課、社会教育の施設と

してたくさんあって、今、いろいろ一般質問あ

たりでもあってますが、問題になってですね、

今後どうしていくのかというような方策も練っ

ていると思いますし、そこいらのところで、教

育部局と、それから、財政課のほうで一般管理

事業としてですね、どのような方向性を持って

いくかというのは、もう大体協議とか検討は進

められておりますか。金額にしてですね、大変

小さいと思うんですよね。 

 これは、市有財産の有効活用という面、それ

から、管理という面、両方からの面でお尋ねす

るんですが、今後どのような方向性をしていく

のかというのもですね、大変重要な部署である

というふうに思いますので、そこのところ、ち

ょっと関連で聞かせていただけますか。 
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○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。管理につい

てですけども、平成２７年度から、総務省から

もですね、要請を受けまして、公共施設の更新

でありますとか、統廃合、それから、長寿命化

など、本市の公共施設の管理に関する基本的な

計画を策定することとなっておりまして、十分

その策定の際にはですね、学校教育施設であり

ますとか、全庁的に連携をとってですね、その

基本的な考え方の作成に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい、わかりました。

２７年度に策定するということですね。 

 見ていてですね、やはり少子化による統廃合

関係では、お荷物財産というふうなですね、イ

メージがつきまとっているわけですね。現在合

併して１０年になりますが、その前からのやつ

も含めてですね。やはり、ある程度の、やっぱ

り有効な活用、処分をしていかなければです

ね、今後、いつも総務部局の財政という分じゃ

ですね、大変厳しくなるという声ばっかし聞い

ておりますのでですね、少しでも足しになるよ

うなということは必要じゃなかろうかなという

観点からですね、十分な検討をお願いしたいと

いうふうに思います。 

 今、課長のほうからあったようにですね、本

当、全庁横断的にですね、部局関係なくです

ね、総合的な視点から臨むべきだろうというふ

うに思いますし、整理事業として解体関係が出

てくればですね、まだ、国の補助あたりがまだ

何も具体的になってませんか。そのあたりのほ

うが、総務省はある程度資料をとった上で、そ

の検討に入るのかなという気もしないでもない

んですが、２７年度の結果を見てからというこ

とで、国のほうは検討は進んでるんですかね。

そこのところが、わかればですね。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。実際、この

管理基本計画を策定することでですね、除却債

が使えるようになります。廃校となった施設に

対しても、起債が充当できるというようなこと

になります。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。その起債事業

は、物すごく率的には有利なものですか。まだ

わからないですか、そこのところまでは、まだ

具体的になってない。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。はっきりと

はわかりませんけども、例えば、交付税措置が

あるような起債では、恐らくないと思われま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（上村哲三君） はい、わかりました。

結構です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 選挙管理委員会にお尋

ねいたしますけども、この前だったですかね、

新聞に、投票率を上げるために、商業施設を

ね、活用するという話をちょっと聞きましたけ

ど、選管はどのような考えを持っておるのか、

ちょっとお伺いいたします、将来的に。 

○委員長（福嶋安徳君） 小会します。 

（午後２時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４２分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 
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○選挙管理委員会事務局長（公平委員会事務局

長併任）（中川勝俊君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中川選挙管理委員会

事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（公平委員会事務局

長併任）（中川勝俊君） 選挙管理委員会事務

局長の中川でございます。よろしくお願いしま

す。 

 商業施設での期日前投票所の設置でございま

すが、これを設置するための条件としまして

は、ＬＡＮの整備が必要がございます。誰でも

投票できるようにしないといけませんもんです

から。そのあたりがあるもんで、まだ、今のと

ころ、検討はしてるんですけども、まだ行って

ない状況です。 

 県下では、たしかですね、荒尾市さんだけが

やっておられる状況でございます。ここはＬＡ

Ｎが設置しやすいような状況というふうに伺っ

ています。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（矢本善彦君） はい、わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） いえ、大丈夫です。 

○委員長（福嶋安徳君） よかですか。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ５９ページですが、熊

本県・市町村電子自治体共同運営協議会事業と

いうとは、前からあったみたいですが、今どう

いう事業をなされてますか。 

○情報政策課長（松村 浩君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松村情報政策課長。 

○情報政策課長（松村 浩君） はい。情報政

策課、松村でございます。 

 委員おっしゃるとおりに、これ、以前からあ

ってる協議会でございまして、熊本県内の全市

町村が加入している団体でございまして、現在

行っている事業としましては、電子申請システ

ムとか、あと、熊本ＧＰマップ、あとは、先ほ

ど説明でありましたが、電子入札とか、県内で

統一したシステムをつくりまして、それを利用

する自治体がそちらのほうへ加入して、負担金

を払うというような形の仕組みでございまし

て、私たちが払っております負担金は、その全

体の協議会の運営負担が主なもので、そのほか

にはＧＰマップのみの負担を行っているところ

でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。橋本委

員。 

○委員（橋本幸一君） 最初のころ、あんまり

機能するのかという話が、たしかあったと思い

ますが、今現在は、ちゃんと機能していると理

解してよろしいんですか。 

○情報政策課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松村情報政策課長。 

○情報政策課長（松村 浩君） はい。こうい

った電算といいますか、システム関係につきま

しては、それぞれの自治体にできるところの能

力差というのがあるかと思います。要するに、

そこの自治体である程度進んで、システム開発

とかできるんであれば、熊本の統一システムを

使うよりも、よりいいサービスができるという

ところで、八代市のほうとしては、先ほど言い

ました、よろず申請とかあるんですが、そちら

のほうには加入をしないで、市のほうでやって

ますし、今度は施設予約管理システムというの

を、県でも動くんですけども、うちのほうでは

別個のシステムで動かすということで、そちら

に関しては負担金を払わないというようなこと

でやってますが、先ほど委員さんおっしゃいま

したが、県内で約半分近くは、結構加入はされ

ている。特に、町村あたりは多く入っていらっ

しゃるのが実情でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 
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○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。結局利用できる

分については利用する、それは結構なことと思

いますが、ちゃんと精査していただくように。 

 それから、もう一つ、八代地域イントラネッ

トですが、最初スタート当時、結構教育関係と

か、もろもろで脚光を浴びてたんですが、今の

現状というのは、どういう、教育関係でも結構

利用されてるんですか。 

○情報政策課長（松村 浩君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松村情報政策課長。 

○情報政策課長（松村 浩君） はい。この八

代地域イントラネット運用事業というのは、先

ほどの説明でもありましたが、市と氷川町で共

同してやってますが、基本的には合併前に、そ

れぞれの公共施設をネットでつなぐということ

がメーンでありましたけども、当時は、議会中

継システムとか、あとはキオスク端末を置い

て、行政情報を流すとか、あるいは地図情報関

係の整備とか、先ほどおっしゃいましたが、学

校の情報共有システム等々が動いておりました

んですが、現在機能しておりますシステムとし

ては、当然公共施設のネットはつながっており

ますので、それぞれの情報共有のほうはできて

いるというところで、メーンの部分はできてる

んですが、サブの部分でいいますと、現在は学

校間の情報システムのみが動いているだけで、

あとは機能的には、ソフトの部分はほとんど別

のシステムのほうへ、それぞれ移っているとい

うのが現状でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 確かにですね、当初は

いろんなディスプレーが、いろんな公共施設に

あったんですが、今はほとんど壊れて、利用さ

れてないというのを、よく目にするんですね。

もうちょっと、この辺については精査するとい

うか、見直す時期に来ているんじゃないかとい

う思いもするわけですよ。その辺、よくその辺

は精査していただくように、これは要望とし

て。 

○委員長（福嶋安徳君） 要望でよかですか。 

○委員（橋本幸一君） はい、結構です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありますか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） ６３ページの総合窓口

事業でですね、ことしの８月から総合窓口の実

施により、市民の利便性向上につなげるため

に、カウンターを設置すると書いてあるですば

ってん、これは、市内の高校に協力するって、

どうですかね。 

○市民課長（山中美紀代君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山中市民課長。済み

ません。 

○市民課長（山中美紀代君） 県産材を使用す

るということで、水産林務課のほうのお世話で

ですね、市内の高校に呼びかけていただきまし

て、そこで快く引き受けていただいた高校が２

校ありまして、秀岳館と八代工業高校の２校で

す。その２校で分担して、一応、こちらも最初

カウンターを設置するのに、既製品というか、

業者さんの見積もりをとりましたら、結構高か

ったものですから、そういった提供がありまし

て、安く、ちょっとできるということで、それ

と、高校の宣伝というか、市民の一番目に触れ

るところに、高校生がつくった、そういうカウ

ンターがあるというのは、市民の方にもいい影

響というか、そういった宣伝になるんじゃない

かと思って、そちらを、ちょっと今進めている

ところです。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 大変いいことでござい

まして、もし、よろしかったら、今度の新庁舎



 

－47－ 

にできたら、リサイクルでもしていただくと、

そんな考えておりますので、どうぞよろしくお

願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようですが、そ

れでは、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で、第２款・総

務費、第１１款・公債費、第１２款・諸支出金

及び第１３款・予備費についてを終了します。 

 小会します。 

（午後２時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５２分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

 ３時５分に開始いたします。 

（午後２時５２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０７分 開議） 

○委員長（福嶋安徳君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 午前中、議案第６号の審査の際、貸付金元利

収入の回収率がございました。資料につきまし

て、執行部から提出がなされましたので、お手

元に配付しております資料を御確認ください。 

 なお、資料に関しての質疑等については、後

刻、各委員にて担当課へ直接お願いいたしま

す。 

 次に、第８款・消防費及び第９款・教育費に

ついて、市民協働部から一括して説明願いま

す。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 脇坂市民協働部次

長。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） はい。こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民

協働部の脇坂でございます。よろしくお願いし

ます。 

 それでは、引き続き、第８款・消防費と第９

款・教育費のうち、市民協働部関係分につきま

して御説明をさせていただきます。済みませ

ん、座りまして説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） それでは、

予算書１６ページをお願いいたします。歳出、

款８・消防費の本年度予算額は２２億９３２６

万３０００円を計上いたしております。前年度

予算額と比較しますと、２億６９３９万６００

０円の減となっております。減の主な要因とし

ましては、後ほど歳出でも御説明いたします

が、常備消防費の広域行政事務組合消防費負担

金の減が、主な要因でございます。特定財源と

しまして、国県支出金２２２０万７０００円、

市債４億４５０万円、その他財源としまして、

消防団員等公務災害補償等共済基金収入など５

４６４万１０００円を充てております。 

 それでは、予算書１０２ページをお願いいた

します。 

 なお、説明につきましては、説明欄の事業を

もとに御説明をさせていただきます。 

 款８・消防費、項１・消防費、目１・常備消

防費では１９億５２７３万２０００円を計上い

たしております。前年度と比較しまして、２億

７６６１万４０００円の減となっております。

これは２６年度より２カ年で実施されておりま

す消防・救急無線等のデジタル化整備への負担

金の減が主な要因でございます。特定財源の国

県支出金は、権限移譲市町村交付金２６万７０

００円、地方債３億６６８０万円、その他１１

万円は火薬類取締事務手数料でございます。 
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 説明欄の広域行政事務組合負担金事業は、常

備消防負担金の１５億５８６７万８０００円、

消防救急無線のデジタル化負担金としまして３

億８６１５万７０００円、鏡消防署の用地購入

費の負担金７８６万１０００円などでございま

す。 

 続きまして、目２・非常備消防費では２億４

３５３万４０００円を計上いたしております。

前年比で３０４万円の増となっております。主

な要因としましては、消防団の装備基準が改正

されたことに伴います増が主なものでございま

す。特定財源の国県支出金１９６０万円は、石

油貯蔵施設立地対策等交付金１３２０万円と、

熊本県電源立地地域対策交付金６４０万円でご

ざいます。その他の５４５３万１０００円は、

消防団員等公務災害補償等共済基金収入で、消

防団員退職報償金５３４１万円と消防団員等公

務災害補償費１００万円などでございます。 

 説明欄の消防操法大会等事業２２６万円は、

出初め式に係る経費７６万９０００円、隔年で

開催します市消防操法大会経費１１２万１００

０円、また、第４回県女性消防操法大会が、平

成２７年度、本市で行われますことから、その

関係経費３７万円などが主なものでございま

す。 

 次の消防団育成及び消防団員教育事業６５９

万５０００円は、消防団員の訓練や研修に係る

予算のほか、消防団分団の運営補助等でござい

ます。主な内容としましては、消防団分団の運

営補助として、１分団当たり２万６６００円、

７３分団で１９４万２０００円、年末警戒時の

補助金として２３４万円のほか、消防団幹部の

視察研修や女性消防団員の研修参加旅費等１１

８万９０００円が主なものでございます。 

 消防団活動事業１億８５６２万８０００円

は、消防団員の処遇に関する経費及び消防活動

に要する経費等を計上いたしております。主な

内訳としましては、消防団員２５００名分の報

酬としまして５３８２万３０００円、共済費と

しまして、消防団員等公務災害補償等共済基金

への掛金、消防団員退職報償金の支給に関する

掛金４８００万円と、同じく公務災害補償に係

る掛金４７５万円、福祉共済掛金７５０万円な

どのほか、退職します消防団員への退職報償金

としまして５３４１万１０００円を計上いたし

ております。そのほか、火災や災害時の緊急出

動に対する消防団出動手当としまして１３７２

万５０００円を計上しておりまして、出動１回

につき１８００円、延べ７６２５名分を計上い

たしております。なお、２５年度末に、消防団

員の条例定数を実態に応じて見直しましたこと

によりまして、共済掛金合計２２１万６０００

円を減額といたしております。 

 次に、消防団整備事業４９０５万１０００円

は、消防団活動に必要な資機材等の整備経費を

計上いたしております。主な内訳としまして

は、消防小型ポンプ積載車３台分１５６８万７

０００円、小型動力ポンプ３台分６８４万３０

００円、指令車３３６万５０００円のほか、新

入団員の活動服、はっぴなど３６８万１０００

円、消防ホース５０本の購入費用１８３万６０

００円、消防格納庫や詰所等の整備に対する補

助金としまして６７万２０００円を計上いたし

ております。 

 また、目の予算増の主な要因としまして説明

しましたとおり、東日本震災後、大規模災害等

の対応や他機関との連携を図るなどを目的とし

て、消防団の装備基準が改正をされておりま

す。これに伴いまして、本市におきましても平

成２７年度は、全団員へ耐切創手袋を配付する

こととし、その経費９２６万１０００円と、泉

方面隊への無線機器及びエンジンチェーンソー

の配備として１１５万２０００円を計上いたし

ております。今後も、さらなる消防団の強化を

図るために、順次、各方面隊への資機材の配備

を計画してまいりたいと考えております。 
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 続きまして、同項、目３・消防施設費では２

６３７万円を計上いたしております。前年度と

比較しまして３１０万円の増となっておりま

す。主な要因としまして、泉校区南川内に防火

水槽の新設工事を予定しておりまして、その工

事請負費の増が主な要因でございます。特定財

源、国県支出金１００万円は、熊本県電源立地

地域対策交付金で、地方債１２４０万円は過疎

債、消防施設整備事業債でございます。全額消

防施設整備事業でございまして、消防水利の確

保のための費用のほか、消防水利に附属する備

品等を計上いたしております。 

 主な内容としましては、ただいま申し上げま

した防火水槽新設に係ります工事請負費６０５

万２０００円、消火栓の新設、改良、移設等に

係ります負担金としまして１５０４万８０００

円を計上いたしております。事業管理者である

水道局や生活環境事務組合等へ工事を依頼する

ため支出するもので、平成２７年度は、消火栓

新設３３カ所、改修等８カ所を予定をいたして

おります。そのほか屋外消火栓ホース等格納箱

１５０万円と防火水槽や防火井戸などの改修費

用２４０万円などが主なものでございます。 

 予算書１０３ページをお願いいたします。 

 同項、目４・防災管理費では７０６２万７０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しまして１０７万８０００円の増額となってお

ります。特定財源の国県支出金は、熊本県電源

立地地域対策交付金の１００万円、自主防災組

織設立促進事業補助金で３４万円で、地方債の

２５３０万円は合併特例債でございます。 

 説明欄の防災管理一般事務事業２８７万円

は、防災事務事業に係ります事務費が中心でご

ざいまして、主な内訳としましては、熊本県防

災ヘリコプター運航連絡協議会負担金２６６万

４０００円が主なものとなっております。 

 次の防災訓練事業１５６万１０００円は、総

合防災訓練を初め、各校区を単位として実施し

ます住民参加型防災訓練に要します費用で、総

合防災訓練時の訓練用設備組み立てやテント等

会場設営委託料１２０万３０００円のほか、炊

き出し訓練用食糧費１４万５０００円、住民参

加型防災訓練で使用します起震車の費用負担金

１０万９０００円などが主なものでございま

す。なお、２７年度の住民参加型訓練は、太田

郷、麦島、東陽校区を予定をいたしておりま

す。また、各自主防災組織単位で実施されます

訓練等にも、随時対応をいたしてまいります。 

 次に、防災対策事業４７１万９０００円は、

防災体制の充実を初め、市民の防災意識の高揚

を図るための予算を計上いたしております。主

な内容としましては、消防防災アドバイザーの

賃金、共済費２１９万４０００円のほか、防災

気象観測装置保守点検委託や緊急情報配信シス

テムなどの保守点検業務委託９３万９０００

円、衛星携帯電話リース６台分３４万４０００

円などが主なものでございます。 

 続きまして、防災行政無線整備事業４５１９

万円は、災害時の情報伝達手段であります防災

行政無線の整備に係る費用でございます。主な

内訳としまして、防災無線が聞こえないエリア

の解消に向けまして、前年度に引き続き、本庁

同報系防災通信システム屋外拡声器の増設を予

定いたしており、２７年度は、昭和同仁町公民

館、郡築十番町第二公民館、郡築八番町運動公

園など、計７カ所を整備予定といたしており、

工事請負費として２６６５万５０００円を計上

いたしております。 

 そのほか、本庁及び坂本、鏡、東陽支所の防

災無線通信施設の定期保守点検委託６７０万３

０００円、防災行政無線機器の修繕やバッテリ

ー交換等修繕料４００万円、防災無線の電波が

直接届かない東町や二見地区への基地局までの

通信に必要な防災無線用電話料や衛星携帯電話

の使用料等３０８万４０００円のほか、防災無

線等電波利用料などの負担金１９８万４０００
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円などが主なものでございます。 

 最後に、避難行動要支援者関係事業としまし

て、システム構築委託料９８６万円を計上いた

しております。 

 事業概要としまして、災害時にみずから避難

することが困難で、特に支援を希望する高齢者

や障害者などを対象に支援の有無を確認し、関

係機関等が情報を共有することにより、災害時

における避難支援及び安否確認などの強化を図

るもので、平成２７年度は避難行動要支援者名

簿を作成するためのシステム構築を行うもので

ございます。 

 なお、健康福祉政策課分７２万８０００円

は、避難行動要支援者に対して、平常時から消

防機関や民生委員等の避難支援関係者に情報を

提供してよいか、同意をとるための、周知チラ

シや封筒、郵便料などの経費を計上いたしてお

ります。 

 以上で消防費の説明とさせていただきます。 

 引き続き、第９款・教育費のうち、市民協働

部関係の文化まちづくり課、いきいきスポーツ

課に関します予算につきまして、説明をさせて

いただきます。 

 予算書の１１５ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費では２億１９４９万５０００円を計上

いたしております。前年度予算額と比べまして

６１５７万６０００円の増額となっておりま

す。増の主な要因としましては、厚生会館西側

の国有地購入が主な要因でございます。特定財

源のその他１９３６万５０００円は、厚生会

館、千丁、鏡文化センターの施設使用料及び自

主文化事業の入場料が主なものでございます。 

 厚生会館自主文化事業としまして７５２万２

０００円を計上いたしております。２７年度の

厚生会館自主文化事業は、鑑賞型事業としまし

て、市政１０周年記念ＮＨＫラジオ放送公開番

組・吹奏楽のひびき、石川綾子バイオリンコン

サート、宝くじ文化公演・吉田正記念オーケス

トラの３事業、舞台芸術体験型としまして演劇

ワークショップを、学習型としましては、市内

の中学３年生を対象としました音楽鑑賞会を予

定をいたしておるところでございます。 

 予算の主な内訳としましては、事業開催の公

演委託料３７４万６０００円、公演宣伝用ポス

ター、チラシ、チケット、新聞折り込みチラシ

などの印刷製本費１３１万４０００円、新聞折

り込み手数料や入場券販売手数料など８３万３

０００円などが主なものでございます。 

 次の千丁文化センター自主文化事業３５５万

円は、本年度、鑑賞型事業としまして、木村多

江ひとり芝居を、舞台芸術体験型としまして、

ワークショップの開催などを予定をいたしてお

ります。また、ホワイエを利用しまして、気軽

に鑑賞できる舞台芸術普及型事業を企画、開催

をしてまいります。 

 予算の主な内容としましては、厚生会館と同

様に公演委託料としまして２４８万４０００円

のほか、公演宣伝用ポスター、チラシなどの印

刷製本費２０万８０００円、ラジオ広告１４万

３０００円、新聞折り込み手数料など２１万７

０００円が主なものでございます。 

 鏡文化センター自主文化事業では２５７万４

０００円を計上いたしております。本年度は、

鑑賞型事業としまして、親子で楽しめる段ボー

ル人形劇のほか、市民参加型として、鏡ふるさ

と音楽祭などの開催を予定してまいります。 

 予算の主な内容としましては、公演委託料と

しまして１６２万３０００円、公演宣伝用ポス

ター、チラシなどの印刷やラジオ広告、新聞折

り込み手数料など４６万４０００円が主なもの

でございます。 

 厚生会館管理運営事業４１７４万４０００円

は、厚生会館の施設運営経費のほか、施設の維

持管理に必要な予算を計上いたしております。

主な内容としましては、舞台技術委託、清掃・
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守衛業務委託のほか、機器設備の保守点検委託

など、委託料としまして２７１５万９０００

円、館の運営に必要な電気料等光熱水費１０６

６万８０００円などのほか、突発的なものや軽

易な修繕などの修繕料２００万円が主なもので

ございます。 

 千丁文化センター管理運営事業１２８６万４

０００円は、千丁文化センターの施設運営経費

のほか、施設の維持管理に必要な予算を計上い

たしております。主な内容としましては、舞台

技術委託、清掃・守衛業務委託のほか、機器設

備の保守点検委託など、委託料で６８４万２０

００円、電気料４２６万１０００円などが主な

ものでございます。 

 次の鏡文化センター管理運営事業２２７４万

１０００円は、千丁文化センターと同様に、舞

台技術委託、清掃・守衛業務委託のほか、機器

設備の保守点検委託など、委託料１１８７万６

０００円、電気料などの光熱水費７７７万３０

００円のほか、空調施設などの修繕料１２０万

円が主なものでございます。 

 最後に、厚生会館施設整備事業７６３７万７

０００円は、厚生会館のホール内部のタイルに

剝離が発生し、落下の危険性がありますことか

ら、その改修経費として１７３７万７０００

円、また、現在臨時駐車場として借用しており

ます、厚生会館西側の国有地の購入費用として

５９００万円を計上いたしております。 

 続きまして、予算書１１７ページをお願いい

たします。 

 同項、目６・文化財保護費は１億４６５万６

０００円を計上いたしております。前年度比で

９４０万３０００円の減額となっております。

減の主な要因としましては、国土交通省の球磨

川河川改修工事に伴います、球磨川はねの発掘

調査が、２６年度で終了したことから、その調

査委託料の減が主な要因でございます。特定財

源の国県支出金２９０万５０００円は、史跡等

保存管理計画等策定費国庫補助金１７８万９０

００円と、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金１

１１万６０００円でございます。また、その他

４６９万円は、やつしろ文化振興寄付金２６０

万円と文化振興基金からの繰入金２００万円ほ

か、書籍、ガイドブック等の販売収入など９万

円でございます。 

 文化振興関係一般事務事業２６万円は、コピ

ー機、公用車の修繕料などの事務費でございま

す。 

 説明欄の３段目、伝統文化財保存事業５９９

万４０００円は、国指定重要無形民俗文化財で

あります八代妙見祭の神幸行事を保存、継承す

るための諸事業並びに祭りの活性化を図るため

の予算を計上いたしております。主な内容とし

ましては、神幸行列の安全対策や獅子・笠鉾な

ど、各奉納団体への補助としまして、国指定文

化財公開活用事業補助金４４３万円と、妙見祭

ＰＲ事業や用具・衣装の整備補助としまして、

八代妙見祭活性化事業補助金１５６万４０００

円でございます。 

 １つ飛びまして、指定文化財保存管理事業４

４５万３０００円は、八代市文化財保護条例に

基づき、指定文化財の保護、管理を行うととも

に、指定文化財管理者に対し、維持管理費用に

ついて補助を行うものでございます。予算の主

な内容としましては、県指定重要文化財八代神

社社殿修理費補助のほか４件に対します文化財

保存整備費補助金や、国名勝の松浜軒のほか５

団体に対します指定文化財管理費補助金、民俗

文化財の植柳盆踊りなど１６団体に対します民

俗文化財維持管理費補助金など、管理運営補助

１８６万円のほか、２６年度より、やつしろ文

化振興基金を財源に、文化財活用事業補助金と

いたしまして、文化財の保存、継承または管理

団体等の組織基盤の強化を目的に２００万円を

計上いたしております。 

 次の埋蔵文化財管理活用事業２６８万７００
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０円は、市内から出土した遺物の整理作業を行

い、記録、保存の上、展示を行い、埋蔵文化財

に対する理解と関心を高めることを目的として

おります。予算の主な内訳としましては、遺物

整理業務委託１６７万９０００円のほか、２７

年度に藤本社会教育センターが解体されますこ

とから、同施設に保管しております文化財の運

搬料６３万３０００円が主なものでございま

す。 

 １つ飛びまして、埋蔵文化財緊急発掘調査及

び保存処理事業２８５万１０００円、主な内訳

としましては、有佐大塚古墳構実測等委託９４

万１０００円、緊急発掘調査作業用の重機等の

リース料としまして６１万９０００円、八代海

干拓遺跡群の国指定史跡化を図るための調査指

導委員会等の謝礼及び旅費４９万７０００円が

主なものでございます。 

 ２つ飛びまして、やつしろ文化振興基金事業

２６０万円は、平成２３年７月にイオン九州株

式会社、マックスバリュ－九州株式会社と締結

しました地域振興に関する協定に基づき、寄附

金をやつしろ文化振興基金へ積み立てるもので

ございます。全国のＷＡＯＮ加盟店で買い物を

された際、やつしろがめさんＷＡＯＮカードを

利用して支払われた金額の０.１％が寄附され

るものでございます。 

 文化行事事業１７５万２０００円は、八代市

文化祭と伝統文化継承事業に要する費用で、文

化祭は、参加団体の代表で構成します実行委員

会に対する企画運営委託料１１５万２０００円

でございます。伝統文化継承事業は、まちの先

生派遣事業を実施し、伝統文化の後継者育成を

目的に実施するもので、八代市文化協会への委

託料６０万円でございます。 

 文化団体助成事業９８万４０００円は、文化

団体の育成と文化レベルの向上及び普及を目指

し、文化団体等へ助成金を補助するもので、八

代市文化事業補助金として八代市文化協会へ運

営補助金６４万４０００円、また、全国高等学

校総合文化祭等補助金３４万円でございます。 

 次の市内城跡保存管理事業７１６万５０００

円は、国指定史跡としての保存と活用を図るた

めに、八代城跡群保存管理計画策定委員会を設

置しまして、保存管理計画の策定作業を進める

こととしており、調査指導員等へ報償費及び旅

費等６７万２０００円のほか、遺跡の現状等に

係る調査委託料２９６万８０００円、古麓城跡

の国有林立木補償金３２４万３０００円が主な

ものでございます。 

 ユネスコ無形文化遺産登録事業３４万２００

０円は、ユネスコ無形文化遺産登録に向けまし

て、妙見祭に対する市民意識の向上を図るため

に、ＰＲパンフレット２万部を作成しますほ

か、新八代駅前と図書館横に設置しますＰＲ懸

垂幕に要する費用でございます。 

 最後に、全国山・鉾・屋台保存連合会総会関

係事業７０万７０００円は、全国の国指定重要

無形民俗文化財の保護団体で構成します全国山

・鉾・屋台保存連合会の総会が、平成２８年度

に本市で開催されますことから、本年度の総会

参加のための旅費と総会実行委員会への補助金

でございます。 

 続きまして、社会体育費につきまして御説明

を申し上げます。 

 予算書１１８ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項８・社会体育費、目１・社

会体育総務費では５３３４万７０００円を計上

いたしております。一般職４１５４万１０００

円は、前年度同様、職員５名分の人件費でござ

います。 

 社会体育一般事務事業３３６万８０００円

は、いきいきスポーツ課所管の公用車が、購入

後２０年を経過しましたことから、その買いか

え購入費用２６３万８０００円が主なものでご

ざいます。 

 社会体育団体補助金事業５５０万２０００円
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は、スポーツ競技力の向上、競技人口の拡大を

推進するとともに、多くの市民がスポーツに親

しめる環境づくりの推進を図るために、ＮＰＯ

法人八代市体育協会に対して４２０万円、八代

市スポーツ推進委員協議会へ１３０万２０００

円を補助するものでございます。 

 次のトップアスリート育成事業２８０万円

は、平成２６年度より開始されました事業でご

ざいますが、２６年度は、オリンピック出場選

手を講師に招きまして講演会を開催したほか、

八代市強化指定選手として選考した２０名の選

手を対象に、各種トレーニングを実施してまい

りました。平成２７年度は、さらに指定選手を

５名追加いたしますとともに、前年度に引き続

き、各種トレーニングを実施しますほか、選手

の競技特性やレベルの上昇に見合った練習環境

への参加など、大会、強化合宿等への支援を新

たに行うものでございます。経費内訳としまし

て、トレーニング等の育成分８０万円、大会、

合宿等の助成２００万円、計２８０万円を事業

実施主体でありますＮＰＯ法人八代市体育協会

へ補助するものでございます。 

 次に、目２・社会体育事業では２６２８万４

０００円を計上いたしております。前年度予算

と比較しまして３６５万４０００円の減額とな

っております。特定財源その他の４００万円

は、ＡＢＣバドミントン大会開催に伴います地

域活性化センターからの助成金でございます。 

 スポーツ推進委員関係事業５９６万６０００

円は、地域スポーツと生涯スポーツの推進を図

るために、スポーツ推進委員を設置しておりま

して、本事業を通して生涯スポーツの指導員と

して必要な知識、技能の習得を行うこととして

おります。予算の主なものとしまして、スポー

ツ推進委員８３名分の報酬２７３万１０００

円、同じく研修会や協議会、会議等への出席旅

費合計２０２万８０００円、新任スポーツ推進

委員の交代に伴いますユニフォーム購入費３７

万円などでございます。 

 次の校区対抗駅伝競争事業６４万６０００円

は、各校区代表選手による校区対抗の駅伝大会

の運営費で、その次の市民体育祭事業２７０万

５０００円は、市民体育祭の運営業務委託１９

２万２０００円が主なものでございます。 

 なお、２６年度より八代市民体育祭障がい者

スポーツ競技検討委員会を設置をいたしまして

検討を行ってまいりました。平成２７年度はフ

ライングディスク競技を実施することとしてお

りまして、その実施に伴います経費として７８

万３０００円を計上をいたしております。 

 各種スポーツ大会出場奨励事業６５０万円

は、各種スポーツ大会の九州大会以上に出場す

る選手等に対しまして、出場奨励補助を行うも

のでございますが、２７年度からは、一部制度

の見直しを行い、小中の九州、西日本大会出場

時の奨励金を１人当たり３０００円から５００

０円に増額するほか、１０名以上の団体で出場

する場合、１０名を超過した人数に対しまして

も、２０００円を乗じた額を加算して補助する

ことといたしております。 

 次の郡市対抗熊日駅伝・熊日郡市対抗女子駅

伝事業５７万２０００円は、出場選手の派遣業

務委託５０万５０００円が主なものでございま

す。 

 県民体育祭事業３６７万円は、平成２７年

度、熊本市をメーン会場として開催されます県

民体育祭への選手派遣業務委託３６３万１００

０円が主なものでございます。 

 スポーツ拠点づくり推進事業５６６万４００

０円は、全国小学生ＡＢＣバドミントン大会運

営負担金５６０万円が主なものでございます。 

 続きまして、目３・社会体育施設費では２億

２３８５万９０００円を計上をいたしておりま

す。前年度予算額と比較しまして３０６４万８

０００円の増額となっております。増額の主な

要因としましては、スポーツ・コミュニティ広
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場のテニスコート増設に伴います駐車場用地の

購入費と駐車場造成工事によるものでございま

す。特定財源の地方債６０４０万円は合併特例

債で、その他９８５万円は千丁、鏡、東陽の各

体育館や学校グラウンド等の夜間照明などの社

会体育施設使用料収入が主なものでございま

す。 

 予算書の１１９ページをお願いいたします。 

 説明欄の体育施設管理運営事業７６２７万４

０００円は、その下の総合体育館から球技場ま

での８施設に係ります予算で、ＮＰＯ法人八代

市体育協会への指定管理委託料６７１５万円

と、これら施設の修繕料４７３万１０００円、

市民プールのコインロッカー購入などの備品購

入費２１９万９０００円が主なものでございま

す。 

 １つ飛びまして、千丁体育館管理運営事業３

１９万６０００円は、体育館電気料など高熱水

費１８８万円、管理・清掃業務委託６８万７０

００円が主なものでございます。 

 千丁テニスコート管理運営事業１３０万６０

００円は、テニスコート人工芝の一部張りかえ

と砂の固着部分の除去などの修繕料１１４万５

０００円が主なものでございます。 

 千丁グラウンド管理運営事業１２０万２００

０円は、西グラウンド北側入り口の修繕４４万

８０００円と天然芝グラウンドの管理業務委託

２１万円が主なものでございます。 

 次の鏡総合グラウンド管理運営事業１３４８

万７０００円は、体育館、武道館、グラウンド

などの高熱水費４４７万２０００円と、施設や

機器等の管理委託５５３万９０００円、体育館

照明設備などの修繕料１５０万円などでござい

ます。 

 １つ飛びまして、東陽スポーツセンター管理

運営事業８７１万８０００円は、電気料などの

高熱水費３８６万１０００円と空調機修繕料１

１８万８０００円、機器保守点検や清掃業務委

託料２５８万１０００円などございます。 

 ２つ飛びまして、夜間照明施設管理事業４４

１万１０００円は、電気料２８９万１０００円

と、制御盤修繕、ランプ取りかえなどの修繕料

１５０万円が主なものでございます。 

 総合体育館施設整備事業３７０万７０００円、

これは全額が高圧受電設備改修経費でございま

す。 

 次のスポーツ・コミュニティ広場施設整備事

業６３５８万円は、テニスコート増設に伴いま

して、駐車場が不足することが予想されますこ

とから、近隣の農地を購入する必要が生じまし

て、その購入代金３８５４万円と造成費用２０

００万円、駐車場整備工事設計業務委託５００

万円が主なものでございます。 

 八代市民プール施設整備事業４８７万円は、

ろ過機のオーバーホールに係る費用でございま

す。 

 次ページ、１２０ページをお願いいたしま

す。 

 鏡総合グラウンド施設整備事業１０２８万７

０００円は、総合グラウンドのコンクリートフ

ェンスへの安全対策としまして、ゴム製保護マ

ットを敷設しまして７３４万４０００円、体育

館床改修の１５０万円、そのほか、本市に弓道

の遠的場とアーチェリー場がないことから、そ

の練習ができないということで、鏡武道館の弓

道場を一部改造しまして、遠的及びアーチェリ

ーができるよう改修するもので、その施設整備

に必要な実施設計業務委託１４４万３０００円

でございます。 

 以上、教育費のうち市民協働部関連の説明と

させていただきます。御審議よろしくお願いい

たします。 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 ここで一応小会します。 

（午後３時４５分 小会） 
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（午後３時４５分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 それでは、以上の部分について、一括して質

疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（島田一已君） ちょっといいでしょう

か。 

○委員長（福嶋安徳君） 島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。１１９ページの

スポーツ・コミュニティ広場施設整備事業とし

まして、テニス場増設とありましたけども、こ

こ年々、やはりふえてきたんでしょうかね。そ

ういうところがわかればお願いしたいと思いま

す。（｢利用者」と呼ぶ者あり）はい。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） は

い、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 稲本いきいきスポー

ツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） は

い、いきいきスポーツ課の稲本でございます。 

 スポーツ・コミュニティ広場の利用者という

ことで、平成２４年度から申しますと４万７１

３５人、平成２５年度におきましては４万５９

２８人、それと、平成２６年度におきまして

は、まだ年度途中ですけれども、４万４７６０

人を見込んでいるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（島田一已君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） １１５ページの文化施

設で、公有財産購入、この国有地を購入という

ことですが、ここに至った経緯と、それと面積

と単価をお願いします。 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） は

い、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 和久田文化まちづく

り課長。 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） は

い。文化まちづくり課の和久田でございます。 

 厚生会館の裏、南側になりますけれども、旧

裁判所の跡地といいますか、そちらの土地にな

ります。 

 面積でございますけれども、１８８２.９３

平米、大体、約５７０坪ぐらいの面積になりま

す。 

 こちらにつきまして、平成２４年度に九州財

務局のほうから、国有財産情報の提供というこ

とで、厚生会館西側の取得要望の照会がござい

まして、そのときに、厚生会館及び周辺の公共

施設、市立博物館ですとか、代陽幼稚園、そう

いったところ、あと代陽公民館、そういったと

ころも含めまして、慢性的な駐車場の不足の緩

和のために、将来的な取得の要望を提出をいた

しております。 

 平成２４年の９月から、その場所につきまし

て、管理受託契約を結びまして、現在まで無償

でお借りをしているような状況でございます。

その後、平成２６年度におきまして、財務局の

ほうから、新たに国有財産提供で、――済みま

せん、その前に、国のほうが、平成２４年８

月、行政改革実施本部、当時野田首相の時期

に、国等が保有する資産の売却に係る平成２８

年度までの行程表というのが決定されまして、

当該用地の跡地についても財産処分の手続をし

なさいということで、これは、昨日がちょうど

３・１１の震災４年でございましたが、その震

災の復興財源に充てるために、遊休の国有財産

で処分できるものは処分を進めていきなさいと

いう方針が、２４年８月に出されたということ

で、その後財務局から、当該用地については売

却の方針ということで、再度市のほうに意向が

尋ねられまして、本市のほうで、現在も借りて
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いる期間中は、毎年、年間大体６０件程度、駐

車台数にしまして２５００台ぐらいの利用がご

ざいまして、大体週１回は必ず、そういったイ

ベントの際の、厚生会館等のイベントの際の駐

車場として利用している。平日の日々におきま

しては、代陽幼稚園の送迎のために、保護者の

方が、そこの駐車場の利用があるということ

で、公有財産の取得について、昨年度議会の承

認を得まして、土地の鑑定費用３１万６０００

円を計上して、土地の鑑定をさせていただいた

ところでございます。今年度は、購入に向けま

して、鑑定の結果、購入の金額ということで５

９００万円を計上させていただいたところでご

ざいます。 

 ちなみに、土地の費用でございますけれど

も、先ほどの５７０坪で割り戻しますと、坪当

たりの単価が、大体１０万３４００円ぐらいと

いう金額になりまして、近隣の標準価格といた

しましては、大体坪１３万８６００円ぐらいと

いうことでございます。 

 大体、以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい、よくわかりまし

た。 

 裏の駐車場の部分、全部ですか。 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） 委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 和久田文化まちづく

り課長。 

○文化まちづくり課長（和久田敬史君） は

い。今現在駐車場と空き地になっている部分

と、それから、建物が残っておりますが、そこ

も含めたところでの購入ということで考えてお

ります。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい、わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。１０２ページ

のですね、消防の団員の育成ということであり

ますけれども、今、市の職員でですね、各支所

の消防団本部ですね、に入っている人とか、あ

るいは各分団に入っている人というとの人数の

ほうは確認しておられますかね。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。防災安

全課の東坂でございます。 

 職員が、現在消防団に入っている人数という

のが、ここ近年ですね、そう変わりはありませ

ん。若干ふえつつあるのかなと思いますが、１

２０から１３０ぐらいの職員が、現在消防団員

として入団しております。 

 ただ、本部団員として入っているか、通常の

各地域の分団として入っているかというのは、

ちょっとこちらに、今、手元には持っておりま

せん。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとこの質問を

したのはですね、以前、八代旧市の職員の人に

はですね、仕事に一生懸命頑張ってもらいたい

と、自分の役所の仕事に頑張ってもらいたいと

いうことで、各分団とか、あるいは本部消防に

入ることについては、余り上司のほうから勧め

ていなかった。ところが、旧郡部ですね、旧郡

部の町村については、逆に、どんどん入れて、

入って、地元と交わってから消防活動したがい

いぞていう、そういった、全く相反する指導

を、役所のですね、中で行われておったという

経緯があるんですよ。そのことによって、旧郡

部については、非常に消防団に入っている職員

が多いということでありますけれども、その待
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遇、対応についてはですね、余り変わっていな

いということでですね、今、地域消防団がです

ね、非常に少なくなっている。そのことが、い

ろんな夜警とか、あるいはいろんな指導につい

て支障を来すような状態になっている。また、

消防分団のほうの消防活動についても、若い人

が入っていないちゅうことで、地域にいないと

いうことで、なかなか消防活動について、各常

会の市政協力員の方とか、地区が非常に困って

いるという状況が見受けられるんですよ。とい

うことで、今後の方向としてですね、どういっ

た方向を考えておられるかというのを、ちょっ

とお聞きしたいんですが。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。今、委

員おっしゃいましたようにですね、以前はその

ようなところがあったのかなというふうに思い

ます。また、旧町村の職員におきましては、本

部分団があったということ、また、本部分団と

あわせまして、各地域の分団にも当然入ってお

りました。この両方いたというふうに思いま

す。 

 最近ではですね、先ほど百二、三十名の職員

が消防団に入っていると申しましたが、旧市の

職員につきましてもですね、消防団に入ってい

る方が徐々にふえつつあります。これにつきま

してはですね、大変私たちも喜んでいるところ

でもありますし、また、消防団を中核とした地

域防災力の充実強化という部分が、よくお話に

出ますが、この中でも、我々公務員を含めてで

すね、あるいは学生であるとか、その辺も消防

団に入って、地域の一員としてですね、頑張り

ましょうという部分もうたわれておりますの

で、今後もですね、職員に対して、本庁の場合

は本部分団というのはありませんけれども、各

地域には、必ず地域の消防団というのがありま

すんでですね、１人でも多く消防団に入ってい

ただけるように、私たちも進めてまいりたいと

いうふうには考えております。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） 提案の一部になって

くるかとは思いますけれども、市のほうにです

ね、本部分団を１つつくるならば、その辺が非

常にスムーズなですね、本部分団との、各支所

の本部分団というのと連携がとれたりとか、あ

るいは職員に対する啓蒙ができやすいんじゃな

かろうかていう思いもあるわけなんですよ。同

時にですね、完全に消防団に入っている若い職

員の方というとはですね、ボランティアってい

うことの色彩が強過ぎて、本当に自分の私的な

時間もですね、これに使うということがありま

すが、これについてのですね、なかなか処遇、

待遇というのがですね、認められていない状況

であるというふうに感じるもんだから、そうい

った意味ではですね、奨励を含めてですね、も

う少し待遇、あるいはいろんな面でですね、認

めてやるような状況をつくっていくならば、若

いエネルギーがですね、地域に散らばっていく

ということで、地域の活性化にもつながるかな

というふうに思いましたもんだから、今のよう

な質問をするわけなんですよ。 

 ということで、これは意見になりますけれど

も、できるだけ、今言ったような方向でです

ね、若い人たちが地域に帰っていって、そし

て、地域消防の立場で消火活動、あるいは地域

住民の方との安心・安全のための活動をしても

らいたいということが希望になりますが、よろ

しくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） １０２ページの消防操
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法大会のことで、事業のことでお尋ねいたしま

す。 

 これは河川敷であるんですかね、場所は。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。操法大

会につきましては、平成２７年度、来年度につ

きましては、男女あるわけでございますけれど

も、まず、８月２３日、日曜日に行われます第

４回の熊本県女性消防操法大会、これにつきま

しては、河川敷の駐車場ですね、新萩原橋の下

の、橋を挟みまして、上流側の駐車場というこ

とで、現在予定をしているところでございま

す。 

 それから、来年の大会は、男性の大会は、市

の大会が３月になろうかというふうに思います

けれども、そこにつきましては、現在のとこ

ろ、上流側のヘリポートで行うか、先ほど申し

ました駐車場の東側で行うかというのをです

ね、現在検討しているところでございます。 

 以上、お答えとします。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 私もですね、操法大会

の阿蘇のときにですね、行きましたんですけど

も、のぼり旗立ててですね、それはすごい活気

でございました。それと同時に、やはり特産物

をね、やっぱしテントで売られておってです

ね、そういう関係者が来られますたいね。やっ

ぱし商工と連携してですね、行っていただきた

いと思います。要望です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかに。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 避難行動要支援者関係

事業ということで、２課にまたがるわけです

が、今年度は、防災安全としては名簿システム

の経費ということで、いざ、運用する場合は、

どういう形で想定されるんですか。いざちゅう

ときはですね。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 東坂防災安全課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。このシ

ステムにつきましてはですね、まず、いろいろ

と高齢、あるいは体の不自由な方とかいらっし

ゃると思います。今、健康福祉政策課等と協議

しておりますのが、大体対象が、八代市で４２

５０名ぐらいいらっしゃるんじゃなかろうかと

いうふうに考えているところですけれども、ま

ず、そこをピックアップ、その方々をピックア

ップいたしまして、福祉の部門で、ちょっと別

予算が、先ほど出てましたけども、この２種類

ありまして、と申しますのが、通常からです

ね、そういう方々の名簿を、警察であるとか、

消防であるとか、あるいは民生委員さんである

とか、そういう関係の方々にお出ししていいよ

という方もいらっしゃいます。それと、今度

は、通常は出さないでくださいと、いざという

ときだけ出してくださいという方がいらっしゃ

いますので、この確認を、まずとらなければな

りません。そういうところで、確認作業という

のが入ってくるわけなんですけれども、この更

新につきましてはですね、実際のところ、我々

としては、なかなか更新ができません。情報が

入りませんのでですね、更新につきましては、

健康福祉政策課のほうで、いろいろのデータを

ですね、更新されていかれるという形になろう

かと思います。 

 また、各機関等へのですね、送付といいます

か、データのお渡しというのはですね、うちの

課が中心になっていくのかなというふうには考

えているところでございます。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） あれ、たしか委員長が

一般質問でされたと思うんですが、確かに個人
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情報というのを、出していい人と、出してもら

いたくないという、その辺のことは、非常に厳

しいと思うんですが、これは、結局福祉のほう

になるからですね。 

 しかし、いざというときですね、それについ

ては防災関係の中では、そういう要支援者とい

うのが、早急なですね、体制ができるような、

これは日ごろのまた、いろんな訓練というのが

必要になるかなと思いますが、その辺も、やっ

ぱり万全の体制で臨んでいただきたいと思いま

す。要望です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） あと１つ、済みませ

ん。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） １１８ページ、トップ

アスリート育成事業、昨年は２０人だったけど

も、ことしは２５人とお聞きしておりますけど

も、どんどん、やっぱしふやしていくんかな。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） 稲本いきいきスポー

ツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） は

い。今年度から始めた事業でございまして、今

年度、確かに２０名ということで選考させてい

ただきました。 

 来年度におきましては、５名追加ということ

で、さらなるですね、人材の拡充、そういう強

化指定をしたいということで、来年度は２５名

というようなところで予算を提出させていただ

いておりますけれども、体育協会とのいろいろ

連携の中で、しばらくはですね、２５名のまま

で行こうかというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） ちょっと、どんな事業

をされているのか、ちょっと詳しく教えてくだ

さい。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 稲本いきいきスポー

ツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（稲本俊一君） は

い。今年度におきましては、まず、トップアス

リートのための栄養学とか、コアトレーニン

グ、筋力トレーニングの講習会、それと、スポ

ーツメンタルの講習会、それと、あとはです

ね、メディカルチェックとかフィジカルチェッ

ク、それと、スポーツ講演会も実施したところ

でございます。 

 あとですね、総合体育館のほうのトレーニン

グルームがございます。そのトレーニングルー

ムのですね、無料の利用というところもしてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、ほかにあ

りませんので、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（鈴木田幸一君） １つ。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。これは意見と

して受けとめていただきたいと思います。 

 １１７ページのですね、文化振興事業に対し

ていろいろな予算がありますけれどもですね、

民謡がどの立ち位置におられるかちゅうのが、

まだ明確に、私は知らぬもんだから、一応意見

として言わせてもらうんですけれども、八代の

伝統民謡の中に、大鞘節という伝統芸能があり
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ます。これは、約３００年以上のですね、伝統

を引き継いでおりますし、そして、これについ

てはですね、千丁地区とか、いろんな地区で歌

われてきているものであり、子供会の活動によ

って、これが全国的に知られてきたということ

であります。ところが、全国大会ということで

ですね、第９回まで、ことししましたけれども

ですね、本当は８回で終わるとじゃなかろうか

というほどの予算措置とかいう状態でありまし

たけれども、まちづくり協議会のほうが取り上

げまして、そして、今回の第９回についてはで

すね、地域の要望があるということでですね、

第９回もどうにかできたような状態でありまし

た。そういったことから考えたときですね、や

っぱし、伝統民謡というのをですね、深く捉え

て、そして、それをどのような形で文化事業と

して、今後継承するかちゅうのもですね、今後

検討していただきたいというふうに思いまし

て、一応意見として言っておきます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後４時０７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０８分 本会） 

◎議案第１３号・平成２７年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第１３号・平成２７年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計予算を議題とし、説

明を求めます。 

○広報広聴課長（上田真二君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）広報広聴課、

上田でございます。着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○広報広聴課長（上田真二君） 議案第１３号

・平成２７年度八代市ケーブルテレビ事業特別

会計予算につきまして、説明いたします。 

 予算書のほうは１５７ページからになりま

す。１５９ページをお願いいたします。 

 平成２７年度八代市ケーブルテレビ事業特別

会計の予算は、歳入歳出予算の総額を、それぞ

れ２億７０６３万８０００円と定めます。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、第１表、歳入歳出予算に記載いたし

ております。 

 それではまず、予算の総括を御説明いたしま

す。 

 １６３ページをお願いいたします。 

 上の表、歳入予算でございますが、第１款・

分担金及び負担金は７万３０００円で、前年度

と同額でございます。 

 第２款・使用料及び手数料は１億１９０万３

０００円で、前年度に比べて２４３万４０００

円の減でございます。 

 第３款・財産収入は５４万５０００円で、前

年と同額、第４款・繰入金は１億６８１１万４

０００円で、前年度に比べ２０９万７０００円

の増でございます。主な要因は、使用料の減少

と職員人件費の増加によるものでございます。 

 第５款・繰越金は１０００円、第６款・諸収
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入は２０００円でございます。 

 次に、下の表、歳出予算でございますが、第

１款・ケーブルテレビ事業費は１億２０９８万

６０００円で、前年度に比べて７９４８万４０

００円の減、財源の内訳は、繰入金１８４６万

２０００円、事業収入１億２５２万４０００円

でございます。 

 第２款・公債費は１億４９６５万２０００円

で、前年度に比べ７５万３０００円の減、財源

は全て繰入金でございます。 

 以上が総括でございます。 

 次に、歳入歳出予算の詳細につきまして説明

をいたします。 

 １６４ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございます。第１款・分担金及

び負担金は、分担金としまして７万３０００円

を計上いたしております。これは泉地区におい

て新規でケーブルを自宅に引かれた方が、受益

者分担金を平成２６年まで分割して支払われる

ことになっておりましたが、完納できていない

ため、未納分を計上いたしております。 

 次に、第２款・使用料及び手数料は、項１、

目１・使用料といたしまして１億１２４万７０

００円を計上いたしております。前年度に比べ

て２４１万４０００円の減でございます。減少

の主な要因は、加入世帯の自然減によるもので

ございます。節１・ケーブルテレビ使用料とし

まして７０００万４０００円、節２・インター

ネット使用料といたしまして３１２４万３００

０円を予定いたしております。 

 次の表になりますが、項２、目１・手数料と

いたしまして６５万６０００円を計上いたして

おります。節１・放送手数料５５万６０００円

は、現在３つのテレビショッピングの番組を放

送しておりますが、その３つの番組供給会社か

ら払い込まれるショップチャンネル放送手数料

でございます。売り上げに応じた放送手数料の

若干の減少を見込んでおります。また、節２・

督促手数料といたしまして１０万円を計上いた

しております。 

 １６５ページをお願いいたします。 

 次に、第３款・財産収入は、項１・財産運用

収入、目１・財産貸付収入といたしまして５４

万５０００円を計上いたしております。これ

は、東陽と泉地区で建てられた移動通信、いわ

ゆる携帯電話用の鉄塔までに必要となる伝送路

の一部を、ケーブルテレビであきのある伝送路

の空き芯を貸し出している分の貸付料でござい

ます。 

 次に、第４款・繰入金は、一般会計からの繰

入金といたしまして１億６８１１万４０００円

を計上いたしております。歳入の不足分を一般

会計から繰り入れます。 

 次に、第５款・繰越金は、前年度からの繰り

越しとして１０００円を計上いたしておりま

す。 

 １６６ページをお願いいたします。 

 第６款・諸収入は、延滞金及び過料といたし

まして、それぞれ１０００円を計上いたしてお

ります。 

 以上が歳入でございます。 

 次に、歳出について説明をいたします。な

お、歳出につきましては、平成２７年度当初予

算の概要があると思いますけれども、そちらの

４６ページのほうの主要事項欄を参照いただけ

ればと思います。 

 それでは、予算書のほう、１６７ページにな

ります。 

 第１款・ケーブルテレビ事業費でございます

が、目１・一般管理費といたしまして６９４４

万６０００円を計上いたしております。前年度

に比べ１１８万４０００円の増でございます。

増加の主な要因は、職員人件費の増加によるも

のでございます。 

 右側になりますが、節１・報酬２１万４００

０円は、ケーブルテレビ管理運営審議会とケー
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ブルテレビ番組審議会の委員報酬でございま

す。節２・給料から節４・共済費までは、坂

本、東陽、泉支所のケーブルテレビ担当職員３

名分の人件費でございます。節８・報償費３万

６０００円は指定管理者候補者選定委員会委員

への報償費でございます。平成２８年度からの

指定管理者制度導入を目途に、２７年度に諸手

続を進める予定といたしております。節９・旅

費１６万１０００円は、指定管理者候補者選定

委員会やケーブルテレビ管理運営審議会、ケー

ブルテレビ番組審議会の委員の交通費について

の費用弁償と、職員のケーブルテレビ研修旅費

でございます。節１１・需用費７５万円は、コ

ピー機のパフォーマンスチャージ料や取材車両

のガソリン代、納付書や納入通知書送付用窓つ

き封筒の印刷製本費などでございます。節１２

・役務費４０３万１０００円はインターネット

プロバイダー料２７７万７０００円のほか、郵

便料や口座振替手数料などでございます。節１

３・委託料１５０６万９０００円は自主番組制

作の委託料でございます。節１４・使用料及び

賃借料２５９６万４０００円はＣＳ放送番組受

信料２３８６万６０００円や、ケーブルテレビ

業務システム及びサーバー機器リース料１２２

万１０００円のほか、著作物使用料などでござ

います。節２３・償還金利子及び割引料４万円

は、誤って納め過ぎとなった使用料をお返しす

る過誤納付還付金でございます。節２７・公課

費８９万１０００円は、使用料で賦課した消費

税を納めるものでございます。 

 続きまして、目２・施設維持管理費では５１

５４万円を計上いたしております。前年度に比

べ８０６６万８０００円の減でございます。減

少の主な要因は、平成２６年度に更新をいたし

ました通信関係のメーン機器でありますセンタ

ーモデムの改修費用約７７００万円が、２７年

度はなくなることによるものでございます。右

側になりますが、節１１・需用費１２４８万１

０００円は施設維持修繕費や電気料でございま

す。節１３・委託料２８１９万６０００円は、

当初予算の概要の主要事項欄にありますが、セ

ンター機器、伝送路設備保守委託１５８８万２

０００円と、通信関係システム機器等保守点検

委託５１８万６０００円、センターモデム保守

委託６３７万２０００円でございます。節１４

・使用料及び賃借料８８２万１０００円は、当

初予算の概要の主要事項欄にあります電柱共架

料８０１万２０００円のほか、自営柱土地等賃

借料やＮＴＴ管路借用料でございます。電柱共

架料は、ケーブルの敷設において、九州電力や

ＮＴＴの電柱を使わせてもらっている分の共架

料でございます。節１８・備品購入費２０４万

２０００円は伝送路の出力を増幅するハイブリ

ッドマルチファンクション増幅器１８８万円な

どを購入するものでございます。 

 次に１６８ページをお願いいたします。 

 第２款・公債費でございます。公債費は、当

初ケーブルテレビ施設設備を整備いたしました

ときに借り入れを行いました起債の償還を行う

ものでございます。元金の償還といたしまし

て、平成２７年度は１億４４７８万５０００円

を計上いたしております。また、利子は４８６

万７０００円でございます。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。何かありません

か。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。昨年度です

ね、お話ししたときに、まずは委託を考えて、

それから、民営化を考えるということでお話し

いただいていたと思いますけど、方針を、お話

しいただければなというふうに思います。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 
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○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。前回で

すね、ちょっと御説明いたしましたけれども、

現在、運営費につきまして、施設管理及び運営

費につきまして、受益者のほうからですね、何

とか負担をしていただいた使用料等で賄ってい

こうということで、ここ２４年から料金改定な

どを行いましてやってまいりました。ただ、加

入者のですね、減少あたりがございまして、２

４年度は公債費を除いた部分につきましては黒

字になっておりましたが、２５年度は修繕料が

多かったということもございまして、またちょ

っと赤字になっているというようなこともござ

います。 

 そういうこともございまして、歳入のです

ね、確保につきましては、なかなか２６年度に

つきましても、ＣＳ番組の料金改定もお願いし

たようなところもございまして、歳出の削減を

図る必要があるというふうなことで、２８年度

を目標にですね、まず、指定管理者制度の導入

を進めたいというふうに考えております。それ

で、２７年度につきましては、指定管理者の導

入に向けての手続を進めていきたいというふう

に考えております。 

 民営化ということで、私のほうから、ちょっ

と民営化につきまして申し上げた記憶がないん

ですけれども、民営化ということになります

と、全体を譲渡というような形になってまいり

ますけれども、施設設備の全体を譲渡して、経

営が成り立つかというところにつきましては、

なかなか厳しいんではないかなというふうに考

えております。それで、運営面につきまして、

指定管理のほうを進めていきたいと。それによ

って、民間のノウハウの活用並びに経費の削減

を、少しでも図っていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。なかなか、言

われたようにですね、非常に経費がかかるとい

うところではですね、どうしても民営化、言っ

たものの難しいんじゃないかなという思いもあ

ります。ただですね、もうちょっとですね、運

営費を抑えていく上ではですね、委託もです

ね、もちろん必要でございますけど、民営化の

ほうもですね、考えていっていただく必要があ

るんじゃないかなあというふうに思いますの

で、また、よろしくお願いします。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今、民営化って厳しい

という、結局それについては補助金返還等もし

てきたとき、その辺の部分で、非常に厳しいと

いうことでしょう。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画振興部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。今、橋

本委員がおっしゃったようにですね、全て公設

で整備をしておりますので、先ほど、この経緯

の中でもありますように、公債費がかなりウエ

ートを占めております。当然、この民営という

形になると、この一括償還という形、行わねば

なりませんし、補助金等についてもですね、当

然返還という形も出てきますので、現段階では

ですね、当面は民営というのは、少し考えられ

ないということで、運営委託についてですね、

民間のノウハウを入れて、運営を、指定管理者

という形で運営をしていこうという形で、今進

めている段階でございますので、御理解をいた

だければというふうに思っております。 

○委員（橋本幸一君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） その部分ですね、やっ

ぱり中山間地のいろんな、結局携帯について

も、先ほどあったように、そうだし、このケー

ブルテレビだけが目的じゃない、情報という一
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つの流れの中で、やっぱり公的情報というのを

考えていただきたいという部分があるわけです

ね。 

 それともう一つ、公債費の、結局特会だか

ら、今一般会計、交付税のどれだけ歳入されて

いるのか見えない部分があるから、それについ

ては、大体どのくらいぐらい、今来ているんで

すか。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。過疎債

についてはですね、７０％ということなんです

けれども、過疎債だけではなくて、ほかの起債

もございますので、平均してですね、約５０％

というところです。（委員橋本幸一君「半分ぐ

らい」と呼ぶ） 

 半分ぐらいです。地方交付税措置されている

のがですね。（委員橋本幸一君「今回の、１億

７０００万ぐらいですか」と呼ぶ） 

 はい。 

○委員（橋本幸一君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） それでですね、さっき

指定管理者という、２８年度を目途にというこ

とですが、スケジュール的にはどういうスケジ

ュールを考えてありますか。結局、議会の議決

が要るから。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。指定管

理者制度の導入のスケジュールでございますけ

れども、まず、４月に指定管理者制度導入の方

針を決定をいたしまして、６月議会のほうにで

すね、条例整備につきましての提案をさせてい

ただきたいというふうに考えております。その

後、８月から９月にかけて、指定管理者の募集

を行い、１０月に候補者を決定して、１２月議

会で指定管理者のほうの指定、並びに予算の議

決をお願いしたいというふうに考えておりま

す。その後、３月に協定書を締結をいたしまし

て、２８年４月から実施という、ちょっと最短

になりますけど、一応そういう目標で進めたい

というふうに考えているところです。 

○委員（橋本幸一君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） それについては、指定

管理者は、初めて聞いたみたいな感じがしたん

ですが、住民の皆さんには、その辺についての

はっきりした周知をしていただくようにお願い

したいと思います。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。加入者

の代表者の方々とかのですね、御意見なども伺

うということで、並行して進めてまいりますけ

れども、ケーブルテレビ管理運営審議会のほう

もですね、４月から始める予定にしております

し、住民の皆さんへの周知も進めていきたいと

いうふうに思っております。（委員橋本幸一君

「はい、結構です」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第１３号・平成２７年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 
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 小会します。 

（午後４時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３０分 本会） 

◎議案第２０号・専決処分の報告及びその承認

について 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第２０号・平成２６年度八代市一

般会計補正予算・第９号に係る専決処分の報告

及びその承認についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。総務部次

長、岩本でございます。座って説明させていた

だきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○総務部次長（岩本博文君） それでは、議案

書をお開きいただけますでしょうか。議案書の

１ページをお願いいたします。 

 議案第２０号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。内容は、平成２６年度

八代市一般会計補正予算・第９号で、市庁舎管

理運営事業に係る経費を、本年１月３０日に、

緊急に専決処分を行ったものでございます。総

務委員会付託分として御説明いたします。 

 それでは、５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条

で、歳入歳出それぞれ１３６８万３０００円を

追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ５６

０億８２９９万４０００円といたしておりま

す。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 款１９、項１、目１、節１・繰越金で１３６

８万３０００円を計上しておりますが、今回の

補正予算の一般財源でございます。 

 次に、歳出を説明いたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目４・財

産管理費で１３６８万３０００円を補正してお

ります。内容は、市庁舎管理運営事業として、

平成２７年４月からの組織再編に伴う執務室の

改修や移転等に係る経費でございます。 

 それらの経費の主なものを説明いたします。

節１１・需用費の２４０万９０００円は、パー

テーションの移設等に係る経費でございます。

節１２・役務費の６８６万８０００円は、机、

キャビネットなど備品の運搬費や看板作成に係

る経費などでございます。節１５・工事請負費

１９１万２０００円は、鏡支所１階にパーテー

ションを新設するものでございます。節１８・

備品購入費２４９万４０００円は、千丁支所か

ら鏡支所へ移転します地籍調査課の書類を配

列、収納する棚、いわゆる本棚・書架の購入費

でございます。 

 以上、専決処分いたしました、平成２６年度

八代市一般会計補正予算・第９号の説明といた

します。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第２０号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第９号に係る専決処分の報告及びそ

の承認については、承認するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本
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件は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２１号・専決処分の報告及びその承認

について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第２１号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第１

０号に係る専決処分の報告及びその承認につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○総務部次長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 岩本総務部次長。 

○総務部次長（岩本博文君） はい。それで

は、引き続き、座って説明させていただきま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○総務部次長（岩本博文君） 議案書の１１ペ

ージをお願いします。 

 議案第２１号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は、平成２６年度八代市一般会計補正予

算・第１０号で、市庁舎施設整備事業に係る経

費を、本年２月１０日に、緊急に専決処分を行

ったものでございます。御説明いたします。 

 それでは、１５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条

で、歳入歳出それぞれ２７０４万円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ５６１億１０

０３万４０００円といたしております。 

 次に、第２条で繰越明許費の補正をしており

ますが、内容につきましては、１６ページの表

で説明します。 

 １６ページをお願いします。 

 第２表、繰越明許費補正では、本年度内の事

業完了が見込めない事業について、繰越限度額

の追加設定を行っております。 

 内容は、款２・総務費、項１・総務管理費に

おきまして、千丁支所庁舎空調設備改修事業で

２７０４万円の限度額設定を行っております

が、これは千丁支所庁舎の空調機器の故障に伴

う機器の入れかえ工事費で、工期が５カ月程度

かかり、本年度内の完了が見込めないことか

ら、繰越設定したものでございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 ２０ページをお願いします。 

 款１９、項１、目１、節１・繰越金で２７０

４万円を計上しておりますが、今回の補正予算

の一般財源でございます。 

 次に、歳出を説明いたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目４・財

産管理費、節１５・工事請負費で、市庁舎施設

整備事業、千丁支所分として２７０４万円を補

正しております。内容は、平成２６年１２月末

に千丁支所庁舎の空調が故障したため、機器の

入れかえを行うものでございます。故障の内容

は、熱交換器内部でのガス漏れでございます

が、空調そのものが設置後２２年経過し、熱交

換器の交換部品が製造中止であるため、機器の

入れかえを行うものでございます。 

 以上、専決処分いたしました、平成２６年度

八代市一般会計補正予算・第１０号の説明とい

たします。御審議のほど、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決いたし

ます。 

 議案第２１号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１０号に係る専決処分の報告及び

その承認については、承認するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後４時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３８分 本会） 

◎議案第２２号・定住自立圏形成協定の締結に

ついて 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２２号・定住自立圏形成協定の

締結についてを議題とし、説明を求めます。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。こんにちは。（｢こんにち

は」と呼ぶ者あり）企画政策課、宮川でござい

ます。 

 議案第２２号・定住自立圏形成協定の締結に

ついて、説明をさせていただきます。着座にて

失礼いたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） 議案書のほうは２１ページになって

ございます。 

 定住自立圏構想推進要綱に基づきます定住自

立圏形成協定を締結するには、議会の議決すべ

き事件として定める条例第２条の規定によりま

して、議会の議決を経る必要がございますこと

から、今回議案として提出をさせていただいた

ところでございます。 

 お手元にはですね、配付資料といたしまし

て、定住自立圏構想の概要についてということ

で、右肩には議案第２２号関係、総務委員会資

料１とあるものを御準備いただけますでしょう

か。ございますでしょうか。こちらのＡ４の縦

のものでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 小会します。 

（午後４時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時４１分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。それでは、こちらの資料に基

づきまして、簡単に説明をさせていただきます

と、こちら、９月の総務委員会のときに、定住

自立圏構想につきましては、概要の報告をさせ

いただいてものを、少し時点修正をしておりま

す。 

 １番目に書いております定住自立圏構想の状

況のですね、中ほどにございますが、中心市は

全国に２６２あり、県内では熊本、八代と書い

ておりますところの最後のくだり、菊池市が、

昨年１２月に宣言をされましたので、現在県内

では５市となってございます。 

 また、県内で中心市宣言後に定住自立圏を形

成しておりますのは、合併１市圏で形成された

山鹿と天草に加えまして、ことし１月に協定を

締結されました人吉・球磨の地域ということ

で、現在３圏域となっている状況になってござ

います。 

 続きまして、２点目の定住自立圏形成へ向け

た手続ということでございまして、①の中心市

宣言につきましては、御案内のとおり、９月２

５日の９月定例会最終日に市長が宣言をしたと

いうところでございまして、②定住自立圏形成

の協定につきまして、この３月定例会に、私ど

ものほうから議案として提出をさせていただい

ておりまして、氷川町におきましても同文の議

決をいただくべく議案として提出してございま

す。 

 ３点目の定住自立圏共生ビジョンでございま

すが、こちらのほうに具体的な取り組みなどを

盛り込んでいきまして、１対１の関係でです
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ね、役割分担のもと、連携した事業に取り組ん

でまいるというようなところでございます。 

 済みません、議案書のほうにお戻りいただき

まして、２２ページをお開きいただけますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 こちらが、議案の定住自立圏の形成に関する

協定書の案文でございます。第１条から第７条

で構成をいたしておりまして、第１条には目

的、第２条には基本方針、第３条に連携する政

策分野、第４、第５、第６には、連携や協定の

変更、廃止の場合の取り扱い、疑義の解決とい

ったものを記載しております。 

 あと、連携する政策分野につきましては、３

つの政策分野を掲げてございまして、第３条に

書いております、（１）生活機能の強化に関す

る政策分野、結びつきやネットワークの強化に

係る政策分野、圏域マネジメント能力の強化に

係る政策分野につきましては、１ページおめく

りいただきまして、２４ページの別表第１から

２８ページの別表第３まで、こちらのほうにで

すね、それぞれの分野ごとに取り組む内容のほ

うを記載をさせていただいております。 

 こちらの説明といたしましては、先ほど、別

でですね、配付させていただいております、こ

のＡ４の横表のですね、総務委員会参考資料と

いうことで、済みません、ばらばらになってお

りますが、こちらのほうを御確認いただきたい

と思います。 

 こちらのほうが、今回協定のですね、議決を

いただきました後に、共生ビジョンで想定して

おります取り組み事例を御紹介ということで、

参考資料としてまとめたものでございます。 

 左側、政策分野が、ただいま申し上げました

協定の中に記載しております政策分野でござい

ます。 

 ２つ目のくくり、協定記載の項目、協定記載

の小項目ということで、今申し上げましたとこ

ろが、別表１に書いております、それぞれの分

野におきまして、取り組む内容を記載したもの

を、この表に一覧にしたものでございます。 

 一番右側に、ビジョンに掲載が想定される現

在の取り組み事例ということで、これ、一般質

問のときにも、少し具体に申し上げましたけれ

ども、それぞれ生活機能の強化といった分野、

結びつきやネットワークの強化といった分野、

圏域マネジメントの強化といった分野にはです

ね、現在この記載のとおりの事業に、既に取り

組んでおりまして、こういった事業をビジョン

の中に盛り込むことによりまして、また、適切

な役割分担が図られるとともにですね、財政的

な支援も受けられるというような狙いもありま

して、今回協定の締結をお願いしたいというと

ころでございます。 

 説明は、簡単でございますが、以上とさせて

いただきます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっと、よかです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） 今の事例の一覧表の

中にですね、ビジョンに掲載が想定される現在

の取り組み事例の中にですね、八代市と氷川町

の中学校組合の件が、２番目に出とるですよ

ね。これについては、四、五年前ちゅうか、１

０年前に一遍出たっですよ。その後、また何遍

が出とっとですけど、もう、竜北の小学校生

は、もう八代市のほうに入れるごとして、も

し、希望があるなら、もちろん氷川中学校に入

れてもいいんだていうことで、組合ちゅうより

も、負担金ちゅう形でしたらどうかていう、そ

ういう案が、前あったんですよ。今は、そのこ

とについては、どがんふうになっとっとですか

ね。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川
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武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。御指摘のところでございます

けれども、こちらに記載しております事業につ

きましては、今回、この定住自立圏構想を進め

るに当たりまして、各課に氷川町と連携して取

り組める事業がないか、一応事務レベルでです

ね、協議を行いました際に上がってきたところ

でございまして、個別の案件ごとについてはで

すね、今後ビジョンや、また事務レベルで深掘

りをしていきますので、その際、ビジョンに掲

げるかどうかというのも議論をやりますので、

一応ここで記載しております想定というところ

で記載させていただいておりますので、今の御

意見のところも踏まえまして、ビジョンには掲

げてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） これについてはです

ね、まだ地元との話も、多分しっかりついとら

ぬと思いますけど、何回か問題になっとったん

ですよ。それで、非常に八代市側としての負担

金が多いて、負担金の何が多いですかね、均等

割とか、人数割とかありますもんね。それが多

いから、もう、子供が１人か２人しか行かぬよ

うだったら、その負担金かな、ちゅうことでし

たらどうかという方向で、多分いきよったもん

だけんですね、これについて、余り明確に書く

ことが、果たしていいかなと、いかがなものか

て思ったもんだけんですね、だけん、これにつ

いてはもう少し深く掘り下げたところでお話ば

進めてください。 

○企画振興部長（坂本正治君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。今回、

今取り組み事例という形で上げているのはです

ね、要は、まだ相手側がある話ですから、氷川

町と、要するにこの問題については協議をしま

しょうということでの提案事項ということで御

理解いただければと思うんですけども、要する

に、この問題については、当然氷川町と協議を

して、最終的にビジョンとして上げるかどうか

を含めてですね、検討しましょうということ

で、こういうことが想定されるということで、

担当課のほうから上げていただいた、問題提起

していただきましたので、これについては、今

後ビジョン策定の中で、これを上げるかどうか

のことも含めてですね、今おっしゃったような

内容も含めて、今から検討していきますので、

十分今の御意見を踏まえてですね、進めさせて

いただきたいと思います。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。質問のほうに

も、ちょっと伝えたんですけど、効果が薄いと

いうところが、物すごう多いわけですよね。そ

れについてですね、本市としての効果を上げる

ためというか、考えられておられることがあり

ましたら、ちょっとお話しいただきたいんです

けど。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。効果につきましてはですね、

それぞれ地域の特色を生かされて、取り組まれ

ていることだろうと思いますので、私どものほ

うから、それを評価するというのは差し控えた

いと思いますけれども、一般質問の中でも御答

弁させていただきましたとおり、適切な役割分

担のもとですね、連携して取り組める事業をし

っかりやっていきたいと、かように考えており

ます。 

 以上でございます。 
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○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） やはりですね、ほか

のところが効果が少なかったというようなとこ

ろを言ってるんじゃなくてですね、ぜひです

ね、八代市としては、一つ一つの事業の達成目

標、これをしっかり立てられてですね、目的は

ですね、人口の流出をとめて、ダムとしての役

割を持たせるというのが目的ですから、ぜひそ

れに見合った目標を立てて進めていただきたい

というふうに思います。要望でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） ちょっとよかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 氷川は、こんなして進

んでいってるんですけど、芦北町がどんななっ

ているか、ちょっと教えてください。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。芦北町さんとも、一応事務レ

ベルでの協議のほうは始まっておりまして、も

ともとこれを、定住自立圏構想を推進するに当

たりましては、八代圏域で一体でした氷川町の

ほうと先行しましたので、芦北町のほうとも事

務協議等々整いました後には、また同じように

議案としてお願いをしたいというふうに思って

います。（委員矢本善彦君「はい、わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。質疑

を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第２２号・定住自立圏形成協定の締結に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

                              

◎議案第２３号・新市建設計画の変更について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第２３号

・新市建設計画の変更についてを議題とし、説

明を求めます。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。それでは、議案第２３号につ

きまして、引き続き、企画政策課のほうから説

明のほうをさせていただきたいと思います。着

座にて失礼いたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） まずは、今回、こちらの新市建設計

画の変更に当たりまして、資料のですね、提出

が大変遅くなりまして、事前によく資料を見て

いただく時間がありませでしたことを、まず

は、おわび申し上げたいと思います。 

 本日、資料として配付させていただいており

ます、こちらのＡ４のですね、縦紙のものでご

ざいます。新市建設計画の変更理由、議案第２

３号関係というところ、こちらを、まずは御用

意いただきまして、あと、カラー刷りのです

ね、こちらの変更計画書のほうも、お手元に御

準備いただければと思います。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、こちらのＡ４のですね、縦紙の、

縦の紙の、こちらのほうを少し読まさせていた
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だきます。 

 今回の計画変更の目的でございますけれど

も、本市では、合併後の諸課題や新たな市民ニ

ーズに対応するため、この新市建設計画の理念

を発展的に引き継いだ八代市総合計画を策定し

てございまして、市の将来像でございます、や

すらぎと活力にみちた魅力かがやく元気都市や

つしろの実現に向けたまちづくりに取り組んで

いるところでございます。 

 本市を取り巻きます状況は、人口減少、少子

高齢化の進行、交付税や市税の減少などによ

り、より厳しい行財政運営となることが予測さ

れてございます。 

 緊縮する財政状況の中、行財政基盤の強化を

図りつつ、市民の安心・安全を守る事業にも、

まだこれからも取り組む必要がございます。 

 そのような中、さきの震災を受けまして、東

日本大震災による被害を受けた合併市町村に係

る地方債の特例に関する法律の一部を改正する

法律が成立しておりまして、被災地外の合併市

町村におきましても、この新市建設計画に基づ

く事業に要する経費に充てる、まあ、合併特例

債の発行可能期間が、合併及びこれに続く１５

年ということで、１０年プラス５年ということ

で延長をしていただくことができました。 

 これまで、合併特例債を活用いたしまして

は、小学校の耐震化、防災無線、消防署といっ

た防災機能を高める事業や広域交流施設、幹線

道路など、合併効果を高める事業を行ってきた

ところでございまして、本市の合併特例債の活

用状況は、２５年度末で８８億円であり、活用

する余地というのは、まだ残されていると考え

てございます。 

 今後、緊縮する財政状況の中、環境センター

や新庁舎の建設を控えるとともに、東日本大震

災のたび重なる災害や教訓を踏まえた防災・災

害対策の強化を、さらに進める必要があるとい

うふうな認識をしておりまして、合併特例債を

引き続き活用し、事業の推進、財政負担の軽減

を図るため、この新市建設計画を５年間です

ね、延長いたしまして、３２年度までの計画と

いうことでお願いをするものでございます。 

 そういったことで、２のほうに書いておりま

す、計画変更の内容・理由といたしましては、

この計画期間を５年間延長し、３２年度まです

るということをベースで書いておりまして、そ

れに伴いまして、指標の見直し、人口といった

指標、それから、県の計画が既に終了している

ものは削除してくれというような事務レベルで

の協議が整いましたものは削除をしながら、済

みません、１ページおめくりいただきまして、

財政計画、これにつきましても、３２年度まで

延長したというものでございます。ただし、こ

れはですね、策定しまして、それから、内部で

の協議や県との事務レベルでの協議、また地域

審議会での御意見を諮る必要がありましたもの

ですから、２６年末ということで策定をしてお

りまして、少し古いというところがありますけ

ども、ここは御理解いただきたいと思います。 

 そういったこともありまして、変更しない部

分の考え方で書いておりますとおり、この総合

計画を既に策定しておりまして、新市建設計画

を基礎とした理念を継承しているというような

ことで、審議会からも、この総合計画を策定す

る際には答申もいただいておりまして、中身に

ついてはですね、大きくはさわらないというよ

うなことにいたしたところでございます。 

 なおですね、これまでの簡単な経緯を振り返

りますと、内部的な事務作業を新年度当初から

始めまして、地域審議会には１１月中旬にお諮

りをいたしまして、審議会からの答申を１１月

２６日に、妥当であるということでいただいて

おります。 

 現在、県との協議もしまして、パブリックコ

メントも終わり、今回議会のほうに御審議をい

ただいているというような状況でございます。 



 

－72－ 

 以上、簡単でございますが、新市建設計画の

変更の説明とさせていただきます。御審議よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） これはパンフレット

を、今からつくられるということですかね。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、宮川企画政策

課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。新市建設計画につきまして

は、今回部数が余りなく、配付できておりませ

んが、もともとこちらの冊子がございまして、

今回５年間延長するというところにつきまして

は、今申し上げました期間であったり、あと、

人口の指標であったり、財政的なところの割り

振りでございますので、今回新たに冊子という

のは考えてございませんで、今後は、このカラ

ー刷りのものを、自前でつくったものを、必要

があれば活用したいと、かように考えてござい

ます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。ダウンロード

できる資料が、前はありましたので、今回も一

緒にホームページにのっけていただければなと

思います。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。議決いただきました後は、公

布等を行う予定でございますので、その際は、

ぜひまた御活用いただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第２３号・新市建設計画の変更について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２４号・財産の無償譲渡について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第２４号

・財産の無償譲渡についてを議題とし、説明を

求めます。 

○財政課長（佐藤圭太君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。財政課、佐

藤でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○財政課長（佐藤圭太君） まず、議案書４３

ページをお願いいたします。議案第２４号・財

産の無償譲渡についてでございます。 

 提案理由に示しておりますとおり、財産を無

償譲渡するには、地方自治法第９６条第１項第

６号の規定により、議会の議決が必要であるた

め提案するものでございます。 

 今回は、有佐保育園、旧鏡町立有佐保育園の

建物を無償譲渡するための提案でございます。 
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 議案書とは別に、別添資料を配付しておりま

すので、そちらをごらんいただけますでしょう

か。Ａ４横長で、右肩にきょうの日付と財政課

と記載しております。 

 財産を無償譲渡する相手方は、社会福祉法人

創和会理事長、平住昌之氏であります。その内

容は、現在の有佐保育園の園舎で、鉄筋コンク

リートづくり、スレートぶき平屋建て、面積４

０４.２５平方メートル、昭和６１年３月竣工

で、建築後２８年経過の物件でございます。 

 この物件につきましては、旧鏡町で取り組ま

れていた保育園民営化の過程で、平成１７年４

月から無償貸し付けによる民営化が行われ、合

併後、新市にそのまま引き継がれたものでござ

います。その後、保育園側より土地・建物につ

いて譲り受けて、完全民営の保育園として経営

を行っていきたいとの申し出がございました。 

 このため、保育園側と協議を行ったところ、

土地については売却、買い取り、建物について

は無償譲渡ではどうかということで、このたび

の提案に至ったところでございます。 

 土地の売却予定額は、資料に示しております

とおり、１６８０万円でございます。 

 なお、建物の無償譲渡という提案に至った経

緯につきましては、これから簡単に御説明申し

上げます。 

 財産譲渡につきましては、まず有償で、つま

り売却という形で検討を進めたところでござい

ます。有償譲渡の場合、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律の規定によりまし

て、鉄筋コンクリートづくりの保育所の場合、

４７年間は財産処分が制限され、本件に関しま

しては、建築後２８年で、４７年をまだ経過し

ておりませんので、補助金の返還義務が生じま

す。 

 補助金の返還額は、売却額に応じて計算され

ますので、本件では、建物の鑑定評価額が、資

料に記載しておりますとおり８７０万円でござ

いますので、この金額で売却すると想定して補

助金返還額を計算いたしますと、国に対して約

３４３万円、県に対して約１７２万円、合計で

約５１５万円の返還となります。そこで、売却

想定額８７０万円から国県への返還額５１５万

円を差し引きました３５５万円が売却益となっ

て、市の収入となるところでございます。 

 一般的には、ここで事務が完了するところで

ございますが、先ほど、簡単に触れましたよう

に、有佐保育園は、旧鏡町当時、平成１７年４

月から無償貸し付けを行っている施設でござい

ます。その際、保育園の維持管理や施設整備に

ついての費用は、保育園側に負担をお願いして

ありまして、その金額は、平成１７年度から平

成２６年度の現在まで、５００万程度支出され

ているところでございます。その中で、施設整

備に関するものというくくりで、大まかに整理

いたしますと、４４０万程度の金額になりま

す。 

 そこで、売却という形で話を進めるのであれ

ば、これまで保育園側が施してきました保育園

への付加価値、つまり施設整備に要した費用４

４０万円程度は、市の財産価値を高めたものと

して補償しなければならないのではないかとい

う課題が生じてまいりました。 

 先ほど申し上げました、補助金返還後の売却

益、つまり市の歳入が３５５万円、そして、こ

れまで保育園側が実施してまいりました施設整

備４４０万円、これらを単純に考え合わせます

と、市としては３５５万円の収入はありますも

のの、一方で、保育園側にこれまでの整備費用

４４０万円を支払うという事態が考えられま

す。結局、売却することで４４０万円と３５５

万円の差額、８５万円の金額が必要になる、つ

まり、追加で８５万円程度の支払いが発生する

という状況が考えられます。 

 これに対しまして、無償譲渡の場合は、厚生

労働省の財産処分承認基準の規定により、補助
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金の返還は生じません。また、無償で譲渡する

ということであれば、相手方からも、これまで

に要した経費分を求められることはありませ

ん。つまり、追加で支出することもないという

ことになります。 

 以上のことから、有償譲渡と無償譲渡を比較

した場合、財政的には無償譲渡のほうが有利で

あると判断し、今回提案したところでございま

す。 

 なお、無償譲渡ということで、その契約に当

たりましては、厳しい条件を付したものといた

しております。具体的には、譲渡した建物を児

童福祉事業の用に供する目的以外の目的に使用

しないこと、また、譲渡契約成立以降１０年間

は、譲渡した建物を他の事業者に転売しないこ

となどでございます。 

 本件に関しましては、保育園の事業展開を図

る上で、保育施設を社会福祉法人創和会へ無償

譲渡することによりまして、今後の保育運営と

あわせて、保育施設の安全管理体制を整え、子

供たちの健やかな成長に期する保育園として運

用され、健全な保育園運営事業が継続的に推進

されるものと考えております。 

 以上をもちまして説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） 以上の部分につい

て、質疑を行います。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようで

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２４号・財産の無償譲渡については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５１号・公有水面埋立免許に対する意

見を述べることについて 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第５１号

・公有水面埋立免許に対する意見を述べること

についてを議題とし、説明を求めます。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい、委

員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。お

疲れでございます。国際港湾振興課、桑原でご

ざいます。座らせていただいて御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 済みません、３月定例会議案書のほうのその

２でございます。その２の１ページをお開きを

いただければと存じますが、よろしゅうござい

ますでしょうか。 

 議案第５１号・公有水面埋立免許に対する意

見を述べることについてでございます。 

 今般、本市に対しまして、熊本県知事から、

公有水面埋立免許に対し意見を求められており

ます。 

 一番下の段の提案理由にありますとおり、市

長が意見を述べるには、公有水面埋立法第３条

第４項の規定により、議会の議決を経る必要が

あることから提案したものでございます。 

 ２ページの図面も御参照いただきながら、お

聞きいただければと存じますが、まず、当該

地、公有水面埋立予定区域でございますが、位

置といたしまして、八代市植柳下町字大築嶋３

０の１、字黒島４５、字箱島４７、字鵜ノ子島

４６地先公有水面でございます。それから、面

積のほうが３０万３１８７.５９平方メート

ル。それから、用途のほうが緑地ということで

ございます。 
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 済みません、別添お配りしております資料の

ほうをごらんいただければと存じますが、ちょ

っと色刷りの資料でございますが、公有水面埋

立の概要ということで、写真つきの資料でござ

いますが、よろしゅうございますか。（｢は

い」と呼ぶ者あり）そこの４の出願内容という

ところでございますけれども、国が八代港で整

備中の水深１４メーター航路から発生するしゅ

んせつ土砂の処分のため、しゅんせつ土砂処分

場を整備し、海面を埋め立てるものということ

でございます。 

 下の真ん中ほどに、利用計画とございます

が、緑地として２９万２４９７平方メートル、

それから、護岸敷として１万６９１、合わせて

３０万３１８８平米でございます。 

 下に整備期間、一応８年間ということで、平

成２７年度から平成３４年度までとしておりま

す。 

 処分する土砂の量でございますが、３２０万

立米というところでございます。 

 また、議案書のほうに、ちょっとお戻りをい

ただければと思いますが、出願者につきまして

は、国土交通省金尾健司九州地方整備局長でご

ざいます。 

 意見としまして、この公有水面埋立免許に対

し、異議がない旨を述べるものでございます。 

 この１４メーターの航路しゅんせつにつきま

しては、これまでも国県に対しまして、強く要

望を行ってきたものでございまして、今年度

も、ここにいらっしゃいます、橋本議長にも、

熊本県、九州地方整備局、また矢本議員にも、

昨年の１１月に東京での要望活動にも御同行い

ただいて、力強く要望を行っていただいたとこ

ろでございます。 

 この事業が前に進み出すと、動き出すという

ことで、大変ありがたいなというふうに思って

おります。 

 御審議のほど、何とぞよろしくお願い申し上

げます。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。何かありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 黒島に、今ありま

す、トイレと、何ですかね、中の観光の施設、

あれはどうなるんですかね。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） それにつ

きましては、国のほうと、あと、市の観光のほ

うとで協議を行って、基本的には場所等が決ま

らないと、またあれですけれども、それなりの

補償のほうは、国のほうで考えていただいてい

るということでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 個人的には、きれい

なところなのであれなんですけど、波止場が、

あそこの裏側にありますよね。埋め立てると、

波止場が全部なくなるので、もしも、そういう

ことで使われぬようであれば、そういうところ

も検討していただきたいなと思います。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） 実際、埋

め立てのほうが始まり出しますと、あそこの黒

島は使えないということになりますので、移転

先も含めて、御検討されているということでご

ざいます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 
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○委員（中山諭扶哉君） あの場は、実際トイ

レとかは、補償金とかの関係は大丈夫だったん

ですか。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） そこら辺

については、観光振興課のほうが所管しており

ますので、ちょっと私のほうでは把握しており

ませんけど。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 後ほど資料でもいた

だければと思います。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑原港湾振興課長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい、わ

かりました。 

○委員（矢本善彦君） ちょっとよかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 以前ですね、この問題

は、平成１３年だったかな、この埋め立てのと

きに、八代のしゅんせつは少なくて、有明港と

か大牟田港からたくさん来たもんだから、１回

否決したことがあるんですよね。そういうのだ

と、八代のしゅんせつだけ、ここに埋めるんで

すか。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。今

回のこの事業につきましては、１４メーターの

航路のしゅんせつ土砂だけということでござい

ます。（委員矢本善彦君「わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（矢本善彦君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） それをね、やっぱりチ

ェックしとかんとね、県のだからといって、ど

んどんね、熊本港とか、よそから持ってきたか

ら困るから、そこのチェックはしとってくださ

い。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） これは、県から国交省

に、今度は引き継がれるということでですね、

一気に、私ども、航路の開設が進むと思いま

す。市としてもですね、ぜひ、沖待ちがないよ

うな、そういう八代港の整備が進みますよう

に、ぜひとも、意見として。（｢ありがとうご

ざいます」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第５１号・公有水面埋立免許に対する意

見を述べることについては、可決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

す」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後５時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時１８分 本会） 

◎議案第２８号・八代市移動通信用鉄塔条例の
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一部改正について 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第２８号・八代市移動通信用鉄塔

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

○情報政策課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松村情報政策課長。 

○情報政策課長（松村 浩君） はい。お疲れ

さまです。情報政策課、松村でございます。着

座の上、御説明させていただきます。よろしく

お願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○情報政策課長（松村 浩君） 議案書のほう

は、もとに戻りまして、厚いほうになります。

５１ページでございます。 

 議案第２８号・八代市移動通信用鉄塔条例の

一部改正について、御説明します。今回の改正

は、本年３月末に、坂本町の携帯電話基地局施

設３局が完成し、供用開始をするに当たり、基

地局の位置を定めるものと、これまで整備しま

した基地局の名称を追加するとともに、国の補

助金交付要綱等に合わせた文言に整理を行うも

のでございます。 

 説明につきましては、新旧対照表で行いたい

と思いますので、さきにお配りしております資

料、右肩に議案第２８・２９号と書いてある資

料のほうが、お手元のほうに届いておりますで

しょうか。全部で３枚物になります。ちょっと

色が、１枚目は黒ですけど、ございますか。 

 それでは、資料に基づきまして御説明申し上

げます。 

 １ページ目は改正の概要等でございますの

で、これは私が、今からしゃべる分ですので、

次のページをめくっていただきまして、２ペー

ジ目をごらんください。右側が現行でございま

す。左側が改正案ということで、色がついてい

るところが、基本的には変えたところだという

ことでごらんいただければと思います。 

 まず、表題におきまして、国の名称に合わせ

るなど、条例の内容をよりわかりやすくするた

めに、現行の移動用通信用鉄塔条例を、左側の

携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する

条例と変更いたしております。 

 次に、第１条におきまして、こちらも国県の

補助要綱の文言に合わせて、移動通信用鉄塔施

設を、携帯電話等の業務の用に供する無線通信

用施設及び設備に、また、鉄塔施設を基地局施

設に変更いたしております。 

 以降、第２条、第３条におきましても、鉄塔

施設を基地局施設というふうに、文言を変更い

たしております。 

 申しわけございませんが、また、第２条のほ

うにお戻りいただきまして、これまで基地局の

名称につきましては、移動通信用鉄塔施設とい

う１つの文言で行っておりましたが、他自治体

の例に倣い、本市においても、それぞれに基地

局の名称がありますことから、それぞれの基地

局の名称を記載するように変更いたしたところ

でございます。 

 また、昨年の８月に供用開始をしました、上

から５番目の日光基地局、及び一番下の水梨基

地局の位置につきまして、前回の改正時点にお

きましては、土地の分筆事務が完了していなか

ったために、分筆前の番地でしたので、今回分

筆後の番地に変更をいたしております。ちょう

ど番地のところに、上のほうは２が追加になっ

て、一番下のほうは７３というのが追加になっ

ているというところでございます。 

 さらに、上から６番目の枳之俣基地局と、そ

の下の市ノ俣基地局と、その下の横様基地局

は、ことし３月末に供用開始予定のため、名称

と位置を新たに追加いたしております。 

 なお、次のページでございますけども、附則

におきまして、施行日を、現時点においては工
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事完了が見込みでございますので、この条例が

公布されてから６カ月を超えない範囲内におい

て、期日については規則で定めるというふうに

いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第２８号・八代市移動通信用鉄塔条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２９号・八代市移動通信用鉄塔施設整

備事業分担金徴収条例の一部改正について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第２９号

・八代市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴

収条例の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○情報政策課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松村情報政策課長。 

○情報政策課長（松村 浩君） はい。引き続

き、議案書５５ページをごらんください。 

 議案第２９号・八代市移動通信用鉄塔施設整

備事業分担金徴収条例の一部改正について、御

説明します。先ほどの資料の５ページに、新旧

対照表をつけておりますので、そちらのほうで

御説明します。 

 こちらのほうも、国県の補助金交付要綱の名

称の変更に伴い、文言の整理を行うものでござ

います。 

 まず、表題におきまして、移動通信用鉄塔施

設整備事業を携帯電話等基地局施設整備事業

に、また、第１条、第２条におきましては、電

気通信格差是正事業を携帯電話等エリア整備事

業に変更するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 議案第２９号・八代市移動通信用鉄塔施設整

備事業分担金徴収条例の一部改正については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３０号・八代市行政手続条例の一部改

正について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第３０号

・八代市行政手続条例の一部改正についてを議

題とし、説明を求めます。 

○文書統計課長（橋口幸雄君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋口文書統計課長。 

○文書統計課長（橋口幸雄君） はい。文書統

計課、橋口でございます。 

 議案第３０号・八代市行政手続条例の一部改

正について、説明をいたします。座って説明さ
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せていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○文書統計課長（橋口幸雄君） 議案書のペー

ジとしましては、５７ページから５９ページで

ございますが、あらかじめ配付しております、

こちらの資料、行政手続条例の一部改正につい

て、右上に議案第３０号関係とありますが、こ

ちらをもとに説明させていただきます。 

 それでは、資料１の改正理由についてでござ

いますが、そちらに記載しておりますとおり、

このたび行政手続法において、行政運営におけ

る公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権

利利益の保護に資することを目的として、処分

等の求めの手続や行政指導の中止等の求めの手

続の新設などが行われます。 

 その下の（参考）として載せておりますとお

り、行政手続法におきまして、地方公共団体

は、同法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置

を講ずるよう努めなければならないと規定され

ておりますので、本市が制定しております行政

手続条例においても、今回の法改正の内容に合

わせた整備を行うものでございます。 

 次に、下の２の改正事項でございますが、ま

ず、新設されます処分等の求めといいますの

は、①にありますとおり、第三者が法令違反の

事実を発見し、その是正のための処分等がされ

ていないと考える場合に、当該第三者が行政長

に対し必要な処分等を求めることができるとす

るものでございます。つまり、行政に対して職

権発動を求めるものでございます。 

 次に、行政指導等の中止等の求めといいます

のは、②にありますとおり、行政指導を受けた

相手方が、当該行政指導が法令の要件に適合し

ない、要するにその行政指導は間違っていると

考える場合に、その行政指導の中止等を求める

ことができるとするものでございます。 

 また、その他の改正事項といたしまして、③

にありますとおり、行政指導に携わる者は、相

手方に対して許認可等に関する権限を行使する

根拠を示さなければならないことや、字句の整

理などを行っております。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決いたし

ます。 

 議案第３０号・八代市行政手続条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３１号・八代市個人情報保護条例及び

八代市情報公開条例の一部改正について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第３１号

・八代市個人情報保護条例及び八代市情報公開

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

○文書統計課長（橋口幸雄君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋口文書統計課長。 

○文書統計課長（橋口幸雄君） はい。引き続

き、議案第３１号・八代市個人情報保護条例及

び八代市情報公開条例の一部改正について、説

明いたします。 

 これも、議案書のページとしましては、６１

ページからでございますが、あらかじめ配付し

ております、こちらの資料をもとに説明いたし

ます。 

 それでは、資料の１の改正理由についてでご
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ざいますが、そちらに記載しておりますとお

り、改正する理由は、独立行政法人制度改革に

よるものでございまして、従来役員や職員の身

分が国家公務員とされておりました特定独立行

政法人が、新制度では行政執行法人となること

に伴い、条例中の字句の整理を行うものでござ

います。 

 次に、下の２の改正事項でございますが、改

正する部分は、条例中の国家公務員の定義の部

分でございます。ちなみに、この条項は、公務

員の職、氏名、職務内容については公開すると

いった内容の規定でございまして、ここでは、

特定独立行政法人、改正後は行政執行法人とな

りますが、この役員及び職員は、国家公務員の

定義からは、条例上は除かれておりますが、そ

もそもこれらは一般の独立行政法人の役員及び

職員として、その職、氏名などについては、も

より公開することになっておりますので、条例

の実質的な内容についての変更はございませ

ん。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑いたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終わります。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決いたし

ます。 

 議案第３１号・八代市個人情報保護条例及び

八代市情報公開条例の一部改正については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３２号・八代市行政財産使用料条例の

一部改正について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第３２号

・八代市行政財産使用料条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○財政課長（佐藤圭太君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 佐藤財政課長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。財政課、佐

藤でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○財政課長（佐藤圭太君） 議案書６３ページ

をお願いいたします。議案第３２号でございま

すが、これは、提案理由に記載のとおり、電気

通信事業法施行令におきまして、登録講習機関

に係る登録の有効期間の改正があり、関係しま

す条例の改正を行うものでございます。 

 ６４ページ、及び、右上にきょうの日付と財

政課と記してありますＡ４の縦長の新旧対照表

を御参照ください。 

 これは、電気通信事業法施行令の改正に伴

い、八代市行政財産使用料条例の別表備考欄の

条の繰り下げ、及び引用条項の改正などを行う

ものでございます。 

 また、附則で、平成２６年１２月１日からの

適用となっておりますが、これは電気通信事業

法施行令の施行日に合わせたものでございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） これより採決いたし
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ます。 

 議案第３２号・八代市行政財産使用料条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

 ５時４５分に再開します。 

（午後５時２９分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時４５分 開議） 

◎陳情第１号・裁判官訴追委員会（委員長）森

英介の（国会政府）証人喚問について 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。そ

れでは、休憩前に引き続き、総務委員会を再開

いたします。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 当委員会に付託となっておりますのは、新規

の陳情１件と継続審査の陳情２件です。 

 まず、新規付託分について審査いたします。 

 それでは、陳情第１号・裁判官訴追委員会

（委員長）森英介の（国会政府）証人喚問につ

いてを議題とし、要旨は文書表のとおりです。 

 本陳情について、質疑、御意見等を求めま

す。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） はい。小会をお願いし

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） 小会します。 

（午後５時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時５６分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

 まず、陳情第１号・裁判官訴追委員会（委員

長）森英介の（国会政府）証人喚問についてを

議題とします。本陳情について、質疑、御意見

等はありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。心情的には理

解でき得るものがあると思いますけれども、誰

でも判決というものは、本当に嫌なものであり

ます。苦労やプレッシャーは想像しても、想像

し切れぬものがあります。事件については、確

定後も、本人にとっては存在が続くものだと思

います。 

 陳情者の納得を得るのは難しいものと考えま

すが、総務委員会としては、これ以上論議して

も限りがあります。司法の決着を見ているよう

でありますので、今回は審議未了という形にと

っていただきたいと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 陳情第１号・裁判官訴追委員会（委員長）森

英介の（国会政府）証人喚問については、審議

未了との意見が、――証人喚問については、閉

会中継続審査の申し出をしないこと、並びに結

論を得るに至らなかったこと、すなわち審議未

了とするに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。ありが

とうございました。 

                              

◎平成２６年陳情第６号・八代地域人権オンブ

ズパーソン制度に係る抜本的見直しについて 

◎平成２６年陳情第７号・八代地域人権オンブ

ズパーソン制度の見直しについて 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、継続審査とな

っております、平成２６年陳情第６号・八代地
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域人権オンブズパーソン制度に係る抜本的見直

しについて、平成２６年陳情第７号・八代地域

人権オンブズパーソン制度の見直しについて

は、関連がありますので、一括議題とし、採決

については、個々に行うことといたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 要旨は、文書表のとおりでございます。 

 本件について、質疑、御意見等はありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） これには、いろんな

組織もかかわっておりますので、執行部のほう

に説明を求めたいと思いますけれども。 

○委員長（福嶋安徳君） 小会します。 

（午後５時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時０１分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口人権政策課長。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） 人権政策課、坂口でございま

す。 

 八代地域人権オンブズパーソン制度見直しの

ためのワーキングチーム会議の経過の概要につ

いて、説明、報告をさせていただきたいと思い

ます。座らせて説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（坂口孝幸君） この件に関しましては、平成

２６年１１月１９日の総務委員会にて、第１回

から第３回まで行いましたワーキングチーム会

議についての報告をさせていただいたところで

す。 

 本日は、第４回から第７回まで、ワーキング

チーム会議のほうを行っておりますので、その

会議の概要について報告、説明をさせていただ

きたいと思います。 

 第４回目を、平成２６年１１月２０日に行っ

ております。この際には、第３回までの会議の

内容等についての確認、及び成果と課題につい

て協議を行ったところです。 

 第３回のワーキングチーム会議を経まして、

１０月２９日に推進会議幹事会への経過報告を

行ったこと、それから１１月１９日に総務委員

会で報告を行ったことなどを中心に協議を行っ

ております。 

 その協議の際に出た意見等については、ここ

に書いてありますとおりでございます。海士江

の案件の精査については、ワーキングチームで

は行わず、外部の委員会ですべきであると。こ

れについては、ワーキングチーム会議は、推進

会議の下部組織ということで、オンブズパーソ

ンについても同様であるため、これについては

ふさわしくないんではないかと、そのような意

見が出ております。 

 それから、人権侵害に対応するには、オンブ

ズパーソン制度が必要との意見に対しまして、

現行制度は廃止すべきではないかと、そのよう

な意見も出ております。 

 もし、必要であるならば、市町の組織として

条例化する必要がある。条例化するとした場合

は、３月議会に向けた条例の法令審査等、議会

への説明等が必要になりまして、日程的には厳

しく、間に合わないんではないかというような

意見も出ております。 

 それから、人権擁護委員の活用や相談員の機

能を強化してオンブズパーソンとしてはどうか

というような意見も出たところでございます。 

 第５回は、平成２６年１２月１６日に実施を

しております。第４回での会議録で内容を確認

した上、第４回ワーキングチーム会議までの協

議内容をもとにつくりました事務局の報告書の

たたき台をもとに協議を行っております。 
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 事務局のほうでは、今後の取り扱い案としま

して、たたき台として４案を提示をいたしまし

た。オンブズ制度を廃止する案、それから、現

行制度を充実、機能強化を図る案、それから、

現行制度を改善して、相談窓口として運用する

というような案、それから、新たな人権オンブ

ズパーソン制度を創設するというような案をた

たき台として協議を行っております。 

 いずれの場合も、条例化、予算等の課題があ

りまして、議会の承認が必要なので、来年度、

平成２７年度当初運用開始は不可能ではなかろ

うか、早くても６月議会提案ということになり

はしないかというような意見を交わしていると

ころでございます。 

 第６回は、平成２７年１月２９日に行いまし

て、これも、前回までの会議についての内容の

確認、それから、前回の会議で出た意見等につ

いて協議を重ねているところでございます。 

 次のページ、お願いします。 

 主な意見としましては、ワーキングチームで

出した結論については、報告書という形で検討

結果を幹事会に報告をするというようなことを

申し合わせております。 

 それから、オンブズパーソンの業務に携わっ

ておりました調査相談専門員がつくっておりま

す、成果と課題というような資料の内容を整理

をして、報告書の中には入れてはどうかという

ような意見等も出ています。 

 それから、記述の不正確な部分は、正確に表

現してはどうかというような意見が出ておりま

す。 

 今後の日程が、年度末まで期間が迫っている

ということで検討しましたところ、今年度中の

報告は少し無理ではなかろうかというような意

見も出ておりました。 

 そこで、課題を整理しながら、法的な面につ

いては弁護士へも相談、確認をしながら進めて

いくというようなことを確認したところです。 

 第７回は、平成２７年２月１９日に行ってお

ります。第６回まで行いました会議録等の確認

をした上で、話の進んでいないところについて

話を重ねたというところになります。 

 その際、現行制度の廃止が前提条件として、

その後に、市町が何をするのかというようなス

タンスで対応案を検討するというようなことを

再確認をしたところです。 

 その中で交わした意見のほうは、ここに書い

てあるとおりなんですけれども、まず、第７回

の会議の前に、前日に弁護士相談を行っており

ました。弁護士相談につきましては、これまで

のワーキングチーム検討の経緯、それから、報

告書素案として検討中である具体的な３案につ

いて説明をしまして、法的な不備とか表現上の

問題、弁護士経費等について助言を依頼をした

というようなことを報告をしております。この

依頼については、再度２月２６日に訪問して結

果を聞くというようなことで約束をしたという

ところでございます。 

 それから、第２回の幹事会を２月９日に開い

ておりまして、その際に４回、５回、６回の結

果についての状況を報告をしております。その

報告をした際に出た幹事会での意見等について

も、この第７回の会議の際に報告をして、確認

をしたところでございます。 

 その際に出た、幹事会で出た意見というの

が、ここに書いてあります、オンブズパーソン

調査相談専門員との協議が必要ではないかとい

うような意見、それから、相談業務と司法の間

を埋める制度としてのオンブズパーソン制度の

必要性があるんではないかというような意見、

それから、ワーキングチーム会議の最終的な報

告書に、早期再開を目指してというような言葉

を入れるべきではないかというような意見、幹

事会とワーキングチームで意見交換が必要では

ないかというような意見が、幹事会から出たと

いうことでございます。 
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 そこで、それらを受けてですね、第７回のワ

ーキングチーム会議では、議会で取り上げられ

た経緯は原文を引用して正確に記載してはどう

かとか、幹事会との意見交換をしてもらいたい

とか、逆に、幹事会に左右される必要はないん

ではないかというような意見が出まして、これ

については、ワーキングチームは外部から独立

して検討するということを再確認をして、幹事

会のほうからは、検討不足というような指摘に

ついてのみ、ワーキングチーム会議で再度検

討、協議するということで、幹事会の意見に特

に左右されるということはしないということを

確認をしたところです。 

 それから、人権オンブズパーソンを設置する

場合は、対応する案件を人権全般というわけで

はなくて、ある程度絞ると、案件を絞ってはど

うかというような意見も出ております。 

 それから、調査相談専門員資料として、成

果、課題、展望というのを報告書のほうに生か

してほしい、それから、オンブズパーソン制度

の取り扱いではなく、相談者の問題解決の仕組

みを検討することが必要であるというような意

見も出たところでございます。 

 それから、ワーキングチーム会議への弁護士

を出席をしていただいて、意見交換などできな

いかというような提案があったところです。 

 それから、議会からは、オンブズパーソン再

開というような結果ありきで協議をしているの

ではないかというような質問があったというよ

うな意見も出ております。 

 そのようなことを踏まえてですね、課題を整

理して、法的な面については弁護士に確認をし

ていくということで、第７回のほうは、最後に

書いてあります確認事項を再確認した上で、次

回の会議につなげるということにしておりま

す。 

 ここに書いてあります、報告書の具体的内容

について、現行の人権オンブズパーソン制度の

廃止を前提にしたＡ、Ｂ、Ｃ案の３案を報告す

るということで決めております。 

 先ほど、第５回の中で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、４

案というふうに言っておりましたが、その中の

現行制度の改善というものは、現行制度を廃止

前提の上で３案考えるということに、方向性の

ほうが固まってまいりましたので、そういう意

味で、ここではＡ、Ｂ、Ｃの３案ということに

絞って検討しようということになったところで

す。 

 Ａ案としまして、現行の各課、各機関の相談

窓口の改善と連携強化を図っていこうとする

案。Ｂ案としまして、Ａ案に加えて、心理カウ

ンセラーを配置をして、強化を図っていくとい

うような案。Ｃ案としまして、新たな人権オン

ブズパーソン制度を条例化すると。ただし、そ

のスタッフとしましては、弁護士等の専門家を

配置をするんだと。こういう３案を中心に、今

後詳細を詰めていこうというようなことで確認

をしたところです。 

 そして、この３案を、最終的には優先順位は

つけずに、上位の幹事会のほうに報告をしてい

こうというような確認をして、第８回を３月２

３日に、また会議を開くということで予定をし

ているところでございます。 

 それから、弁護士についての相談なんです

が、先ほど言いました２月１８日に、一応相談

を行いまして、その結果を２月２６日に、また

再確認をしに訪問をしまして、聞いたところな

んですが、現在の進め方等については、法的な

問題は見受けられないだろうと。それから、報

告書の素案として、現在進めている、それにつ

いてもそういう問題点は見られないというとこ

ろで回答をいただいたところです。 

 それから、会議につきまして、弁護士に出席

していただけないかということについても、一

応相談をしましたところ、都合が合えば、スケ

ジュールが合えば差し支えないというような返
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事をいただいたところでございます。 

 次に、３枚目になりますが、この３枚目も、

スケジュールについては、幹事会等にも報告を

した内容でございます。今後のオンブズパーソ

ン、ワーキングチーム会議の進め方、予定とい

うことで、見通しについて、一応記載をしたも

のです。 

 ワーキングチーム会議で、幹事会に報告する

素案のほうを協議してまいります。これについ

ては、幹事会のほうには中間報告ということ

で、今２回ほど行っているところです。これら

を受けながら、市町では、その内容を把握をし

て、議会には報告をしていくということで書い

てあるところです。 

 今後、３月中、もしくはできるだけ早くとい

うことなんですけれども、ワーキングチームと

しての報告書のほうを作成を急ぎまして、最終

的にはこれをワーキングチーム委員長報告とし

て幹事会のほうに報告をすると。そして、これ

を推進会議総会へ議案として最終的に提出を行

い、何らかの方針を、推進会議として決定をす

る。その結果を、市町のほうに送付をいたしま

して、それを受け、推進会議からの結果を受領

した上で、各市町が対応を協議をするというこ

とになります。 

 条例化が必要であるというようなことになれ

ば、法令審査会、議会への調整等が出てくると

いうような形で説明資料は書いているところで

ございます。 

 現在、このように進めているというところ

で、報告のほうを終わらせていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。これまで何回

となくワーキング会議が開催されてきておりま

して、この問題解決に向けて、それぞれ頑張っ

ていただいているところでございます。そうい

う内容を、きょう説明していただきました。こ

れについて、今、お聞きになったことについ

て、意見を求めたいと思いますが、いかがです

か。何か御意見ありませんか。 

 やはり、陳情者、海士江第一町内会長さんと

町内会外６人からの陳情が出されております。

それについて、いろいろ答えを求めておられま

すので、そういった内容をですね、精査しなが

ら、ワーキングチームで協議をしていただいた

ところでありますので、上に向かって、今後ま

だ、ワーキング会議が、まだ開催して、答えを

出していただくということになると思いますの

で、それを控えて、今回はいろいろ、海士江町

内に関しては、採択あたりもとってしたほうが

いいかもしれませんけれども、この次、ワーキ

ングチームで、会議で話されておりますので、

いかがでしょうか、その点は。（｢小会とっで

すたい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 小会します。 

（午後６時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時２６分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 本件について、質疑、御意見等はありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。私たちの委員

会というのは、審議未了、あるいは採択、否決

と、いろんな形があっと思いますけれどもです

ね、今、このことについては、いろんな方々の

御意見等ば拝聴させていただきながら、結論を

出そうとしております。 

 ただ、ワーキングチームとか、あるいは幹事

会とかが、４月にもありますし、このことを踏

まえるならばですね、この段階でですね、この

陳情第６号と第７号に対しての結論を、今急ぐ

ということに対してはですね、もう少し時間を

割く必要があるんじゃなかろうか、もう少し委
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員会等の流れを聞くことも必要じゃなかろうか

と思いますので、私としては、継続のほうを求

めたいと思いますけれども。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。これ

より採決いたします。 

 平成２６年陳情第６号・八代地域人権オンブ

ズパーソン制度に係る抜本的見直しについて

は、継続審査とするに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

 平成２６年陳情第７号・八代地域人権オンブ

ズパーソン制度の見直しについては、継続審査

とするに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

 以上で、付託されました案件の審査は、全部

終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査

（八代市総合計画（後期基本計画）平成２７～

２９年度実施計画について） 

○委員長（福嶋安徳君） このうち、行財政の

運営に関する諸問題の調査に関連して４件、総

合計画の策定推進等に関する諸問題の調査に関

連して１件、執行部から発言の申し出があって

おりますので、これを許します。 

 それでは、まず、八代市総合計画（後期基本

計画）平成２７年から２９年度実施計画につい

てをお願いいたします。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画振興部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。大変お

疲れさまです。 

 それでは、今回企画のほうで用意をしており

ます案件、３件ほどありますけども、そのうち

の、まず最初ですけども、八代市総合計画、後

期計画の平成２７年から２９年度の実施計画に

つきまして、御説明をさせていただきたいと思

います。 

 今般、実施計画がまとまりましたので、担当

の課長のほうから、内容を説明させていただき

たいと思います。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼

ぶ者あり）お疲れさまでございます。 

 それでは、早速でございますが、着座にて、

説明のほうさせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） お手元には、このたび作成いたしま



 

－87－ 

した総合計画、後期基本計画の２７年度から２

９年度までの３カ年の実施計画を配付させてい

ただいております。 

 ２７年度からの事業ということで、予算など

議決を、まだいただいておりませんので、表紙

には案となっておりますが、内容的には、ほぼ

固めているというような状況で御理解いただけ

ればと思います。 

 議決いただきました後には、予算関係をです

ね、議決いただきました後には、案を外しまし

て、一般に公表いたしますとともに、議員の皆

様へも、改めまして配付をさせていただきたい

と、かように考えてございます。 

 それでは、表紙をおめくりいただきますと、

左側が目次となってございまして、このような

構成でですね、この実施計画を策定していると

いうようなところで、見出しとして活用いただ

ければと思います。 

 １ページ、お願いいたします。 

 実施計画の策定に当たってということで記載

をしております。計画策定の趣旨、計画の期

間、計画の構成、掲載事業の考え方という項目

で、それぞれ説明を記載させていただいており

ます。 

 要約させていただきますと、総合計画で掲げ

ます１０年間の基本構想、これに基づきます後

期５カ年の基本計画、この５カ年で取り組む事

業等を示したものが、この実施計画ということ

で、御理解いただければと思います。 

 ２の計画期間で記載しておりますとおり、２

７年度から２９年度までの３カ年を対象として

おりまして、昨年策定をしておりますが、毎年

度３カ年計画としてのローリング、見直し・調

整を行っていくということとしております。 

 また、４に掲載事業の考え方というところを

記載しておりまして、ごらんください。３行目

あたりのところを読ませていただきますと、実

施計画に掲載する事業は、基本計画に掲げる施

策の実現に向けて、重要かつ効果的な事業を中

心に掲載しておりますということで、全ての事

業を掲載したものではございませんというとこ

ろは御理解をいただければと思います。 

 本市全体の事務事業といたしましては、１０

００を超える事業を実施しておりまして、その

中から、この重点施策につながるような事業、

今回の実施計画には２１０事業を掲載させてい

ただいております。 

 ４ページ目からは、事業名とその概要を記載

しておるところでございます。 

 その２ページ、済みません、お開きいただき

ますと、こちらが総合計画のですね、体系にな

っておりまして、第１章から第５章、それから

方策というところの左がですね、基本目標にな

ってございます。その基本目標に向けて、施策

の大綱ということで、それぞれ章ごとにです

ね、施策の大綱が書いてあります。 

 それと、施策の展開というところで、それぞ

れのその大綱に向けまして、どういったことを

やっていくのかということで、あと、それにつ

ながりまして、具体的な施策ということが書い

てございます。 

 具体的な施策と施策の展開の間に重点施策

と、二重丸を書いてありますものが重点施策で

ございます。この具体的な施策だけでですね、

１１０の施策を記載しておりまして、二重丸で

記載しております重点施策が、３５が重点施策

となってございます。 

 済みません、１ページおめくりいただきまし

て、４ページから事業名とその概要を記載して

おります。 

 ４ページ、ここでは第１章といたしまして、

誰もがいきいきと暮らすまちを基本目標に掲げ

てございます。その第２節、安心して出産・子

育てできるまちづくりのところは、済みませ

ん、１ページをですね、おめくりいただきまし

て、６ページのところを、済みません、見てい
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ただきますと、ページの上のほうにですね、こ

の基本目標に掲げて何をやっていくかというこ

との一つに、安心して出産・子育てできるまち

づくりということで、この体系図のほうをです

ね、お示しをしておりまして、５カ年で取り組

む施策としまして、第１項には母子保健の充実

と、第２項に子育て支援を掲げ、それぞれにで

すね、施策を位置づけているというようなとこ

ろで見ていただければと思います。 

 そのうち、第２項の子育て支援とつながる①

の子育て環境の充実というのが重点施策でござ

います。これに関し、今後３年間で実施してい

こうとしておりますのが、６ページのですね、

表の３段目にございます私立特別保育事業か

ら、７ページの表の下から３段目にあります第

３子以降の保育料無料化といった、この２ペー

ジにまたがっております９事業を重点施策の中

で関連事業ということでですね、取り組んでま

いろうというようなところでございます。 

 具体的な施策と内容のところに、そのほかで

すね、①妊産婦の健康支援、②乳幼児の健康支

援、それと、その次の子育てのところの②ので

すね、子育てと就労の両立支援といったところ

もですね、こちら、６ページの頭のところ、そ

れと、７ページの終わりのところにも、一つ一

つ事業としてはやっているというところをお示

ししたというところでございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、この計画書に

はですね、１１０の施策に２００を超えるです

ね、事業を掲載しているということで、今回は

ですね、一つ一つの事業の内容については省略

させていただきたいと思います。 

 また、昨年ですね、この３月総務委員会で実

施計画の報告をさせていただいた折には、でき

るだけ早期の提示をということで御意見をいた

だいたことは承知しておりますが、予算の関係

もございましてですね、どうしてもこの時期に

なってしまったということにつきまして、どう

ぞ御容赦いただければと思います。 

 実施計画に関します説明は以上でございま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。本件につい

て、何か質疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で八代市総合計画（後期基本計画）平成２７年

から２９年度実施計画についてを終了します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（八代市

地域公共交通網形成計画（案）について） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、八代地域公共

交通網形成計画（案）についてをお願いします。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） それでは、引き続き着座のままで失

礼いたしますが、企画政策課のほうから御報告

させていただきたいと思います。 

 お手元には、済みません、こちらのカラー刷

りの、ちょっと資料番号を振ってなくて申しわ

けないんですが、八代地域公共交通網形成計画

というのがございますが、こちらを、済みませ

ん、御準備いただければと思います。 

 私ども、地域を取り巻きます公共交通につき

ましては、交通政策基本法というのが、平成２

５年１２月施行されておりまして、それを受け

た形で、地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律というものが、昨年５月に公布されまし

て、１１月２０日には施行されたというような

状況でございまして、公共交通に関しまして

は、関係者の責務ということで、国の責務や地

方公共団体の責務といった踏み込んだところま

でですね、法制化されたというようなところで

ございます。 

 そういった社会的な背景もございまして、済

みません、表紙を１ページおめくりいただきま

すと、今回、網形成計画をつくりますのは、自

家用車の利用の拡大や人口減少などを背景に、
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本市の公共交通の利用者は減少傾向が続いてい

る一方で、急速に進展します高齢化や低炭素社

会への移行、中心市街地の衰退などを背景に、

公共交通に求められる役割は、ますます大きく

なっているというようなところでございます。 

 このため、将来にわたって市民の生活を支え

る持続可能な公共交通体系の構築に向けた総合

的な計画を策定したいという思いで、今回この

網形成計画のほうを策定しているというところ

で御理解いただければと思います。 

 １ページ、おめくりいただきまして、３ペー

ジを見ていただきますと、上のほうが高齢化率

を示したところでございまして、地域を区分し

ておりまして、旧、合併前の自治体ごとという

ところで、今回は取りまとめてございます。坂

本地域、泉地域においては４０％を超える高齢

化率になっているというところが見てとれま

す。 

 それと、３ページの下のほうが、人口密集度

を示しておりまして、赤く塗っているところ

が、人口密度が高いということで、山間地域に

ついては、人口密度的には薄くなっているとい

うのが、これで見てとれます。 

 それと、１ページおめくりいただきまして、

５ページを見ていただきますと、これまでも議

会でも多く御質問をいただいております、私ど

もの公共交通の概要でございまして、２２年の

交通体系の見直しまではですね、支出がふえ、

利用者が減っているということになっておりま

して、２２年度の見直し後、直後はですね、利

用者もふえたんですが、足踏み、やや減という

ような状況になってきている中、費用負担のほ

うについては増加しているというところになっ

てございます。これは、維持費のほうのです

ね、上昇というのがありまして、上がってきて

いるというようなところになってございます。 

 少し飛ばしていただきまして、１０ページを

お開きいただきますでしょうか。 

 実は、これは８ページからは、市民アンケー

ト調査の概要をお示ししておりまして、この１

０ページの表の下ですね、公共交通の利用状況

ということで、１カ月以内、公共交通をお使い

なりましたかということにつきましては、この

表の下の左側のほうですね、利用していません

という方が７５％を超える方がそうであったと。

さらに、１１ページの上段、上のほうの表を見

ていただきますと、理由について、そもそも利

用したことがないと、――利用を考えてないと

いうようなことが、アンケート調査で、私たち

に示された課題かというところで認識をしてご

ざいます。 

 １ページおめくりいただきまして、１２ペー

ジのところを見ていただきますと、上の表がで

すね、財政負担の認知状況ということで、これ

も、これまで議会の中では、八代市の財政負担

も踏まえたところで、市民に周知する機会が必

要ではないかというようなところもありました

ので、今回のアンケート調査を活用しまして、

市の支出、１億７０００万円程度負担してます

よということをお示しした上でですね、その

辺、御理解はありましたかということをお尋ね

しました。見ますと、お金を出していることを

知ってたよとおっしゃる方は、７割弱の方がそ

うだったんですけれども、金額までは知らなか

ったという方が６割を超えておりまして、大体

金額も含めて知っていたよという方は、わずか

７％にとどまっていたということが、今回のア

ンケートでもわかったところでございます。 

 それから、今後の公共交通のあり方というこ

とで、１３ページにお示ししておりますけれど

も、一番回答数が、そう思う、ややそう思うと

いうところも含めまして、肯定的な御支持をい

ただきましたのが、設問７の市街地や過疎地域

など、それぞれの地域の状況を考えて交通のあ

り方を考えるべきだというところが一番市民の

方から支持をいただいたというところでござい
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ます。 

 それと２が、自分で移動することができない

方、高齢者などが多い地域や、その方々が利用

する施設に優先的に走らせたらどうかというと

ころに多くの御意見をいただいたというふうな

ところでございます。 

 このアンケート結果につきましては、今後の

施策の中にも生かしてまいろうと、かように考

えてございます。 

 １４ページを見ていただきますと、ここから

が、現在八代市の抱えております公共交通の問

題点というところで提起してございます。この

１４ページの中ほどにございます、赤く１.

３、１.４、０.３、１.４などと記載してござ

いますのが、要は１便当たりに、これだけの、

平均ですね、利用者数を便数で割りますと、１

便当たり１.３人しか乗っていらっしゃらな

い、かなり利用状況が低いんだという路線があ

るということがわかってございます。 

 それと、１５ページを見ていただきますと、

ちょっと見にくいんですけれども、まだ、２２

年度大分改善いたしましたけれども、重複して

走っている区間がまだまだあるよねというとこ

ろがわかったというものでございます。 

 それと、１６ページのほうを、済みません、

見ていただきますと、ここが循環バスにつきま

して聞いておりますが、この１６ページのちょ

うど表の下のあたり、表があります、まちバ

ス、みなバス、ゆめバスですね、書いてありま

すが、循環バス、好調だというお話を聞いてお

りましたが、意外とまちバスのほうが低いんだ

なというのがわかりまして、１７ページを見て

いただきますと、循環バスが、利用を多くいた

だいているんですけど、設定金額が１００円均

一ということがあって、多く利用していただい

ているんですが、やっぱり、財政負担というの

は、まちバス、みなバスともに大きくなってま

すよねというのが、これでわかるというところ

でございます。 

 それと、１８ページを、済みません、お開き

いただきますと、乗合タクシーに関する問題点

ということで、利用状況あたりを確認させてい

ただきました。見ていただきますと、ちょっと

見にくいんですが、ブルーが設定便数で、棒グ

ラフですね、真ん中の棒グラフの予約便のとこ

ろを見ていただきますと、それぞれブルーが設

定便数で、赤が利用されたというところで、そ

の稼働率を、この表の中にお示しをしておりま

す。 

 最も高いのは、この表のですね、左から３番

目のくくり、中津道～坂本線、１８２％、どう

いうことかといいますと、１便で賄い切れなか

ったので、予約があった場合２台走らせたとい

うケースが多かったというのが、この１８２％

ということにあらわれてございます。 

 逆に、低かったのが、河俣～種山線、ちょう

ど表の真ん中あたりなんですが、これが５.８

％ということで、設定よりも、なかなか予約

が、――済みません、一番右ですね、古園～落

合線ですね、が、１.５％ということで、設定

があった割には、なかなか御利用はいただけな

かったというところがございます、というとこ

ろが顕著なところでございます。 

 それと、飛ばしていただきまして、２０ペー

ジを、済みません、見ていただきますと、公共

交通の不便地域があるよねというのを、一応整

理させていただいております。先ほど、途中説

明いたしましたとおり、人口密集地でございま

す、その平野部と、広く人口が分布している山

間地域というのは、当然分けて考える必要がご

ざいますが、この中でも、白抜きをしておりま

すのがですね、駅からは１キロ、バス停から５

００メートルで円を切りまして、それを円柱を

抜きますと、この白く抜けていると。そこに

は、ある程度公共交通が行き届いているという

ところなんですが、まだ、赤く残っているとこ



 

－91－ 

ろ、ここは多くの方にお住まいいただいている

んですが、そこには公共交通が届いていないと

いうところが、この地図で見れるということに

なっております。 

 それと、先ほど申し上げましたとおり、山間

地域はですね、公共交通が届いてないところ

が、広く分布しているというような現状があっ

たというところがわかったというところでござ

います。 

 ２２ページからが、今後のあり方というとこ

ろで、このような現状を踏まえまして、４つの

基本方針に基づいて、今後の施策の展開をやっ

ていきたいと、かように考えているところでご

ざいます。 

 基本方針の１は、地域の特性や位置づけに応

じた公共交通、基本方針の２に、拠点の機能を

維持・強化する公共交通、３に、拠点間の連携

を強化し、交流を促進する公共交通、４に、地

域の土台となる持続可能な公共交通といったも

のを基本方針に掲げまして、今後の取り組みを

やっていこうということで、２３ページには、

その目標とですね、評価指標のほうを記載させ

ていただいているというところで、また御一読

いただければと思います。 

 そういったところを踏まえまして、済みませ

ん、ページ飛ばしまして、２６ページになりま

すけれども、こちらが目標達成に向けた施策の

展開ということで、具体的にですね、路線バス

に対します施策の展開は、少しオレンジ色のも

の、乗合タクシーに関しての施策の展開がブル

ーのくくりのもの、それと、交通結節点という

ところに対しましての施策の展開がピンク色の

もの、不便地域に対します施策の展開というの

が薄い紫のくくり、有効活用といったところで

は、ネズミ色といいますか、のくくり、あと、

地域が一丸となって公共交通を支える仕組みづ

くりということを、それぞれやっていこうとい

うようなところを記載してございます。 

 それと、１ページおめくりいただきまして、

２８ページのほうを見ていただきますと、それ

ぞれ、じゃあ、何に向かって、どうしていくの

かというところが書いてございまして、今後５

年間で、私どもが取り組みたい方向性について

記載をさせていただいているというようなとこ

ろでございます。 

 今回、大変地域の方々からも実情を聞くこと

ができまして、それぞれ公共交通ネットワーク

の分科会、それから、乗合タクシーの分科会、

開催いたしました。その中で、先ほど申し上げ

ました中津道～坂本線が著しい利用があるとい

うのがですね、実は、地域で、私たちが利用し

なければ、この乗合タクシーはなくなるんだと

いう危機感を持たれた方がいらっしゃって、近

所の方にですね、乗って行くときは、私がお世

話してやるけん、声かけなっせと言って、地域

で公共交通を御利用していただいているという、

大変ありがたいお話を聞かせていただくことも

できましたので、こういったところで、私ども

も今後もですね、この公共交通の普及に向けま

して、一生懸命地元のほうに説明を重ねてまい

たいと、かように考えているところでございま

す。 

 済みません、簡単ではございましたが、以上

が公共交通網形成計画の概要の説明とさせてい

ただきます。 

 なお、週明けまして、３月１５日に、（｢１

７」と呼ぶ者あり）３月１７の日にですね、第

５回となります地域公共交通会議を開催いたし

まして、そこで決定いたしましたら、案をとり

まして、また、こちらのほうも公表したいと、

かように考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。本件につい

て、何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 
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○委員（上村哲三君） 公共交通の予算たい

な、予算については、いわゆる市内でのまちバ

ス、みなバス、無料の部分もあってな、市の関

係が、それと乗合タクシー事業、泉、東陽、坂

本のな。それと、自治体と自治体を結ぶとい

う、熊南産交に対する補助金たいな、その割合

というのを考えればたい、前も、公共交通網の

整備のときに話をしたばってん、無駄な自治体

と自治体を結ぶ路線は切ってよかじゃなかか

と。それの延長として、市内を循環しているバ

スがあるというようなことで話があったばって

ん、実際県の負担金のほうは年々縮小していく

ばっかし、市の負担だけがふえてきとるという

状態が、一時期２億２０００万ぐらいまで上が

ったと思う、たしか、全体でね。そういう状態

の中でたい、もうちょっと、これは県の方針か

もしれんけどね、その一番大きな動脈たいな、

動脈路線というのをね、もうちょっと理解して

もろうてからね、市の公共交通の考え方に近づ

けてもらう方向性を、もっと強く持っていかん

ば、いつまでたっても解消せぬのじゃないかな

あというふうな気がします。前からずっと言い

よったばってん、熊南産交は誰のおかげで助か

っとっとかって、いつも言いよったぐらい、結

局県下の自治体の、いわゆるあれは負担金にな

っとっとかな、補助金か、どっちかだったと思

います。それで運営されて、１１億ぐらいの売

り上げしかないのに、１９億ぐらいの負債を抱

えておるというような状況で、その間の差額を

埋めてきた状態があるわけでしょうが。当時、

たしかね、話をしたときはそれぐらいの差があ

った。それを、もうちょっと各、それを請け負

おうとる自治体でもね、協議をしながらやって

いかぬと、県の言いなりになっとったてね、つ

まらぬだろうというふうに思うよ。県もいっぱ

い、それは路線を持っとったいな。いろんなと

ころに対する持っとるけど、八代市がそれを全

部かぶってしまった状態で、かえって、今回い

ろんな調査の中で、交通弱者地帯とか、いろん

な利用実態がわかったからね、この件で、それ

を集中的にやっていけば、利用がないところ

は、もうやめてもしようがないじゃないね。じ

ゃないと、財政負担という面から考えていけば

ね、そこは、やっぱりそのエリアには理解して

もらわんばいかぬふうな方向性も持っていかぬ

と、理解を深めながらね、いきなりぱつっと切

るんじゃなくて、やはり、説明しながら、状態

を、現況を言いながらね、やっぱりそういうふ

うな実効性の上がる、限られた予算内で実効性

の上がる方向性をね、しっかり今度の、この計

画の中でね、また、見詰め直してもらえればな

というふうに思いますが、どうですか、部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画振興部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。今おっ

しゃったとおりですね、我々もこの公共交通の

あり方についてはですね、本当に真剣に考えな

ければいけないというふうに思ってます。お金

をかけばですね、どれだけかけても、この公共

交通というのは限りがないと思うんですよ。た

だ、そうやってばっかしおってもですね、それ

から、財政負担も大きくなるばっかりですの

で、どこまで、市として負担するのかですね、

その辺の線引きをしっかりした上でかかってい

かないと、なかなか難しい問題だと思います。 

 特に、今回はですね、要するに運行する経費

の中から、収入を差し引いて、要するに運賃収

入ですね、その残りが、もう補助金なんです

よ。ですから、今、だんだんコストが上がって

いきよるもんだから、当然収入が減る。となれ

ば、補助金が上がる。その仕組みの繰り返しだ

もんですから、ここ辺も、今おっしゃったよう

にですね、利用実数のないところは、要するに

効率性の悪いところは切ってしまうのかという

ことになってしまえば、公共交通の意味がなく

なってしまうもんだからですね、それをどこま
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で、じゃあ、市としてするのかというのは難し

い問題だと思いますので、ここ辺は公共交通会

議というのが、場面もありますからですね、十

分意見を聞いた上で、市としての方向性を定め

ていきたいと思います。 

 今回、この計画ができましたので、これをも

とにですね、さらに詳しく検討していきたいと

思っておりますので、よろしく御指導お願いで

きればと思っております。 

○委員（橋本幸一君） ちょっとよろしいです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 結局、先ほど坂本の路

線が、非常に利用率が高いと、これは、先ほど

利用しなければ廃止になると。もうちょっとそ

の辺のですね、公共交通機関が、なぜ必要かと

いうことで、特に、周辺部というのはですね、

これからますます必要になってくる。だからこ

そ、必要だということを、やっぱり住民の皆さ

んに認識していただく、その必要もあっとじゃ

ないかなと思うんですよ。 

 今度定住自立圏のあれ、されたけど、まさし

くこういうのをですね、していかぬと、人口な

んていうのはですね、機能しなくなってしま

う。恐らくなくなったらですね、みんな、やっ

ばりもう、便利なところに出てしまうですよ。

その辺も十分、やっぱり、いろんな総合的な判

断を視野に入れて、この問題に取り組んでいた

だきたいと思います。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。先ほど上村委員さんの御質問

の中にありました、幹線系につきましては、一

つ改善されたところがありましたので、ちょっ

と御報告させていただきたいと思いますが、以

前は水俣線といいまして、八代と水俣を走って

おりましたけれども、これが現在廃止になりま

して、八代～田ノ浦、田ノ浦～水俣ということ

で、分割することによりまして、本市の財政負

担の軽減化が図られたというところがありまし

たので、ここは御報告ということで御理解いた

だきたいと思います。 

 それと、利用のところでございますが、済み

ません、２６ページを見ていただきまして、済

みません、路線バスに関します施策の展開の①

のところのですね、今回調査をしまして、利用

が低迷する路線がわかりましたというところが

ありましたので、こういったところにつきまし

ては、できるものは来年度中に、さらに深掘り

が必要なものにつきましては、以降調査関係

で、また実施をしてまいりたいと、かように考

えてございますのと、乗合タクシーに関します

施策の展開というところを見ていただきます

と、目安をつくりますということを、今回改め

て表明させていただいておりました。これは、

何もやめるだけではなくて、利用率の高いとこ

ろはサービス向上を上げていきましょうという

こともありますので、どうぞまた、今後とも引

き続き御助言いただければと思います。よろし

くお願いします。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとよかです

か。 

○委員長（福嶋安徳君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） 多分、関連すること

だと思いますけれどもですね、今、高齢者にな

れば、自家用車の車の免許が取り上げちゅう

か、いわゆるもうなくなるという、そういうふ

うになっていく、そういった方向に、今いっと

りますよね。そげんした意味ではですね、やり

方次第では、十分にこの公共交通機関ちゅうと

をですね、利用される方がふえる可能性がある

と、私は思うんですよ。多分、結果論じゃあっ

とですけれども、鏡方面から八代方面に来るバ

スはですね、ほとんどふえとらぬて思う。とい
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うともですね、コースがですね、全く同じコー

スばたどってきてからですね、コースが変わっ

とらぬとですよ。コースば変えればいいて思う

し、１つ提案があったのがですね、前、まだ、

今でもそうなんですけれども、熊本電波、あり

ますよね、会社が。あそこの従業員の方が、今

２００人かな、３００人かな、おられるかな。

（｢神田工業」と呼ぶ者あり）今、神田工業に

なっとるですね。あそこの会社の社長がです

ね、なし、ここの近くば通らぬとかいて言わし

たっですよ。結局、有佐駅まで行って、有佐駅

からあそこに歩いてくるには、余りにも距離的

にあるて。あればバスなっと通すなら、大分乗

っとだいがなという、そういった話もされたこ

つがあるんですよ。つまり、コースの検討次第

によっては、十分に利用される方が多くなると

いうともあると思いますので、先ほど言われま

したけれども、社会的な条件と地理的な条件も

うまい具合に話を聞かれるならばですね、これ

は十分に可能性があると思いますので、よろし

くお願いしますということなんですけど。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、宮川企画政策

課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。それでは、資料の１５ページ

を、済みません、見ていただきますと、少し、

先ほど説明をはしょってしまいましたけども、

この図面があると思います。それの上のほうに

ですね、鏡四つ角～古閑出、ここは重複してい

る区間ということで、私どもも認識しておりま

す。先ほど申し上げました公共交通のネットワ

ーク分科会の中ではですね、今まさに、委員御

指摘のようなですね、ちょっと、もう少しＪＲ

側といいますか、東側のほうに寄せたルートと

いうのもですね、考えてみようかということに

しておりますが、ニーズ関係もこの辺、もうち

ょっと調査をいたしまして、可能であれば変更

をいたしたいと考えております。 

 それと、あと、南側のほうになりますが、大

門瀬線とかですね、そういったものも、ルート

変更など、ちょっとやって、今まで走ってなか

ったところに走らせるというようなところもや

っていきたいと、かように考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） はい。さっき、ずっと

いろいろ、こうやって調査して、した中でです

ね、もう一つ気になるのが、平野部じゃ、ゆめ

バス、まちバスって、結局スーパーとの提携と

か何とかできとるんですが、私も、坂本に限っ

てですよ、私が現状がある程度わかるというの

は。とにかく行ったらですね、病院の車が走っ

ているんですよ、バスが、ハイエースクラス

の。それが、結局お客さんの、患者さんのリハ

とか何とかの送り迎えをですね、がんがん朝一

番にやってるわけですよ。その間のですね、早

いから、恐らく、まだこの便が走る前の状態だ

からということでですね、やっているから、僕

は、そういう病院さんとはですね、話をして提

携できないものかなあというふうなことを、少

し考えるんですよ。 

 というのは、熊南産交さんに対しても、昨年

だったかな、バス代まで面倒見てるでしょう。

そういうことを思えばですよ、かえって法人さ

んと連携を深めて、医療法人さんの負担が減る

中でね、市も、それに乗っかって、分担でもし

ながらね、やっていくというような方策のほう

がですね、金は上手に、財政的には上手に使え

るしね、利便も進むというような気がするんで

すよ。病院、物すごく緻密ですよ。実際のあれ

ば見てみたらね、それが絡んでるような気がす

る。自分でも、一々お客さんに聞いたことない



 

－95－ 

けど。多いところはね、実際当時から、乗合タ

クシーをやってもらえませんかて希望しとらし

た地域だから、このあたりはね、喜んで、百何

十％という数字が出てると思うけど、病院って

結構こまめにね、行き帰りの往復のあれをやっ

てるから、だから、ああいうところと、もうち

ょっと話し合いでもできたらね、もうちょっと

実のあるもんで、また、新たに、逆に坂本も大

きなバスも走ってる地域もありますけど、ああ

いうところも、やっぱりね、今、委託料で走っ

てると思うけど、あれは、そういうところも乗

合タクシー事業も少しずつ、まだまだ見直しが

できていくとじゃないかなあというふうにも思

いますが、その件は、調査はなかごたる。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川企画政策課長。 

○企画政策課長（政策審議監担当兼務）（宮川

武晴君） はい。今の委員御指摘のところにつ

きましては、また、福祉政策のほうとですね、

ちょっとすみ分けをしながら、私ども公共交通

としてのあり方というのを検討させていただき

たいと思います。 

 １つありましたのが、今、坂本地域でという

ことで、先ほど利活用についてですね、声かけ

合ってやっていただいているというところと、

また違う面で話を聞けたのがですね、わざわざ

予約して、私のために来てもらうとは気の毒っ

かという意見がですね、非常に多くあると。わ

ざわざ来てもらうとは、非常に気の毒っかっで

すよというところがありましてですね、この利

用低迷につながっている一つの要因でもあると

いうのがわかりましたので、先ほど申し上げま

したとおり、利用促進に向けてはですね、私ど

も、地元に出向いて、その利活用について御理

解が深まるようにやっていきたいと、かように

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で八代市地域公

共交通網形成計画（案）についてを終了しま

す。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（八代市

住民自治によるまちづくり行動計画（後期）に

ついて） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、八代市住民自

治によるまちづくり行動計画（後期）について

をお願いします。 

○市民協働部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 池田市民協働部長。 

○市民協働部長（池田孝則君） はい。大変お

疲れのところ済みませんが、所管事務調査の八

代市住民自治によるまちづくり行動計画（後

期）についてでございます。 

 昨年の１２月にも、素案として御報告をいた

しましたが、再度御報告したいと思います。前

回と重なる部分もあろうかと思いますが、どう

かよろしくお願いいたします。 

 それでは、課長のほうが説明いたしますの

で、よろしくお願いします。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、澤田市民活動

支援課長。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい。市民活動支援課の

澤田でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは、着座にて説明をさせていただき

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） まず、本日の資料ですけ

れども、お手元に、八代市住民自治によるまち
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づくり行動計画（後期）と書かれたものを用意

させていただいております。 

 これまで、八代市住民自治によるまちづくり

行動計画（後期）の策定を行ってまいりました

けれども、このたび、計画書がまとまりました

ので、その概要について報告をさせていただき

ます。 

 なお、八代市住民自治によるまちづくり行動

計画（後期）につきましては、これ以降、後期

行動計画と省略させて発言をさせていただきま

す。 

 このたびの後期行動計画の策定に当たりまし

ては、昨年１２月定例会の総務委員会におきま

して、後期行動計画素案の段階ではありました

が、説明の機会をいただいております。 

 また、同月には、市民の皆さんから広く意見

を求めるパブリックコメントを１カ月間実施

し、９１項目の御意見をいただきました。パブ

リックコメントでは、御意見のうち９割が字

句、表現の修正等でありまして、残りの１割は

女性の参画や指定管理者制度のあり方などにつ

いての御意見をいただいたところであります。 

 それらの意見等を踏まえまして、最終的な字

句の修正や支援策の追加等を行い、次長会議、

部長会議を経まして、２月２３日の政策会議

で、後期行動計画の承認をいただいたところで

あります。 

 それでは、まず資料の７ページをごらんくだ

さい。 

 地域で考え地域で行動するまちづくりを、行

動計画前期に引き続き、本市のまちづくりのビ

ジョンとして掲げ、地域の自立に向け、行政は

地域のまちづくりを支え、協働で取り組んでま

いります。 

 さて、昨年４月末までに、市内全地域に地域

協議会を立ち上げていただきました。これま

で、行政の支援策の中で最も多くの御意見をい

ただいたのは財政支援であります。さらに、住

民自治を支えていくためには、職員による支

援、あるいは地域住民の人材の育成支援が必要

であると捉えているところです。 

 それでは、資料の２０ページをごらんくださ

い。 

 後期行動計画では、７つの重点施策を位置づ

けております。計画の内容としましては、さき

の委員会で御説明しました素案の段階での内容

と大きな変更点はございませんが、後期行動計

画のポイントを幾つか紹介させていただきま

す。 

 まず、財政的な支援についてですが、地域協

議会活動交付金、いわゆる一括交付金について

は、これまで同様に交付してまいります。２６

年度まで、組織の立ち上げのメリットとして助

成してまいりました組織運営強化支援、組織運

営育成強化支援補助金にかわりまして、新たな

コミュニティ支援事業として、２７年度から３

カ年間の財政支援としてコミュニティ活動活性

化補助金を創設させていただきました。補助金

の交付額は、これまでと同様３０万円を上限と

していますが、新規事業だけに限定せず、まち

づくり計画策定の支援や継続事業、国県等助成

事業との併用を認めるなど、活用の範囲を広げ

ているものです。 

 次に、２３ページと２６ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 職員の支援、人材の育成支援としては、平成

２８年度を目途に、地域に拠点施設であり、社

会教室であった公民館等施設をコミュニティセ

ンターに移行させ、市長部局による一元管理の

もと、新たに地域支援職員――地域アドバイザ

ーといいますが――を配置し、地域協議会の指

導、助言や、地域活動の支援を積極的に取り組

んでまいります。 

 また、コミュニティセンターについては、地

域協議会による指定管理者制度の導入を図って

まいりますが、導入に当たっては、地域協議会
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の皆さんの御意見を聞きながら、まずは一部の

業務の委託を行うなど、地域支援職員と一緒に

なって、段階的に移行できるよう、柔軟に取り

組んでまいる予定でございます。 

 次に、資料の２９ページになります。 

 市政協力員制度の見直しにつきましては、後

期計画期間内において、今回設けます地域協議

会の会長で構成する地域協議会連絡会議及び市

政協力員協議会理事会と十分な議論を交わしな

がら、慎重に検討を行ってまいります。 

 最後に、資料の３０ページからになりますけ

れども、組織の運営強化を進めていくために、

それぞれの地域協議会で策定いただくまちづく

り計画の支援を行うとともに、広報紙の作成マ

ニュアルや会計処理のマニュアルなど、事務運

営マニュアルの整備を進め、事務処理の強化に

努めてまいります。 

 また、さらなる自治意識の高揚を図るため

に、引き続き講演会やセミナー、研修会など、

効果的な啓発活動を開催してまいります。 

 以上が、後期行動計画の主なポイントとなり

ます。 

 今後の対応としましては、広報紙やホームペ

ージを通じまして、広く後期行動計画の周知を

図るとともに、各地域協議会での説明会を実施

し、事業の実施に当たっては、地域協議会と十

分に協議を行いながら、不安感の解消にも努め

てまいりたいと考えております。 

 また、計画の運用に当たっては、毎年度ロー

リング調査を行い、必要に応じ、適宜計画の見

直しを行うなど、柔軟に対応してまいる予定で

す。 

 これをもちまして、八代市住民自治によるま

ちづくり行動計画（後期）についての説明を終

わらせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 会計に関してです

ね、校区校区ごとに、会計の内容が違うと。だ

から、一元化なり、しっかりそういうのは、こ

ちらのほうから、行政側のほうから指導とかし

てあげて、やっぱり、ちょっとまずいところと

かを早目に見て、対応していただくような、そ

ういうのを、あのときお願いしたような記憶が

あるとですけど、それについて、ちょっとお話

しいただければと思いますが。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） しばらく待ってくだ

さい。澤田市民活動支援課長。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい。この会計につきま

しては、今年度におきましても、地域リーダー

養成研修会というのを４回開きました。その中

で会計の取り扱いについての研修も行っており

ます。ということで、今後もですね、こういう

研修会を積極的に取り入れて、地域の協議会の

皆さんのですね、会計運営といいますか、そう

いう分についても、こちらから支援をしていき

たいというふうに考えております。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 見放さないようにで

すね、されないとは思いますけど、ぜひ、ちょ

っとそういう不安なところがあったら、早目に

取り組んでいかれるように、また継続して、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） ちょっとよかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 資料はこんなにしてで

すね、立派につくっておられますけども、現場
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はですね、なかなか厳しい状態です。私も、や

はり、植柳校区におりましてですね、やはり、

今度また、市政協力員が交代されるところもあ

りますからですね、十分に、やはり財政支援は

もちろんのこと、職員のね、支援をしていかぬ

と、誰でも市政協力員にはなりたくないという

意見が出てます。大分ストレスがたまってです

ね、中には、やはり病気をされてる方もおられ

ますから、支援のほどをよろしくお願いしてお

きます。 

 以上です。 

○市民協働部長（池田孝則君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 池田市民協働部長。 

○市民協働部長（池田孝則君） はい。ただい

まの御意見でございますが、一応政策会議とか

の会議の中でもですね、やはり住民自治を進め

るに当たってはですね、十分皆さんの御意見を

聞いて、拙速とならないように、慎重に事を運

んでくださいというような御意見も出ておりま

すので、そこは十分守っていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） １つだけ、ほんな

ら。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。これはもう、

職員の皆さんが、本当にこのことに対して、一

生懸命頑張っておることは十分に理解しており

ます。やっぱし、部長さんですな、予算ばです

ね、しっかり取ってやらんばいかぬて思うとで

すよ。やっぱり予算ば取って、担当職員にしっ

かりした指導のでくるような体制ばとってやら

ぬば、やっぱし地域の方々は不安でたまらぬと

ですよ。それは何かというたら、いろんな仕事

ばせんばいかぬばってんが、その裏づけとなる

予算が全然入ってこないということでなるなら

ば、職員の方が一生懸命頑張ってみてもです

ね、これはあんまり喜ばれることじゃないて思

う。やっぱし、まだ日本の中にはですね、ボラ

ンティアが十分根差しとらぬちゅう部分があり

ますし、特に、まだ６０歳から６５歳までとい

う方、年金が来るまでにはですね、働かんばな

らぬという方がいっぱいおられるとですよね。

そぎゃん思うならば、やっぱし、十分に生活で

きるような、そういう役職者の方がでくるよう

な、そういった手当ちゅうとばですね、してや

らぬば、やっぱし、笛吹くけど踊らずの行政で

はいかぬと思うからですね、そういった裏づけ

ばですね、部長さんが、やっぱり精いっぱい努

力していただくならよしと思うし、私たちも一

生懸命応援せんばいかぬて思いますけれどもで

すね、そげんことです。 

○市民協働部長（池田孝則君） はい、よろし

いですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 池田市民協働部長。 

○市民協働部長（池田孝則君） はい。ただい

まの御意見ですね、住民のですね、御意見聞く

中で、やっぱり人材の育成とですね、財源の確

保、この２つは非常に大きな課題ということで

ですね、捉えておるんですが、地域協議会も設

置して間もないということで、住民の今後ので

すね、運営に対する不安というのは非常に大き

いということもわかります。そこで、事業を行

っていくには、当然ながら、財源の確保が必要

というようなこともわかります。 

 そこで、そういった中でもですね、協議会独

自で新たな財源を探すというのは、なかなかこ

れは難しい話でございますので、市の支援制

度、あるいは国のですね、支援制度もございま

す。そういった御紹介もしながら、あるいは今

後みずから探すというのは、コミュニティービ

ジネスあたりもございますので、そういった説

明会あたりもですね、今やっておりますので、

ですから、財源の確保についてはですね、十分

そういった御説明しながらですね、十分支援と
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なるような仕組みをつくっていかないかぬのか

なというふうに思っておりますので。 

○委員（上村哲三君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） 住民自治の件でね、

今、ちょこっと、あちこち見てきて、問題だな

あと思って、感じているのはですね、あんまり

殻にこだわり過ぎて、殻を早くつくり過ぎたと

思います。そのエリア、エリアでね、既存の団

体がいっぱい集まって、今住民自治の組織の中

に形として入ってますね。でも、やってる事業

が、何かばらばらなんですね。結局温度差があ

るんですよ、その中で。こういう、例えば、福

祉関係の仕事したら、もともと福祉推進協議会

とか何とかの会がありますよね。そこが主体と

なって、実際現在もやっている。ところが、そ

れに誰が、専門的なものがあるからとか、今ま

でやってきたからというので、だったら、住民

自治立ち上げるときに一生懸命やっとらした人

たちが、顔が見えないなあと、そういう何か

ね、変なアンバランスな感覚を見るんですよ。

そこのところをね、もうちょっと殻づくりに早

く走り過ぎて、もうちょっと、そのエリアにあ

るね、各、小さい頑張って、実績を積んできた

ボランティアが半分以上の団体のね、動きとい

うのを、もうちょっと捉えて、その意思疎通を

図ってね、これを積み上げて、一つの住民自治

組織にというのとね、全く逆行してるんじゃな

いかなあちゅう、今、そういう不安感がありま

す。実際動きをちょこっと幾つか見ててね。こ

れが、もうちょっと本当に下から積み上げたも

のだったらね、がちっと、今でもはまって、大

分スムーズな事業運営になっていくんだろうと

いうふうな気がしたんでですね、ぜひ、そうい

うところもですね、恐らく地域の中に入ったら

ね、恐らく、うちは体育関係には、僕ら物すご

く傾倒して頑張るばってんが、ちょっと福祉は

わからぬけん、そらもうあんたどんが好きにし

てくれ、そういう問題じゃないもんね、実際

は。だから、各担当、担当でオーソリティーが

おってもらうのは構わぬことだけど、それに、

やっぱり同じ方向性を持って、住民自治の団体

が、全てを同じベクトルで、やっぱりある程度

考えながら、見ながらやっていくというのが

ね、何か今、少しばらばらになっている部分

で、その差を感じるというふうなことがね、こ

こ、もう１年近くなりますけどね、見とって、

何かそうじゃないかなあて。だから、これはあ

んまり殻づくりのほうが先であって、中のあん

こがうまく混ざってないなあって、単純に、お

菓子に例えれば、そういう感じを受けたんでで

すね、ぜひ、そういうところもですね、意外

と、そこをしっかりつないであげればね、意外

と固まっていくんじゃないだろうかちゅう思い

もありますのでですね、ぜひ、机上の、いい計

画が立っているから、いいんだけど、机上の上

でするんじゃなくて、そういう中身に入っても

ね、やはり、少し配慮してもらえば、大分うま

くなってくるんじゃないかなあというふうには

思います。確かに、その部分には財政支援も必

要でしょうけど、今までやったきたんだからと

いうことがたくさんありますのでですね。だか

ら、何とかできるはずなんですよ、ある程度、

というふうに思いますが、どうですか。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 澤田市民活動支援課

長。 

○市民活動支援課長（消費生活センター所長兼

務）（澤田宗順君） はい。委員さんおっしゃ

るように、いろんな地域の差があるというの

は、もう私たちも重々理解しております。 

 やはり、これからの、この後期の段階に入り

ますけれども、この段階で、やっぱりいろんな

形での支援策という部分、今までやっと組織を

つくっていただきましたので、これからそれを
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下支えをしながらですね、一緒になって取り組

んでいくということに力を入れていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかに。 

○委員（矢本善彦君） ああ、それから。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 私が一番心配するのは

ですね、４月から、今度異動がありますな。そ

のとき、せっかくいい人材がしとったつが、よ

そさんはってく。それに市政協力員さんたちも

みんな、何かいて、俺たちは一生懸命しよっと

に、市はもう、かえっくるって。そんなのを

ね、少し考えていかぬと。やっぱりスパンを考

えてやらぬとね、せっかく後期もこんなにして

つくったんだから、やっぱりこれは見逃すと、

もうぽしゃると思う。そこは十分入れてね、頑

張っていただきたいと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上で八代市

住民自治によるまちづくり行動計画（後期）に

ついてを終了します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（財政計

画について） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、財政計画につ

いてをお願いいたします。 

○総務部長（木本博明君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。こんばん

は。（｢こんばんは」と呼ぶ者あり） 

 昨年の３月に、この総務委員会で、平成２６

年度から平成３５年度までの財政計画をお示し

しましたが、その後、固定資産税や消費税の税

率アップの時期などの見通しがつきましたこと

から、それらを反映した計画の見直しを行いま

したので、財政課のほうから説明させていただ

きます。大変お疲れのところ、よろしくお願い

いたします。 

○財政課長（佐藤圭太君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、佐藤財政課

長。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。お疲れさま

です。財政課の佐藤でございます。それでは、

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○財政課長（佐藤圭太君） はい。先ほど部長

の挨拶の中にもございましたけども、昨年の総

務委員会で、合併後初めての財政計画を策定

し、その御報告をさせていただいたところでご

ざいます。 

 その後、今後の歳入歳出の算定におきまし

て、その状況が大きく変化してまいりました。

歳入では、固定資産税率を１.５％から平成２

７年度に１.６％に戻すこと、また、本市の歳

入に大きく依存しております地方交付税の合併

算定替え終了に伴います段階的削減が緩和され

たことなど、一方、歳出面におきましても、環

境センター建設事業におきまして、事業費がお

おむね明らかとなったことなどから見直しを行

うことといたしました。 

 計画では、今後１０年間、平成３６年度まで

の中期財政見通しに立ち、作成しておりまし

て、厳しい財政見通しの中ではございますが、

前回と比べて基金残もある程度は確保した財政

計画となりました。なお、これは、将来の予算

編成を拘束するものではなく、本市の行財政改

革の取り組み、それから財政環境の変化、新た

な財政需要の動向等によりまして影響を受けま

すが、今後の財政運営の基本的な指針とするも

のでございます。 

 詳細につきましては、財政計画担当の谷脇財

政課長補佐が説明いたします。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 谷垣財政課長補佐。 
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○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。谷垣で

ございます。お疲れのところ、よろしくお願い

いたします。では、着座にて、説明させていた

だきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） 早速、お手元

の資料は、一般会計と診療所特別会計とケーブ

ルテレビ特別会計を合算しました普通会計でご

ざいまして、平成２６年度の数値は、平成２５

年度からの繰り越し事業、及び先ほど御審議い

ただきました経済対策の補正予算までを含んで

おります。 

 冊子になっております資料、１ページ目が、

１００万円単位の総括表でございます。色刷り

のほうでございますが、歳入歳出、実質収支、

基金残高、市債残高、財政指標を記載しており

ます。 

 その下に、今回の財政計画の考え方につい

て、共通部分、歳入歳出部分についての記載を

しております。 

 色刷りの２ページ目は歳入の款ごとに、３ペ

ージ目は歳出を性質別で１０００円単位で詳細

に記載いたしました。 

 ４ページ目は、平成１７年の市町村合併時に

策定いたしました平成２７年度までの新市建設

計画の歳入歳出、基金残高、市債残高につい

て、その実績及び見込みを出しております。ま

た、平成２７年度以降の今後の財政計画を記載

している比較表でございます。 

 ５ページ目、６ページ目はＡ４判になってお

ります。こちらは市税の合併後の決算額並びに

今後１０年間の見込みを、そして、７ページ目

は市債と公債費の今後の見込みについて記載し

ております。 

 また、別紙となっております白黒Ａ３判です

ね、こちらは、昨年報告いたしました財政計画

の総括表でございます。 

 それでは、冊子になっておりますカラー刷り

の１ページ目と、今御説明しました別紙の白黒

のものを並べてごらんください。 

 今回の見直しに伴いまして、一番大きく変わ

りましたのが、中段の右端の黄色く塗った部分

でございますが、１０年後の基金残高でござい

ます。白黒の昨年の財政計画では２億３１００

万円しか残らなかった基金残高が、今回の見直

しでは３０億９６００万円の残高となり、将来

的な弾力性が見込まれることとなりました。 

 また、市税につきましては、昨年の財政計画

より２億から３億円程度伸びた形となりまし

た。逆に、地方交付税につきましては、計画の

前半は昨年よりも小さく、後半は大きくなって

おります。それらの違いや本財政計画の考え方

につきましては、２ページ目以降で御説明した

いと思います。 

 それでは、まず、５ページ目になりますけれ

ども、Ａ４判の１枚目をごらんください。 

 市町村合併時から平成３６年度までの市税の

推移について、２ページにかけて記載しており

ます。表の中段でございますが、濃い黄色い帯

が、今回固定資産税率を１.６％に戻しました

ことによります影響額でございます。また、濃

い黄色の帯の下に薄い茶色に塗って、三角、マ

イナス表示した部分がございますが、こちらが

評価がえに伴います固定資産税の評価額の下落

分でございます。ごらんのような推移で、市税

は見込んでおります。次のページになります

と、３６年までが記載してございます。 

 それでは、また２ページ目の１０００円単位

の歳入のほうをごらんください。Ａ３判のほう

でございます。 

 上から６番目の地方消費税交付金でございま

す。ちょっと字が小そうございますが、上から

６番目になります。地方消費税交付金、真ん中

に薄い黄色の帯がありますが、これは平成２６

年度に消費税が、税率が８％になりました影響

額を、そして２９年度からは、消費税率が１０
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％に上がりました影響額を記載しております。

この金額にずれがありますのは、企業の申告と

市町村への交付のずれでございます。 

 また、８番目の自動車取得税交付金は、消費

税率が１０％になります平成２９年度から廃止

といたしております。８番目です。 

 次に、１０番目の地方交付税、緑で塗ってお

りますが、地方交付税でございますが、昨年の

財政計画では、１市町当たり２億４０００万の

算入増を段階的に加算しておりましたが、最近

の報道では、合併算定替えで削減される予定だ

った９５００億円について、支所数、消防費、

清掃費、面積などの要件をもとに、約７割に相

当する６７００億円を緩和するとの動きがござ

いました。そのことから、その影響額を交付税

の一本算定側に加算したものが、表右側の水色

の帯でございます。それによりまして、その下

のピンクの帯でございますが、合併算定替え終

了に伴います減額の傾斜が緩やかになり、平成

３３年度以降の交付税を確保したところでござ

います。 

 １２番目の分担金及び負担金では、第３子保

育料無料化に伴います１億１４００万円の歳入

減を記載しております。赤い帯でございます。 

 また、１３番目の使用料及び手数料では、消

費税１０％に伴います収入増を、それぞれ算入

しております。 

 １４番、１５番の国県の補助金は、見えてま

いりました環境センター建設分以外は、決算に

基づきます各歳出科目の構成比率を計算し、算

出しております。 

 １８番目の繰入金では、環境センター建設に

市有施設整備基金を３０億円、新庁舎建設に市

庁舎建設基金を２０億円と市有施設整備基金６

億円を充当し、市債の抑制を図っているところ

でございます。 

 ２１番目の市債は、国県の補助金同様に、決

算によります構成比率にて算出しておりまし

て、ただし、環境センターと新庁舎建設分は別

出しにしております。 

 続きまして、３ページの歳出をお願いいたし

ます。 

 ２番目の扶助費でございますが、赤い帯が２

本ございますけども、その帯が、こども医療費

無料化に伴います歳出増を反映しております。 

 ３番目の公債費は、総額を水色で表示してお

りますが、先日の一般質問でも御心配おかけし

ました公債費と市債につきましては、一番最後

のページになります、Ａ４判のページをごらん

ください。 

 一番最後のページになります。 

 先ほどのＡ３判のページから、歳入の市債の

部分と歳出の公債費の部分を抜き出したもので

す。黄色い帯が借金の元金を返済する金額で、

緑色の帯が借金する金額です。確かに、清掃セ

ンターを建設いたします平成２７年から２９年

度や、新庁舎を建設いたします３１年、３２年

度は、返済する黄色よりも、借り入れる緑色の

ほうが大きくなりますが、３３年度からはもと

に戻ります。 

 また、現在の財政状況で、将来の実質公債費

率や将来負担比率を計算しましたが、実質公債

比率は、市債借り入れが自由にできなくなると

いいます１８％を超えることもなく、また、将

来負担比率も財政健全化計画を策定する必要が

出てきます３５０を超えることはありませんで

した。 

 では、再びＡ３判の３ページ目のほうに戻っ

てよろしいでしょうか。歳出の続きでございま

す。 

 ４番目の物件費でございます。４番目の物件

費では、環境センターのランニングコストが、

昨年の見込みよりも１億９０００万円下がるこ

とがおおむねわかりましたので、その分を反映

いたしました。ですから、平成３０年から１億

９０００万円の三角が並んでいるかと思います。 



 

－103－ 

 ６番目の扶助費では、ピンクの帯になります

けども、消防など一部事務組合負担金がござい

ます。消防のほかには、生活環境事務組合の負

担金としてじんかい、し尿、火葬がありますが、

まだ氷川町と八代市の双方で確認はされており

ませんが、じんかい分につきましては、本市の

環境センターが稼働することに伴いまして、計

算上は最終処分場の水処理の経費、及び平成３

７年までで終了しますクリーンセンターの建設

に伴います借金返済、要は公債費のみで算出し

ておりますことから、平成３０年度からは１億

円強の減額となっております。 

 １０番目の投資的経費は、新庁舎建設終了後

に６０億円の建設事業費を確保することができ

ました。 

 下段になりますが、計画期間の最終年度であ

ります平成３６年度末基金残高が３０億９６０

０万円、その下の市債残高は、平成２５年度と

ほぼ同じの６１３億５４００万円となりまし

た。 

 最後になりましたが、４ページの新市建設計

画との検証でございますが、中段に記載してお

りますとおり、市町村合併時に計画しておりま

した投資的経費７０２億円は、１０１５億円と

膨らみ、今回５年間、また特例期間が延長され

ますと、１４９４億円まで膨らむ計画となりま

した。 

 以上をもちまして、財政計画の説明とさせて

いただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。本件について、

何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） この財政計画の中で、

消費税と、それから固定資産税率、一番大きい

の一本算定替えの中で、９５００億円の分が、

約７割は法制として、どうにか理解としてでき

るという、この前、まださらなる努力をします

という総務省の見解ではあっとですよね。これ

についても、まだいい方向へ行く可能性はある

と思うんです。その辺の、どうですか、見方と

しては。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 谷垣財政課長補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。まだ明

るい可能性はあるというふうに、確かに橋本議

員おっしゃったとおりなんですが、今のとこ

ろ、６.７兆円を返すのがいっぱいいっぱいみ

たいな、要は財政と担当課がやり合うみたい

に、財務省と総務省がまだやってる最中ですの

で、一応今のところ、マスコミ報道があった分

だけを反映してということでさせていただきま

した。（委員橋本幸一君「これ見て、私もほっ

としたという思いがあるんですが、さらなる、

いい方向で行くというような、これについて

は、やっぱり税収をいかに、歳入分をいかに確

保するかというとが大切な部分だからですね、

それについてもしっかり守っていってくださ

い。そういう意味では、投資的、市の収入が上

がるようなことについては、財政のほうもしっ

かり、その辺配慮していただくということをつ

け加えておきます」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（島田一已君） 済みません、いいでし

ょうか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。市税のほうでで

すね、将来どのような見込みをされているの

か、ちょっと伺いたいんですけども。だんだん

と人口減少になりまして、収入のほうはどうか

なと思いまして、よろしくお願いします。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 谷脇財政課長補佐。 

○財政課長補佐（谷脇信博君） はい。市税の

ほうでございますが、当然、一番わかりやすい
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のは固定資産税でございます。市の今までの変

動と、総額的には１４０億程度まで伸びたりお

りたり、１４０から１３０億までを上がったり

下がったりする大きなうねりがございます。そ

ういう中で、市民税でございますが、今までも

説明ございましたように、定住促進でありまし

たり、もっとまちが活性化するような施策を打

っていくということ、そういうのを若干加味し

ながらも、そんなに甘くはないところで見込ん

でおります。かなり厳しいと言えば厳しい見方

をしております。 

 あと、軽自動車税あたりが、ちょっと、この

前の税制改正で若干伸びる可能性はございます

が、全体に占めますウエートが低いことから、

どちらかといえば市民税と固定資産税だけで、

八代市は大きく動いていくんだろうと考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（島田一已君） はい、いいです。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 以上で、財政計画についてを終了します。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり）

お疲れです。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（市の歌

について） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、市の歌につい

てをお願いします。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画振興部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。最後の

最後、大変お世話になります。遅くまで大変御

迷惑かけますけども、今回はですね、市の歌と

いうことで、御報告をさせていただきたいとい

うことで参っております。 

 市歌についてはですね、合併協議の中でも懸

案事項で、まだ残っておりまして、正式に決ま

っておりませんので、今後の取り扱いについて

御説明をさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○秘書課長（松川由美君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松川秘書課長。 

○秘書課長（松川由美君） こんばんは。

（｢こんばんは」と呼ぶ者あり）秘書課の松川

でございます。着座の上、説明させていただき

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○秘書課長（松川由美君） 市の歌についてと

いうことで、委員の皆様に事前にお知らせして

おきたいと考えまして、本日お時間をちょうだ

いした次第でございます。 

 配付しております資料をごらんいただければ

と思いますけれども、市の歌につきましては、

枠に囲んでおりますけれども、平成１７年８月

合併の際ですね、合併協議会では、新市の歌に

ついては、新市において定める。ただし、現在

の市歌及び市町村音頭等については、愛唱歌と

して伝承していくものとするとされており、現

在本市としましては、市の歌は制定されておら

ず、愛唱歌のみが複数あるという現状でござい

ます。 

 そのような中、来年度、皆様御存じのとお

り、平成２７年度が合併１０周年の節目の年と

なります。そのようなことから、八代市の歌に

ついて考えてみるいいタイミングではないかと

いうことになりました。 

 そこで、市役所内部で協議をいたしました結

果、まずは、愛唱歌である「わたしのまちは」

を優先的に活用してはどうかというようなこと

になりました。この曲は、皆様御存じかと思い

ますけれども、球磨川祭りですとか、あと、全

国花火競技大会のときに、よく流れている曲で
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ございます。 

 下のほうに、愛唱歌一覧を掲載しております

けれども、幾つか愛唱歌がございますが、その

中で、この「わたしのまちは」を選定すること

になりましたのは、１つには、歌詞も上のほう

に書いておりますけれども、新市に置きかえて

も、それほど違和感がない歌詞になっています

ということ、それから、２つ目としまして、ほ

かの愛唱歌は何々音頭というようなのがほとん

どあるということ、それから、３番目の理由と

いたしましては、いろいろと皆様から、この歌

いいねということで評判も結構いいというよう

なところからでございます。 

 これまで市の歌につきましては、市民の方か

ら御意見を伺ったことがありませんので、今回

ですね、来週から各地域審議会が開催されます

ので、そちらのほうで市民の方の御意見をいた

だいてみようということになった次第でござい

ます。 

 また、せっかくの機会でございますので、上

のほうの②にしておりますけれども、八代市の

歌の制定自体についても、その必要性ですね、

についてもあわせてお尋ねしてみようかなと思

っているところでございます。 

 また、結果等につきましては、皆様、総務委

員会のほうに御報告させていただきたいと思っ

ておりますので、一応御報告ということで、本

日お話をさせていただきました。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。本件について

何か質疑、御意見等はありませんか。 

 それぞれおなじみの歌です。 

○委員（矢本善彦君） ちょっとよかです。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 作詞家さんは河島ユズ

ルさんかな。（秘書課長松川由美君「アユムさ

ん」と呼ぶ）渉さんか。この人の了解はとらん

でいいんかな。今テレビ等で、よく何か騒がれ

たのがあったけど、あれでまた、ね、了解とっ

とると。 

○秘書課長（松川由美君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松川秘書課

長。 

○秘書課長（松川由美君） こちらのほうは、

また確認はしないといけないとは思うんですけ

れども、以前、こちらのほうはですね、旧八代

市制５０周年のときに作成をした曲でございま

して、つくったときにですね、そういうのも含

めて、著作権とかも含めたところで、謝礼みた

いな形でしたというふうには聞いております

が、そこは確認をさせていただきたいと思いま

す。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） この歌は、この前全国

花火大会で、大館から見えられたとき、あのと

き、何とか花火、何やったですかね、コンピュ

ーターで制御する、あのときも、バックグラウ

ンドミュージックで流れていて、（｢ミュージ

ック花火」と呼ぶ者あり）ミュージック花火、

物すごく感動されて、この歌はいいですねえっ

て、何か外の人からあれだけ感動されれば、捨

てちゃおけんなと、私も思いました。 

 ぜひ、実際聞かせんといかぬです、持ってい

って。ただ、楽譜見たって、わからっさんでし

ょう。（｢もう、それぞれ知っとんなるけん

な」「わからぬ」「わからぬど」と呼ぶ者あ

り） 

○秘書課長（松川由美君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松川秘書課長。 

○秘書課長（松川由美君） 済みません、来週

から開催されます地域審議会の中ではですね、

ＣＤに落とし込みまして、各地域審議会の委員

さん方にもお聞きいただいて、御意見を頂戴し

たいなと思っております。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 
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○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） ぜひ、正式制定の際

には、作詞家さん、作曲家さん、ぜひ見たいな

あと思いますけど。 

○委員（矢本善彦君） よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 以前、前は何か八代亜

紀さんの歌のね、電話で、担当課にかければ、

歌いなったですよね。（｢やつしろよかとこＹ

ＯＴＴＯＩＤＥ！」と呼ぶ者あり｣）そういう

ふうにね、今歌ってるんかな、八代さん、こ

れ、電話でしてるの。今してないでしょう。 

○秘書課長（松川由美君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松川秘書課長。 

○秘書課長（松川由美君） 電話で、庁舎にお

電話頂戴したときに、ちょっと保留のときに音

を流しているかと思うんですが、これは流して

ないと思います。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） やっぱり、そのように

して流してね、皆さんに意識を持たせたほうが

いいと思います。 

○委員（上村哲三君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） この大体の歌にしよう

と決めたときに、もうちょっと八代のいろんな

ものを織り込んだ歌を、新たにつくるという話

じゃなかったね。西には日奈久温泉ありて、東

に五家荘とかいう、ああいうのはなかったね、

意見は。 

○秘書課長（松川由美君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松川秘書課長。 

○秘書課長（松川由美君） 今、先ほどお話し

いたしましたように、新市の歌自体がありませ

んので、新市の制定自体が、まだ保留になって

いる状態ですので、そこもどうしようかなとい

うことは、実際話には出ました。ただ、まだ市

民の皆様の御意向とかも把握してない状況です

ので、市役所としては、今のところは、この愛

唱歌の一つである「わたしのまちは」を、まず

ちょっと、格上げ的なところで御意見を頂戴し

てみようかということになりました。 

 なので、幾つか方法はあるかと思います。全

く新しい歌をつくるというパターンと、今言い

ました、この「わたのまちは」を、ちょっと格

上げして、新市の歌にするパターンと、あと

は、メロディーはそのままにしといて、今上村

委員さんがおっしゃったように、歌詞をちょっ

と、また募集して、今の新市のエリアでの歌詞

の内容に変えてつくったりとかというやり方

も、選択肢としてはあるのかなとは思ってはお

ります。そういう話は出たところではございま

す。 

○委員（上村哲三君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、上村委員。 

○委員（上村哲三君） いや、何も変えろちゅ

うわけじゃなかっだけんそういう話は出なかっ

たかいて、昔からね、そういう地域のいろんな

ものを盛り込んだ歌っていうのがね、やっぱり

多いから、そのエリアの歌で。だから、それを

聞いただけで、よしなにアンケートでもとって

してください。 

○企画振興部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂本企画振興部長。 

○企画振興部長（坂本正治君） 今回はです

ね、ことしの８月がちょうど合併１０周年だも

んだから、ちょうどタイミング的にいいだろう

ということでですね、何か歌があったほうがい

いじゃないかということで、ちょっとその辺か

ら出た意見としてですね、この延長線上にあっ

とですけども、まず、だから、地域審議会を通

じてですね、住民の皆さん方の意見を聞いてみ

ようじゃないかということで、今進めたいとい

うふうに考えておりますので、先ほど言ったよ

うに、また、その結果はですね、御報告させて
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いただきたいというふうに思っております。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 以上で、市の歌についてを終了します。

（｢お疲れでした」と呼ぶ者あり） 

 それでは、当委員会の所管事務調査につい

て、ほかに何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 以上で、所管事務調

査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りします。 

 所管事務調査２件及び陳情２件については、

なお審査及び調査を要すると思いますので、引

き続き閉会中の継続審査及び調査の申し出をい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって、総務委員会を散会いたしま

す。 

（午後７時５０分 閉会） 
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